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○議長（山本　芳昭君）おはようございます。
　ただいまの出席は１０名です。定足数に達していますので、令和２年第１０回日南町議
会定例会を開会します。
　直ちに本日の会議を開きます。
　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
　タブレットの令和２年第１０回定例会フォルダの報告書ファイルをお開きください。地
方自治法第１２１条の規定により、本定例会に出席を求めた者は、１ページの報告書のと
おりです。
　本町の監査委員から、令和２年１２月２日付をもって、地方自治法第１９９条第４項の
規定による定期監査の結果について、同条第９項の規定に基づき報告がありました。２ペ
ージから５ページのとおり報告します。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第１　会議録署名議員の指名
○議長（山本　芳昭君）日程第１、会議録署名議員の指名をします。
　会議録署名議員は、日南町議会会議規則第１２５条の規定により、議長において、４
番、荒木博議員、５番、櫃田洋一議員の２名を指名します。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第２　会期の決定
○議長（山本　芳昭君）日程第２、会期の決定を議題とします。
　今期定例会の会期は、さきに議会運営委員会に諮問し、答申を得ていますが、その会期
は、本日１２月８日から１２月１５日までの８日間です。
　お諮りします。今期定例会の会期は、議会運営委員会の答申のとおり、本日１２月８日
から１２月１５日までの８日間とすることに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）異議なしと認めます。よって、会期は、本日から１２月１５日ま
での８日間に決定しました。
　つきましては、今期定例会の運営につきまして格別の御協力をお願いいたします。
　　　　─────────────・───・─────────────
○議長（山本　芳昭君）ここで執行部から発言が求められていますので、これを許しま
す。
　中村町長。
○町長（中村　英明君）改めまして、おはようございます。
　令和２年の１２月の定例議会ということで、開会に当たりまして、一言御挨拶をさせて
いただければというふうに思います。
　８点ほど、ちょっとお知らせを含めた報告をまずさせていただければというふうに思っ
ております。最初ですが、新型コロナの関連の経済対策も含めた内容でございますが、既
に御案内のように、世界あるいは国内におきましても、第三波と呼ばれることで、陽性者
の方が広がりを見せておるとこでございます。また改めてですが、お年寄りへの感染があ
るということで、亡くなられる方も既に２，４００人前後になっております。そういった
意味で、これから、感染症ですので、寒い時期になりますので、感染が多くなる時期と言
われております。町民の皆さんも併せてですが、感染症の拡大予防の徹底をお願いするも
のでございます。
　またあわせまして、経済対策の関連でございますが、今新しい内閣のほうの中で動きが
入っておりまして、いわゆる地方創生臨時交付金の関係でございますが、今までが第一次
あるいは第二次ということでありましたが、第三次の補正予算といいましょうか、そうい
ったことも出てきておりますので、それへの対応も、まだ、どういいましょうか、具体的
なものは出てきておりませんが、総額では１．５兆円というような情報も出ております
が、そういったところも明確になった段階で対応していきたいというふうに思っておりま
すし、また職員にもそういったことがあるので、準備方をお願いをするということを指示
させていただいているところです。あわせまして、国のほうの経済対策の中で、独り親家
庭等の給付金あたりの検討もされてるというふうに思っておりますので、今回の定例議会
の最終日あたりで、またその辺が、どういいましょうか、内容が確定するようであれば、
皆さん方にまた補正という形でお願いするようになるのかもしれませんので、お含みおき
いただければというふうに思っております。
　３点目、３点目というか、コロナの関係の３点目ですが、既に今までの予算のほうで皆
さん方にお世話になっておりました備蓄品の関係ですが、いわゆる第三派を想定しており
ました形の中で備蓄品を設けております。今月末までに各世帯当たりにマスクを１箱配付
させていただきたいというふうに思っておりまして、今、あかり広場さんのほうにお世話



になりまして、梱包作業をしております。順次、発送させていただきたいというふうに思
っておりますが、全世帯に配れるのは今月中かなというふうな想定をしておりますので、
お知らせをしたいというふうに思っております。
　なお、子供さんにつきましては、前回も一緒ですが、保育園だったり学校であったりの
ほうで配付をさせていただきたいというふうに思っております。
　あわせまして、既に実施中でありますが、お買物券だとか食事券、１２月末が有効期限
ということで、あと残り少なくなりましたので、ぜひとも町民の皆さんには、町内での消
費を、お願いを重ねて御連絡をさせていただきたいというふうに思っております。
　２点目ですが、日南町の教育の在り方検討会というのを進めております。現在、鳥取大
学の矢部先生を委員長として、今、精力的に会議を進めていただいております。終盤戦に
入ったというふうな思いがありますが、年末を目指してということで、若干ずれる可能性
もあるのかもしれませんが、答申がいただけるようなスケジュール感で、今進んでいただ
いておりますので、報告をさせていただきたいというふうに思います。
　３点目ですが、モンゴルの関係でございますが、モンゴルのほうでは、秋に地方議会選
挙が行われております。それを受けまして、１１月の１７日ですが、新しい市長にチョロ
ーンバット・サランゲレルという方が新しく新市長になられました。前って言いましょう
か、中央県の前副知事をされてたという方というふうにお聞きしております。そうするこ
とによりまして、新しく、今までの市長さんでありましたゴンチグスレン・ムンフバドラ
ルさんですが、その方は今度、ゾーンモド市の新議長ということで就任されたということ
をお聞きしておりまして、山本議長との連名で就任のお祝いのメッセージをさせていただ
いておりまして、先日、またそれに対するお礼をいただいてるところでありますので、報
告をさせていただきたいと思います。
　また、昨年になると思いますが、日南町から消防車を贈らせていただいたということで
ありまして、それの活用の報告も併せていただいておりまして、ちょうど写真を頂いてる
内容が、火災がどんどんあるっていうわけでもないですし、また全然使わんというわけに
はいかないというふうなところだというふうに思っておりますが、いわゆるモンゴル地方
ですので、雨が降らないというところが、そういう地域であります。どうも道路の脇に植
栽をされているようでありまして、その植栽に水を散布するっていう行為の中で、消防車
の利用をされてるっていうふうに写真では見受け取れますので、いずれにしましても、ど
ういいましょうか、日南町の車が向こうで稼働してるっていうことの確認はできたかなと
いうふうに思っておりますので、報告をさせてやってください。
　４点目ですが、今、どういいましょうか、全国の道路の関係だとか、治水砂防だとか、
そういった団体がありまして、要は、今のどういいましょうか、国土強靱化、３か年とい
うことで進んできておりますが、それが終了するっていうことも併せて、実態が、これか
らまだまだ必要だということで、国のほうに要望してきておりまして、その結果として、
国土強靱化計画の新５か年計画というところで、新しくこれから５か年がスタートすると
いうことで聞いております。総額では１５兆円ということでの予算額ということでありま
して、風水害であるとか、巨大地震であるとか、インフラの老朽化対策であるとか、防災
のデジタル化あたりの内容を柱としながらという内容でお聞きしておりますので、いずれ
にしましても、県あたりと連携しながら町内での推進を図っていきたいというふうに思っ
ております。
　５点目ですが、年末になりました。１２月の１４日から２３日にかけまして、年末の交
通安全運動が始まります。その中で、先般ちょっと黒坂警察署の方と面談する機会があり
まして、確認したところですが、１月から１０月の間ですが、町内では人身事故が１件あ
りますけれども、物損事故が７３件あっております。物損事故でありますので、ちっちゃ
なことかなとかって話にもなるのかも、あるいは独り相撲という話になろうかというふう
に思っておりますが、とはいいながら、やっぱり７３件あるっていうのもちょっと驚きの
数字だというふうに、私は思っておりまして、そういったところが大きくなって、人身事
故につながる要因もあるというふうに考えられますので、これから冬道であったりとか、
忘年会のシーズンにも入りますというようなこともありますので、ぜひともさらなる安全
運転と飲酒運転の防止に心がけていただくよう、町民の皆さんにもお願いをしたいという
ふうに思っております。
　それと７点目ですが、ちょっとお知らせ的な話ですが、１２月の１８日になりますが、
東京のほうで、日本経済新聞あたりが中心となって、シンポジウムが開催されます。テー
マは「森林保全と都市木造化で持続可能な未来へ」というテーマでありまして、基本的に
は行ってみたいなというふうに思っておりましたが、どうもオンライン会議でできるとい
うような内容になっておりますので、町としても参加をさせていただいておりまして、役
場のＩＴルームのほうで見れるというふうな仕組みをつくりましたので、ちょっとＩＴル



ームですので、人数が限られるということはあるかもしれませんが、中継が見れるという
ことでありますので、どういいましょうか、勉強したいというお方につきましては、御利
用いただければなというふうに思っております。林野庁の長官だとか東京の都知事の小池
さんだとか、あるいは住友林業さんとか、ああいう民間の方もそういったところに加わっ
てフォーラムをされますので、御承知おきいただいて、御参画をお願いをしたいと思いま
す。
　最後ですが、御承知のとおり、今、西日本を中心に鳥インフルエンザというところが発
生しております。先日も広島県のほうで確認されておりまして、そういった対応も現在、
鳥取県を中心に対策会議を開きながら進めております。ということで、県あたりは消石灰
の配布をしたりとか、防鳥ネットの点検あたりだとか、そういった取組をされております
し、町内でも鳥のほうは４か所ありますので、県としても発生時の対応というような訓練
も重ねておられますので、お知らせをしたいというふうに思っております。
　また、あわせまして、関西地域のほうに豚熱のあたりの国内の発生も確認されてるとい
うことでありまして、そういったところへの注意喚起だとか、同じように消石灰の配布を
されるというような動きがあっておりますので、お知らせをしたいというふうに思ってお
ります。
　長々と申し上げましたけれども、本定例会に一般質問が７名、それと条例関係等が８
件、補正予算も７件上程させていただいておりますので、御協議の上、御承認いただきま
すことをお願い申し上げまして、冒頭の御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお
願いします。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第３　一般質問
○議長（山本　芳昭君）タブレットの一般質問ファイルをお開きください。
　日程第３、一般質問を行います。
　一般質問は、通告順にこれを許します。
　タブレット１ページ。
　５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）現在、コロナ禍で人の移動が制限され、県外からどんどん
人を呼べる状況ではありませんが、コロナ終息後及び今後の日南町の活性化と発展を見据
えて、しっかり戦略を練っていただきたいと思います。観光で地域を活性化しよう、これ
は地域の共通のテーマです。最近、ツーリズムの質の向上と言われるようになりました。
多様化するニーズに合わせ、日南町の素材、資源をしっかり認識し、それを魅力と感じる
顧客層に発信していくことが重要であると思います。そんな日南町の観光事業について質
問します。
　一般社団法人日南町観光協会に対する企画課の関わりについて伺います。蛍、イチョウ
など、毎年多くの人を魅了するスポットがあります。日南町の魅力発信や戦略について伺
います。以上、よろしくお願いします。
○議長（山本　芳昭君）執行部の答弁を求めます。
　中村町長。
○町長（中村　英明君）櫃田洋一議員の御質問にお答えします。
　最初に、観光事業についてということで、一般社団法人日南町観光協会に対する企画課
の関わりについてということでございましたが、御承知のとおり、町の観光振興対策事業
の多くは、観光協会へ委託する形で事業展開をしております。観光行政の所管であります
企画課は、この事業を遂行するため、事業の進捗状況を確認するとともに、一部の事業に
つきましては、連携して取り組むなど行っております。観光協会には、これまで企画課で
行っていました観光振興事業を委託してる関係から、実際に事業を行うに当たっては、多
分に行政の仕事を理解する必要もあります。したがって、法人設立当初から数年かけて行
政事務の進め方や事業の執行方法、予算、決算の組み立て方など引き継ぐ予定でありまし
たが、その結果、予算審査特別委員会で御指摘のありましたような一見、企画課と協会の
事務が混同してるような状況も生まれております。とはいいながらも、法人化して約２年
になろうとしておりまして、この間、観光振興事業について理解が深まってきたところで
すので、来年度に向けては、事務所移転等を検討しており、このような状態を解消してい
きたいというふうに思うところでございます。それによりまして、企画課の支援から自立
し、民間のスピード感等を取り入れた新しい観光振興の推進を期待するところでございま
す。
　２番目に、町の魅力発信、戦略についてという御質問でございますが、昨今のインター
ネット普及によりまして、誰でもあらゆる情報を受信、発信できるようになりまして、世
の中の生活水準も向上するにつれまして、価値のあるものが生き残り、そうでないものは



淘汰される時代になったと認識しております。言い換えれば、価値のあるものはおのずと
世に知れ渡り、小さな町でも観光が成り立つ時代になったというふうに感じております。
そういった時代におきまして、本町に幾多ある観光資源は、先行して人々を魅了する観光
コンテンツとなっているもの、まだ磨き上げ段階のもの、発掘段階のものと様々でござい
まして、現在、それぞれの段階に応じた戦略と情報発信を行ってるとこでございます。
　現代経営学マネジメントの発明者と称されるピーター・ドラッカーは、「マーケティン
グが目指すものは、顧客を理解し、製品とサービスを顧客に合わせ、おのずから売れるよ
うにすることである」という言葉を残しております。一例を申し上げますと、蛍観光につ
きましては、地域の方々の熱心な保護活動とおもてなし活動によりまして、既にＰＲ費用
をあまりかけなくても人が人を呼ぶ価値のある観光コンテンツになっております。日野上
のイチョウのイベントも地域の方々の努力によりまして、価値のある観光コンテンツとし
て、自ら人が来てくれるようになりました。これらに続く観光資源を生み出し、ＰＲして
いくために、現在地域資源の発掘事業と、それらを集約したフェノロジーカレンダー、い
わゆる地域の自然と人の営みを表した生活の季節の暦という表現だそうですが、そういう
ところに今、その作成に力を入れておるところでございます。
　魅力は、そのものがまず人々に認知され、実際に現地へ行く、あるいは商品を手に取っ
ていただくなど、行動され、そしてその評価がよくも悪くも評判となり、広がっていくも
のと考えております。観光におきましても、地域の活性化や地域経済、町の認知度向上へ
つながることが重要であり、今後、観光の力による地域課題の解決を一つのビジョンとし
て捉えていきたいというふうに考えております。そのためには、地元の方をはじめ、関係
者が一体となって地道に取り組んでいくことが懸命であるというふうに考えております。
また、観光協会が本年度新たに取得している、地域限定ではありますが、国内旅行業を活
用していくとともに、さきの御質問にありました人の体制についても限界がありますが、
できる形の中で取り組んでいきたいというふうに思っております。
　以上、櫃田洋一議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。
○議長（山本　芳昭君）再質問がありますか。
　５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）日南町観光協会へ観光事業を委託しとあります。オペレー
ション、どこからどこまでの権限が観光協会にはありますでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）一般社団法人でありますので、基本的には、観光協会の中で整理
ができるというふうに思っております。ただ、財源が、どういいましょうか、一般行政と
いいましょうか、こちらからの委託事業という形になっておりますので、そういったとこ
ろの予算的な調整だとか、事業の中身についての在り方についてはやっぱり若干どういう
んでしょうか、連動した形になるというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）企画など、その辺りは日南町からお願いするのか、それと
も企画課独自なものもあったり、観光協会独自なものもあったりしますが、その辺りはい
かがでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）どういいましょうか、観光協会が具体的に、設立以前は企画課の
中で、観光行政というような形と、観光事業というような形と、どっちかいうと、ごっち
ゃ混ぜって言やおかしいですけど、なかなか振興がやりにくいっていうような状況があり
ましたので、それを明確化するために、そして拡大するために法人という、どういいまし
ょうか、具体的な組織の中で推進するっていう動きに変えてきております。そういった意
味で、まだまだ１年、２年っていうところでございますので、十分な明確な形が取れてな
い部分も現実にはあるっていうふうに思っておりますが、その辺は年を置きながら、明確
化にしながら仕事のほうも、事業の中身も充実していきたいというふうに思っておりま
す。一つの法人でありますので、事業の推進はもちろんそうですけれども、やっぱり法人
としての役割、会計処理だとかそういったことも含めてですので、必要とされますので、
その辺は着実に、堅実に進めていきたいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）先ほどの町長の答弁では、企画課はサポート的な感じ、主
になるところが多少あるのかもしれませんが、実際はどのような形で連携されてるのでし
ょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）ある程度の区分的には、現在は分かれてるというふうに思ってお
りますので、一般的な事業推進あたりは、観光協会が主体となって、例えば蛍の事業につ



きましても、地元と連携しながら観光協会が加わるっていう状況でありますし、今回のこ
の秋のイチョウの件につきましても、どういいましょうか、主体は地元ですけれども、観
光協会のほうが後方支援というような形の中で、バスのどういいますか、緊急的なチャー
ターあたりをさせていただいたというような状況でありますので、ですから、その辺の動
きについては観光協会独自の考え方っていう、独自と言やおかしいですが、協会としてし
っかりとしたスピーディーな動きができたのかなというふうに思っております。ただ、観
光行政としての役割っていう話は、もともと、例えば持ってます地域の公園あたりがあり
ますので、そういった管理を委託するとかいうところはあろうかなというふうに思ってお
りますし、また、現在、今進めておりますエコツーリズムの関係があります。ですが、そ
こは今、立ち上げの段階でありますので、若干観光行政の職員が関わってるっていうとこ
ろがありますけれども、その辺が、ある程度方向性が、どういいましょう、方向性ってい
うか、地盤が確定した段階では、観光協会というところに完全移行というふうな考え方を
持っております。以上です。
○議長（山本　芳昭君）５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）今年はコロナ禍でイベント等も中止になっております。企
画課の職員も事業量が多くて、１人で幾つかの事業も多分お持ちだと思います。そういっ
た中で、専属は無理だと思うんですけども、どのように職員が、先ほどのちょっと質問に
も関連するんですが、どのように観光協会の事業に携わっていくのか、ちょっともう少し
具体的というか、分かりやすく説明いただけたらと思いますが。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）基本的な方向性、これからの方向性も含めてですが、基本的には
どういいましょうか、企画課のほうは、予算的な話と併せて、当然予算には事業の内容っ
ていうところにも絡んできますので、そういったところが主体になるのかなというふうに
思ってます。ただ、あとやっぱり御承知のとおり、地域資源を地方経済社会の中に位置づ
けてあるというところが主体になっております。日南町もそうだというふうに思っており
ますが、そういったところの中で、これから推進する中で、先ほど申し上げました、例え
ばフェノロジーカレンダーというようなこと、そういったところは、やはり観光協会だけ
ではなくて、観光行政を担う企画課のほうと連携した形の中での推進、あるいは、予算的
には行政のほうが持つとか、そういうことっていうことは、これからあるのかなというふ
うに思っておりますので、ですから、観光協会が全てという形ではなくて、どういいまし
ょうか、構築するとかそういう段階では、やっぱり行政との兼ね合いが必要だろうという
ふうに思っておりまして、事業の推進に当たっては、観光協会が主体となるという枠が、
大枠ができるんではないのかなというふうに、私は現時点では思っております。
○議長（山本　芳昭君）５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）進捗状況は、どのように共有されておりますでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）基本的には、観光協会の理事会を年何回か設けるようになってお
りますので、そこにも加わって、直接的な役員ではないんですが、オブザーバー的なとこ
ろの中で加わってきておりますし、また、随時それの情報共有はしていく必要性があるっ
ていうふうに思っています。今年の場合は、コロナ禍の関係でいろいろ計画はあったんで
すが、実施ができなかったというところは多分にあるというふうに思っておりますが、そ
ういったことも踏まえながら、その中でも新しい動きが出てきておりまして、イチョウに
しても夜から昼に転換した結果ということだってあるというふうに思いますし、また、キ
ャンプあたりが、かなりどういいましょうか、全国的にも評判じゃないけど、そういう動
きがあっておりますので、そういったところは、町内でも動きが具体的にありますので、
そういった後方支援あたりだとか、そういったところの役割は、逐次出てくるんではない
のかなというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）先ほど、事務所移転の話がありました。事務所移転はどの
ようにお考えになっておられますでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）まだ進行中ですので、答えにはならんというふうに思っておりま
すが、一般的に今、検討して進めてるのが、生山駅舎の中に事務所という方向で検討して
おります。ただ、既存の利用者っていうか、使用者の方もおられますので、そういったと
ころの今、総合協議中でありますので、確定ではないですが、そういったところに置いた
ほうが効果的かなという判断の中で、現在は進行中でございます。
○議長（山本　芳昭君）５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）その事務所移転なんですが、よく町民の方から言われるの



は、道の駅、国交省が整備されたところ、案内所みたいなところがあったり、それから、
サテライトオフィスいちょう、あそこも町の施設でもありますし、その辺りもどうかとい
う町民の方はよくそんなことは言われますけども、事務所移転でウエートを置く、ポイン
トになる点っていうのは何でしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）先ほどおっしゃられた他のポジションの部分も検討の段階では、
もちろんさせていただいたという経過がございますが、基本的にはどういいましょうか、
駅ですので、町としての正面玄関にも位置づけられるっていうことと、あるいはスペース
的な広さ的なところも加味して、あるいは駐車場もありますので、目の前にたくさんあり
ますので、そういったところを総合的に勘案して、適切な位置ではないのかなということ
で今、検討を進めてる最中です。
○議長（山本　芳昭君）５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）魅力を発信するレベル、磨き上げる段階、発掘段階と先ほ
どおっしゃられました。それぞれの段階に応じた発信を行ってると言われておりますけど
も、では具体的に、それぞれどのように発信をされていらっしゃるんでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。先ほど町長がおっしゃいました３つの大き
な段階についてですが、大きくは、皆さん御承知のコンテンツ、いわゆるホームページで
すとか防災行政無線、あるいはちゃんねる日南という媒体を使っておるもの、またチラシ
を打って広報するもの、それぞれを使い分けてるというような趣旨と理解をしておりま
す。その上で、町内の皆様にも当然、周知をさせていただく場合には、無線や、ちゃんね
る日南による放送ですし、配り先なども異なってまいりますが、ホームページであると
か、あるいはＳＮＳ、使い分けながら発信をしてるというようなところで行ってるとこで
ございます。以上です。
○議長（山本　芳昭君）５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）先ほどの蛍とイチョウの話だと思うんですけども、地元の
方と関係者と一体となって地道に取り組む、地道に取り組んだ結果が今、花開いてるとい
うか、多くの人を呼んでると思うんですけども、これは誰がどのように取り組むという
か、担当されるというか、そういうコミュケーションを取られるんでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）どういいましょうか、観光協会の仕事として、観光協会が主体に
なってやる事業と、それとやっぱり地域が中心となって、どちらかいうと観光協会がフォ
ローする立場のものと両方あるんだろうというふうに思っております。ですから、例えば
蛍にしても、どちらかというと、地域の皆さんのほうが先行して保護活動をされたりと
か、ＰＲされたりとかっていうところが動きがあって、その動きに対して観光的なところ
もありますので、協会のほうが一緒になって、協働的な動きに今はなってるというふうに
思っておりますので、ですから、ただ、これからもそうでしょうけれども、やはり地域資
源をいかに活用して事業化していくっていうところがやっぱり、例えば地方創生の在り方
の一つだろうというふうに思っておりますので、地方創生の全てでは、もちろんありませ
んけれども、そういった地域の力、自然をいかに加えていくかっていうことは、これから
の大きな視点になるんだろうというふうには理解をしております。
○議長（山本　芳昭君）５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）観光協会では、旅行業の取得をされていますけども、どの
ように生かしていかれますでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）先ほど、町長が答弁でおっしゃいました地域限定型旅行業と
いうことで、交通の発着点であるとか、いわゆる一般的に旅行会社等がツアーを組んで、
国内あるいは海外問わずツアーを組むということはできかねる、制限がかかっておるとこ
でございます。できるところといえば、例えばですが、生山駅発着であるとか、飛行機で
いえば米子空港を利用する、そういった限られた条件の中で、ツアーを組むことが可能の
今、資格の状況でございます。そういったところでは、なかなか、取得をしたからといっ
て、すぐに全国的に大きく手を打てるということではないというふうに認識しておりま
す。やはり地道な取組の中で、認知いただいておりますコンテンツ、蛍であるとかイチョ
ウというものも広がってきておりますので、では、知られたところでいかような商品を企
画することで、皆様に御利用いただけるかというとこは、まさにこれからだと思っており
ますが、まずは身近なところからのツアーを実証的に始めるとこから進めていきたいとい
うふうに、現場としては考えておるところでございます。以上です。
○議長（山本　芳昭君）５番、櫃田洋一議員。



○議員（５番　櫃田　洋一君）紅葉の名所として、石霞渓公園があります。紅葉の時期に
なると多くの方が、美しい紅葉を見に来られるわけですけども、石霞渓の中に橋があっ
て、以前の大雨で、ちょっと橋は今渡れないようになってたりするんですけども、町内の
方から、すごくいい公園なので、あそこのやっぱり橋は早急に直してほしいというような
声があったりとかします。この観光対策として、石霞渓公園の本当にいい素材なので、自
然でもありますし、観光対策はどのようにお考えでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）御案内のように、石霞渓の紅葉については、私も通勤地ではある
ので、すばらしい紅葉に対しての場所であるという認識は持っております。それを受けま
して、生山の自治会の皆さんの御協力をいただきながら、公園整備を継続してる最中でご
ざいます。御指摘のありました橋の件ですが、どういいましょうか、もともとの経過が不
透明なところがありまして、なかなか改修がしにくいっていうのが現状であります。とい
いますのが、河川の中にありますので、そういった関連の中で、ちょっと今、なかなか手
がつけれない状況でありますけれども、そういった経過がありますので、その辺は少しず
つ改修っていう形、現時点では安全のために渡れないような形にしておりますけれども、
その辺はまた少しずつ県とも相談しながら考えていきたいというふうに思っております
が、現時点ではそういう理由がありますので、御承知おきいただければというふうに思い
ます。
○議長（山本　芳昭君）５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）確かに河川が関わってたり、なかなか難しい面もあります
が、できるだけ早急に、まずは安全が第一ではありますが、本当によい名所でありますの
で、早急な修繕といいますか、できたらいいと思います。同じように、町内はいろんな名
所がありまして、なかなか灯台下暗しっていうのもありますけども、鬼林山、これも本当
に山頂は眺望もよいですし、途中やはりなかなかどういうんですか、上がる道が整備され
てないようなところもあったりしますけども、この辺も整備されて、観光対策はどうでし
ょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）町内の資源、宝っていうところの中で、今いろんなことが、声が
出てきてるっていうふうに思っております。観光協会の理事会の中でも、それ以外のとこ
ろも含めてたくさんのやっぱりこうあったらどうだ、あそこはいいとこだぞとかっていう
ような声がたくさん出てきております。というのが、現状だろうというふうに認識してお
ります。ただ、それをやっぱりどういいましょうか、全てのものを一度にということには
ならないので、そうするためにどうしたらいいかっていうところのやっぱりルートづくり
だとか、点を線に結びつけるっていう形のものをやっぱり構築していかないといけないの
かなというふうに思っておりますので、そういったことを町内にはいろんな資源がたくさ
んあるっていう話はもちろん整理する中で、観光の、協会としてどうするのかとか、観光
場所としてどう位置づけるのかとか、そういったところのやっぱり整理がこれから必要に
なってくるんではないのかなというふうに思っておりますので、それをすぐすぐなかなか
難しいっていうところがありまして、現時点では、できるところからいろんな形で、県だ
とか、西部の観光協会あたりと連動しながらっていうところも当然出てくるんだろうなと
いうふうに思っておりますので、そういったこれからどういいましょうか、何げなく私た
ちが持ってたものが、やっぱり地域の資源として活用できるっていう位置づけの認識はで
きたかなというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）名所を１か所ずつどうだって言ってもちょっといけないと
思いますが、もう１か所、意外に知られてないというか、出立山、この展望台があるんで
すけども、おろちマラソンがある頃は、当然そこはルートに入ってますけども、出立山
も、展望台も本当に見晴らしがいい。車で行けるし、この辺も整備はそんなにお金もかか
らないと思いますが、この対策はいかがでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）御案内のように、出立山の展望、何回も、私も毎年１回はあそこ
に立ち寄って見させていただいておりますので、本当に広い視野の中で紅葉が見れるって
いうところだというふうには認識しております。ですから、先ほど申し上げましたよう
に、やっぱりそういう時期とかっていう話になると、秋になりますので、だから四季を通
じた段階でのやっぱり日南町の町の魅力っていうところがやっぱり整理する必要があるん
だろうというふうに思っています。
　一般質問の答弁の中で、カレンダーの話をさせていただきました。ですが、それも一つ
のどういいましょうか、春夏秋冬が日南町として、はっきり分かる場所だというふうに思



っておりますので、その四季の中で、春はこうだ、冬はこうだ、秋はこうだっていうとこ
ろをカレンダー化していく形で、今は整理していくような動きを現時点ではしております
ので、そういったところを、これからになりますけれども、今、１年間のやっぱりそうい
う町の姿を、どういいましょうか、写真に撮ったりとか、そういう形にしておりますの
で、当面はそういう形で、今は動いてるっていうことを報告をさせていただきます。
○議長（山本　芳昭君）５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）魅力を感じる顧客に正対することが重要であると思いま
す。どのようにターゲットを絞っておられますでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）いろいろな先ほど来、御質問いただいております、いわゆる
資源によりまして、ターゲット層は異なってくるというふうに考えておりますけども、具
体的にでは、こういう例えばイチョウにつきましては、若い世代だけかといいますとそう
ではございません。広く、老若男女、広い世代にも愛されるようなものだというふうに感
じておりますし、では蛍がどうか、あるいは先ほど来ございました出立山、鬼林山、そう
いった眺望から眺める景色を生かしたものというところで、現在、ちょっと回りくどくな
りましたが、明確なターゲット層を設けての戦略というのは、持ち合わせておりません。
しかしながら、具体的に目標を掲げるとともには、例えば１００人、あるいは１，０００
人、目標を掲げることでは、ある程度の絞り込み、それに応じた広報、情報発信というの
も大事になってこようかと思います。先ほど、町長おっしゃいましたカレンダーの整理あ
たりの中で、併せてそういったところも、ともに進めて、効率的な戦略ということで、注
力できるように進めてまいりたいというふうには考えておるとこでございます。以上で
す。
○議長（山本　芳昭君）５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）以前、にちなんファンクラブというのがありました。
ＳＮＳ等で発信をしてるんだという昨年ぐらいの発言がありましたけど、現在このファン
クラブというのは、クラブがあるというか、そういう動きはあるんでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）お尋ねの制度につきましては、今から３年から４年ぐらい前
に立ち上げ、行って、制度化して進めておりましたけども、一、二年経過する中で、実証
的なところから始めたというふうに認識しておりますが、思いのほか、伸び悩んだという
ような経過の中で、現在は休止しております。当時のアクセスいただくところに、今は観
光協会のホームページにつながるようにシフトしておりまして、もうちょっとそういった
ファンづくりであるとかというものについては、並行して検討してるところでございま
す。以上です。
○議長（山本　芳昭君）５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）地域の自然の貴重さを伝えることにより、新しい観光と地
域づくりができると思います。貴重な豊かな自然のある日南町、この観光資源を広く発信
してほしいと思います。
　以上で私の一般質問を終わります。
○議長（山本　芳昭君）櫃田洋一議員の一般質問を終わります。
　　　　───────────────────────────────
○議長（山本　芳昭君）ここで暫時休憩といたします。再開を１０時２０分からといたし
ます。
　　　　　　　　　　　　　午前１０時１０分休憩
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　午前１０時２０分再開
○議長（山本　芳昭君）休憩前に引き続き、会議を再開します。
　タブレット２ページ。
　１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）年末の１２月に入り、コロナも終息の兆しもなく、日本全
体で第三波の厳しい状況が続いております。寂しい年末年始になると思いますが、来年の
早い時期に終息することを願いたいと思います。
　今年４回目の私の一般質問、今回はセントラル農場の環境問題１点に絞って質問をいた
します。日南町議会として、セントラル農場の環境問題に対して、全員協議会等で報告、
説明を受けてまいりましたが、何も進展してない状況から、今年の３月に県の日野振興局
により、いろいろ議会として質問し、研修を行いました。その後、何ら進展しない状況の
中で、１１月１０日の議員全員協議会で、今後セントラル農場に対して、どのように対応
しようと考えた矢先の１１月１３日の朝に、今までに私は見たことのない汚水がセントラ



ル農場の下流の小原川の尾郷周辺で発生しておりました。翌日の１４日の朝には、中村町
長にも現地の状況を目で確認していただきました。その後、町長はセントラル農場に対し
て、どのような対応をされたのかをお伺いします。
　２点目は、１１月１３日に採取した放流水の検査結果の数値を見て、町長はどのように
思われたのかを伺います。
　３点目は、地元水田所有者代表、周辺自治会長、まちづくり協議会会長、日野川水系漁
業組合、そして町の環境審議会会長、環境立町推進協議会の会長の皆さんと、町の執行
部、県、事業者のセントラル農場との河川の水質悪化に関する意見交換会が、今年の１月
３１日以降、開催されていません。コロナ禍の中ではありますが、開会の予定はあるのか
をお伺いいたします。以上、お願いいたします。
○議長（山本　芳昭君）執行部の答弁を求めます。
　中村町長。
○町長（中村　英明君）大西保議員の御質問にお答えします。
　最初に、セントラル農場の環境問題についてということの中の、最初の汚水流出後の対
応についてという御質問でございますが、御指摘のとおり、１１月１３日の濁りと泡が通
常より多いと、地元からの通報があり、副町長をはじめ、農林課、住民課の職員が小原川
と合流する地点に行き、現状確認を行いました。すぐに農場長立会の下、農場施設内の堰
で採水し、水質検査を行いました。１１月２５日に水質検査の結果が届き、全窒素が
８．４ミリグラム／リットルでございました。１１月１３日に、農場に設備のトラブルや
異変はないか確認したところ、肉豚舎の水道管の破裂がありましたが、濁りや泡に関する
通報は１３日以前にも３回、１３日以後にも４回と、同様の通報があったことから、原因
はどういいますか、破損によるものではないと考えにくいというふうに思っておりまし
た。その報告は受けましたが、１４日朝、現地で見た際、全体的に施設の老朽化が明らか
だというふうに私自身は判断し、職員に向けて、早急に社長との面談の機会を設けるよう
申入れをしたところでございます。近日中に、そのスケジュールの調整を行うものと約束
をしたところでございます。
　なお、その考え、どういいましょうか、面談に当たりましては、一つはやはりどういい
ましょうか、先ほど申し上げましたが、施設の全体的な老朽化がもう明らかであること、
ですから、それの更新、そして今現在、濁りというところがありますので、そういったと
ころの原因の説明と対応策を主に考えていきたいというふうに思っております。
　次に、水質の測定検査の数値でございますが、本年は全窒素の値が安定しており、浄化
施設をはじめ、場内の業務がうまく機能していると感じておりました。稲作の耕作期間が
終了する１０月から浄化施設で酵素を使用して、アンモニア性窒素を下げる取組を試験的
に開始しております。時期を同じくして、濁りや泡の通報が増加していることから、酵素
の投入との因果関係を調査するようお願いしております。町とすれば、例月の水質検査に
アンモニア性窒素の検査の項目を追加し、数値がどのように推移するのか見守ることにし
ております。
　次に、河川の水質悪化に関する意見交換会の開催予定でございますが、本年は水質が安
定していることから、１０月からの酵素投入の結果を踏まえた意見交換会を実施する考え
方を持っておりましたが、１０月から３か月ぐらい水質検査の経過を観察し、２月頃あた
りで開催を考えておりましたが、今回の現状から１２月の後半に開催するよう指示したと
ころでございます。
　以上、大西保議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。
○議長（山本　芳昭君）再質問がありますか。
　１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）社長に、今来ていただくような申入れをされたと言われま
したが、まだ回答はないんでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）近日中に来ていただくっていうことを確認しております。以上で
す。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）先ほど、課題は設備の老朽化、更新ということと濁りと言
われましたが、今までの課題は合併処理とかいうよりも、合併じゃなくて、その処理槽の
老朽化、そしてもう一つは協定書じゃなかったんでしょうか、協定書は全然結んでない、
結ばれないということだったんでしょうか、もう一度確認します。何をこれから話をされ
るんですかと。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）この春の議員の御質問にもお答えしたつもりでございますが、基



本的には、やっぱり浄化槽の更新というのを基軸に考えております。ですから、それがで
きた、合意ができるっていうか、話合いができた段階で、併せておっしゃられるように契
約書だとか、そういったところも同時にという話は思っておりますので、言葉足らずだっ
たかもしれませんが、基本的な考え方は変わってないというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）協定書の課題は何でしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）今までの経過の復習的な話になるかもしれませんが、基本的に
は、内容は合意しているというふうに思っておりますが、ただ１点、やはり窒素分の話の
数値っていうところがあるというふうに認識しております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）窒素分のことですね。では、今の国の水質汚濁防止法によ
る基準値をお願いします。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）施設の規模にも違うというふうに思っておりますが、基本的には
５００だというふうな数字を法的には、そういう理解をしております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）それが法的というのは、その５００というのは、成分は何
でしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）すみません、割愛して申し訳なかったですが、基本的には、窒素
分の数値で今、先ほどはお答えしました。ただ、国のほうも年次に応じてその値が下がっ
てきてる状況でありますし、多分これからさらに法的には下がる数値になってくるんだろ
うというふうには思って、感じてるとこでございます。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）町長、法律で一般基準、排出基準、今言われてるのは
５００というのは何基準でしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）先ほど申し上げましたのは、水質汚濁防止法に伴う内容の数値で
ございます。その中のどういいましょうか、窒素含有量っていうところの項目の数字を述
べたところでございます。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）我々も素人でございましたんで、このセントラルファーム
の社長宛てに、増原町長が平成２６年に質問をされました。こうしてくれ、どうのこう
の。それに対して、上原社長が当時、平成２６年に回答書がありました。協約書では３０
ですが、国の畜産排出基準は７００ミリリットルということを言われた。なおかつ、浄化
槽だ何だは、この排出基準は１２０、そして日間平均は７０というのを文書頂いてます。
今、町長が言われた５００と言われましたけども、恐らくこれは７００に対しての５００
だと思うんですが、これはどのような成分ですか。これは窒素分は確かに窒素分ですけど
も、窒素でもいろいろな窒素あるんですよ。答弁お願いします。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）議員おっしゃられるように、当時は７００だったというふうに思
っておりますが、現時点では５００だというふうに認識しております。硝酸性窒素という
ところで、アンモニアだとかアンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の略称と
いうことで、硝酸性窒素等ということの表現だというふうに認識しております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）そうしましたら、セントラルさんは、この協定書を結ばれ
ないが、平成１３年に結ばれた以前の会社の協定書で、数値はどこに出てますか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）前回の協定書の中では、基本的には日間２０から３０というふう
に認識しております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）それの成分は何でしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）基本的には、全窒素というところでございます。ただ、今までの
経過の中で、やはり基本的には、この春にも答弁の中でお答えしたというふうに思ってお
りますが、そういったところも含めて、それが改善できる根本的な対策っていうところを
していかないと、もうこれが限界ではないのかなというふうに私自身は思ってますので、



そういった意味で、今回の濁りの件も含めて、最終的な結論を出す時期だろうというふう
に思っていますので、今度、立会した面談する中でその辺はしっかりと申し出したいとい
うふうに思っていますし、結論ができる形の方策というものを提案したり、お互い協議し
ていきたいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）我々は、協定書には全窒素、日間平均２０ミリから３０と
なっとるんです。これが協定なんですよ。日間平均とはどういうことでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）単純に申し上げまして、簡単に申しますと、やはり１日の平
均値ということになろうかと思いますが、それを１日に何回も測ることはできませんの
で、やはりそこは何日間か採取して、検査したものが日間平均にはならないかもしれな
い、日間平均いう表現にはならないかもしれませんが、それが現実的な平均値ということ
になろうかと思います。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）日間平均をホームページで開いてください。ちゃんと定義
づけされてます。１日３回以上測定して、それを平均するとなっておるんですよ。今の答
弁はおかしいですよ。一番大事なのは、今、協定のことを言うとるんですよ。今までは上
原社長は７００言うてた、現時点では５００になってます。これは硝酸性窒素なんです
よ。硝酸性窒素と全窒素とは同じ窒素ですけども違うんですよ。検査も違うんですよ。だ
から、上原社長は獣医であり、社長であり、我々は素人でしたんで、それをうのみにして
おりました。実はこれが違うということが、今回分かったんです。２週間ほど前から私は
県に行きました。全然全く駄目だったもんで、去年も行きましたけども、そして、日南町
におられる畜産に詳しい方同行していただきまして、日野振興局、西部の家畜保健所、そ
して総合事務所、３か所回りまして、その後、汚染が出たときに、日野振興局から課長さ
ん上がっていただいたときに、私は大変疑問を抱いておった、この７００というのを、そ
したらこれは５００ですと言われた。そしたら５００の根拠となる法律を見せてください
と言いました。そうしましたら、このパンフレットが出てきたんです。町長が言うように
５００です。それは５００と２０じゃ無理言うなと。でもこれははっきりと硝酸性窒素と
全窒素が違うこと書いてあるんです。それで国の法律は１００なんですよ、硝酸性窒素
は。全窒素は１２０なんですよ。これが法律で、なぜ５００かというと、ここに書いてあ
る。畜産農業については、一般排出基準の遵守が直ちに困難な業種に対する経過措置とし
て、暫定排水基準値が設けられてます。排水基準違反には罰則規定があります。これの
５００の期限は、目標は排水基準１００ですよ、硝酸性窒素は。令和４年６月末までなん
です。これは国がパンフレットを出しておるわけです。ですから、我々は、プロの上原社
長、獣医ですから、養豚もずっと宮崎、北海道やられてますから、我々は、うのみしとっ
たんですよ。ですから、協定書で、この数値が駄目いうのを、本当乖離してるけども、そ
ういうことですよ。それどうなんですか、これ私今、説明しましたけど、私は今まで勘違
いしておりました。やっと今回、総合事務所やら家畜保健所やらもう一度確認して、全窒
素と硝酸性窒素は違うのか、検査もちろん違うんですよ。ここにちゃんと書いてあるんで
す。我々、一番重要な今までやってなかったこと、今、こう言いましたけども、町長どう
思われます、私の今調査したこと、内容について。幾らでも提出しますよ。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）御指摘いただいた内容について、私も不勉強でしたので、改めて
おわび申し上げたいというふうに思っておりますが、基本的には、そういったことの内容
も含めて、これからの協定の位置づけの中で明確にしていきたいというふうに思っていま
すので、基本的には、協定を結ぶっていうところの行為に対する前段も含めてですが、浄
化槽設置っていうところも含めて、併せて協定書を作るっていうことで、今まで進んでき
てるつもりでありますので、それの実現に向けて、今は注視すべきだろうというふうに思
っております。ただ、おっしゃられたような数値的な見解の在り方については、これから
御提案いただいた内容も含めて精査していきたいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）分かりました。協定の見直しは、実は日間平均というの
は、協定書に書いてありますんで、それは２０、３０なんですね。国の法律は６０です。
極端すれば３分の１か半分にしてくださいよというのがあれです。なおかつそれは、農場
から出たときの数値、要するに構外ですから、それで水田まで１０倍ぐらい下がるであろ
うという想定で、目標は水田の水口、入り口のとこが３ミリ以下になるために２０から
３０というのを平成１３年に、前の農場と協定を結んでおるわけです。それを御理解した
上でやらないと、全くこの協定の意味もないし、理解もされず、何でか何でかということ



になりますので、この協定内容につきまして、資料は幾らでもお渡ししますんで、私も勉
強してよかったなと、今回。なぜかなぜかと疑問をずっと抱いておったんですが、やっと
これが解明できました。上原さんも勘違いです、上原社長も勘違い。これはあくまで暫定
措置、硝酸性窒素ということです。
　そして、次に行きますと、町長は１１月１４日に見られて、検査結果がやっと出まし
た。その数値を見てどう思われましたか。何か、分からなかった、答弁のとこが。この数
字を見て、あのぐらいの汚れで８．７という数値を見てどう思われましたか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）そのときに思ったのは、基本的には、今までの私たちの議論の論
点は、先ほどの話の窒素部分に関するところが中心だったというふうに思っています。た
だ、あのときに現場で見たときに、やっぱり濁りがあったいうのは明確な話であります。
ですから、その検査結果がどうこうっていう以前に、やっぱり濁りっていうところの観点
は、重要な部分だろうというふうに思っておりましたので、そこは結果が出たのは確かに
出て、そういった８の数字だとかっていう話だというふうに思っておりますが、それ以前
に、やはり濁りがなくすっていうところがやっぱり重要だろうというふうに認識しており
ましたので、そういう結果が出る以前の問題として、川全体の水質、川っていうか、水質
ももちろんそうなんですけど、やっぱり濁りっていうのは重要視すべきだろうという判断
をさせてもらっておりました。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）１３日のとき８．７４ですが、１１月の３日に、それ以前
ですね、これ出る前、以前の数値は幾らですか、窒素分は。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）すみません、４日の採水の年月日のものについては聞いておりま
すが、堰のところでアンモニア性窒素が３．６であり、全窒素が６．７でございます。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）１１月４日に下流域で取っておられます、これは通常検査
で。これは２３なんです、全窒素は。そして、あれほど流れた、汚れた水が８．４です
か。どう思われますか。要するに１１月４日は２３なんです、検査成績表は。それよりも
このときはいいことは、１１月の４日はもっとひどかったいうことですか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）その辺の前後があるっていうふうには思っておりますが、基本的
には、先ほど申しましたように１０月以降からの、どういいますか、窒素を下げたりとか
っていう動きがある中で、生まれたもんだというふうに思っておりますし、また併せて、
濁りっていうところは、それが原因ではないのかなというふうに私自身は思っております
ので、そういったところをこれから県も含めた中で、どういいましょうか、検討も併せて
していきたいというふうに思っていますし、また併せて、社長の来町時にはその辺の明確
な考え方、検査内容を求めていきたいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）町長の答弁の中で、アンモニア性窒素を測定してると言わ
れましたが、アンモニア性窒素はいつからされるようになったんですか。これは協定書の
内容にもないですし、いろんな報告の中にアンモニア窒素いうのは急に出てきたんです
が、これはどのようなアンモニア窒素なんですか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）この件に関しましては、稲の倒伏というものが、地元の方々
からの通報等で多く寄せられております。それに影響するというのが、やはりアンモニア
性窒素が稲の倒伏には影響が大きいということを県のほうから指導といいますか、受けま
したので、１０月から酵素というものを投入をしておりますけれども、そこでアンモニア
性窒素を落とす効果があるということを聞いておりましたので、そのアンモニア性窒素を
測りまして、これからその酵素の投入による効果というものを検証していきたいという思
いで、１１月から検査の中で測るようにしております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）今までは、我々は、私も素人だったんで、全窒素、全窒素
と言ってましたけども、アンモニア性窒素の国の基準はあるんですか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）アンモニア性窒素の基準値というものはなかったと思いま
す。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）アンモニア性窒素で、稲の倒伏とかがありますから、数値



は幾らで問題なんですか。基準はなくても幾らが問題なんですか、数値的に。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）その辺りは、鳥取県のほうにも、普及所のほうにも確認しま
したけれども、明確な答えはいただけませんでしたけれども、アンモニア性窒素も全窒素
の一部、プラス材料といいますか、全窒素の中の一つの成分でございますんで、それが高
くなれば、やはり稲の倒伏は免れませんし、それから浄化槽の機能、きちんと機能してお
れば、アンモニア性窒素もやはり下げてあれば、その浄化槽もきちんと機能しておるとい
うようなことの判断材料にもなるということで、今回アンモニア性窒素の検査のほうもさ
せていただくようにしております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）窒素はいろんな窒素あるんですよ。これを含めて全窒素な
んですよ。それを今まで協定書の中に入れて、農場では、水田の中には３以下でないと、
繁茂状態になりますよ、４、５であると。これは全窒素なんですよ。全部の窒素です。そ
の中に今言うてる各硝酸性窒素、アンモニア性窒素とかあるんですよ。先ほど私が言いま
した、５００と言われました。これは亜硝酸性窒素なんですよ、全窒素じゃありません。
検査項目も違いません。そういうこと分からずして、ただ単にアンモニア窒素、アンモニ
ア態窒素というんですよ、化学式も分かってます。これは農林課長のほうが詳しいかも分
かりませんが、町長に答弁してもらったらいいんですけども、これのアンモニア性窒素を
この測定に入れたことについて、全窒素と相関関係はどう感じましたか、検査結果を見
て。今までアンモニア性窒素を検査シートを僕も初めて見たんで、２回ぐらいね。どう感
じましたか、ただ取っとるだけですか。
○議長（山本　芳昭君）坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）県のほうから打合せの中で、全窒素の成分としまして、アン
モニア性窒素、硝酸性窒素というものがあるということで、浄化槽がきちっと機能してい
れば、アンモニア性窒素の数値を下げるというようなところで、１０月から追加をさせて
いただいております。全窒素の中で、その部分がということで、大体今のところ、検査の
回数がまだ少ないんですけども、半分ぐらいが、全窒素の半分がアンモニア性窒素という
ような感じで今、イメージを持っております。全窒素の中で、この２つを硝酸性とアンモ
ニア性のほうを２つを足した合計が、ほぼ全窒素になるというようなイメージでつかんで
おりますので、これが今後、酵素を入れて、いかに改善されていくかというところも含め
ながら、まだ数値のほうはもう少し見ていきたいというふうに考えております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）私も今までの検査成績表、そして環境の意見交換会にも、
そういったアンモニア窒素という項目は全くないので、急に出てきたもんで質問したわけ
ですけども、そのような重要なものであれは、今度からこの項目の中に入れて、数値は何
か。全窒素は平成１３年に、日間平均が大事なんですよ、日間平均２０から３０という協
定を結ばれたんで、そのために、日間平均は、国の法律は６０なんですよ。だからそれの
半分です。そして今、アンモニア性窒素については、何ら基準がないのに、これで協定を
結ばれるんですか。アンモニア窒素と全窒素の相関関係は、どう見ました、今までのデー
タを。それぐらい分析してくださいよ、どうですか。
○議長（山本　芳昭君）坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）その件につきましては、まだ回数の少ない中で、普及所のほ
うにも相談をしながら、この数値を見ながら、なおかつ１０月から新たに酵素というもの
を入れて、水質の改善に取り組んでいる途中というふうに思っておりますので、もう少し
時間いただいて分析のほうをしていきたいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）今、私、この３日間のデータだけでも全窒素の数字、１１
月４日、２３、アンモニア性窒素１６、そして１１月１３日、全窒素８．４、アンモニア
性窒素５．４、そして１１月１４日、１４に対してアンモニア窒素９．６、この３つだけ
でも極端なこと言うと７割ぐらいなんですよ。こういうデータを見て、私は、町長はどう
思われますかと質問しとるわけですよ。全く答えになってませんし、私、今、答え言いま
したけども、このアンモニア性窒素について、あるところの多面的農地支払いとかどうの
こうのの検査をされてる地区があるんですよ。それは御存じでしょうか、アンモニア性窒
素、アンモニア態窒素という内容ですけど。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）不勉強ですが、承知しておりません。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）町長が答弁できない場合は誰がするんですか。



○議長（山本　芳昭君）いや、承知してないという答弁だと思いますが。
　坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）アンモニア態窒素の成分を調べておられるかということにつ
いては、ちょっとそこまでは確認をしておりませんけども、地元のほうで、成分検査をさ
れている地区があるということは知っております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）それを私は質問しとるわけですよ。農林課長、御存じでし
たね。農林課長、今言われましたね。あるところ、ある地区と言われましたか。そこは、
日南町議会なんで、これは守秘義務ではないと思うんですが、どこの地区なんですか。
○議長（山本　芳昭君）坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）測定を地元でされてるっていうのは、尾郷地区、セントラル
の下流域になります尾郷地区というふうに認識しております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）尾郷地区というか、福万来自治会、福万来の地区の、農事
組合いうか多面的支払いをされてる、そのとこで、定期的に検査されとるんですか。アン
モニア態窒素は。それは農林、いや、僕は言いません。もう一度言います、御存じです
か、いつからしたんですか、分からないですか。いつからアンモニア窒素。要するに、先
ほど住民課長は、今回セントラルのことについて、急にアンモニア性窒素を検査成績表の
中に追加されました。意見交換会にも、我々は全然情報がない中で出ましたが、この今、
アンモニア態窒素は、農林課は段取りしとるんじゃないですか、農林課は知らないんです
よ、詳しくは。例えば、このアンモニア性窒素の検体をするときに費用とかその辺は多面
的なとこで請求されてると思うんですが、どうなんでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）多面的機能支払いの費用でされてるというものにつきまして
は、農林課のほうがそれがために出した交付金という格好ではありませんので、多面的の
機能活動というところの活動の中で、地域の中でもらった交付金の一部をそういったとこ
ろに活用されているということですので、ちょっとその詳細のところまでは承知をしてお
りませんでした。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）多面的な等から資料取り寄せてます、私は。これがそのと
きの測定するリトマス試験器みたいなもので、簡単に言えば。これでアンモニア性窒素の
何ミリかというのは分かるんですよ。簡易です、５分で分かるんですよ。そして、今まで
私が質問をしてきました全窒素とは何ぞや、アンモニア性窒素は何ぞや、硝酸性窒素は何
だ、これ全部書いてあるんですよ。こういった資料を自治会の中で、多面的な方がされ
て、ちゃんと記録も残ってる、そして検体を取るときに写真を撮って、女性２人がペア
で、ここを取りますよと、同じ箇所を。ここまで汚水の関係で、その周辺農地に影響はな
いかということで、そこはこのようにされとるんですよ。そちらのデータ物すごく重要で
しょう。私はこの今、セントラルの関係の農場の数値はもうはっきり言って、検体は福山
でされますけども、残念なことと思うんです。指名はできないんであれですけども、この
件は御存じでしたか、町長。こういうことをやってるということは御存じでしたか、アン
モニア性窒素。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）先ほど申し上げましたように、承知しておりません。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）我々は、私も本当に農業やってませんので、農家の方が大
変で、そしてその地区の方も大変で、こういうことでされてます。このそしたら、町長が
答えられなかった場合に、この検査キット、それで検査１回することに幾らの、検査のキ
ットですね、幾らぐらいするんですか、ちょっと教えてください。
○議長（山本　芳昭君）坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）具体的な金額につきましては、承知をしてないところです。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）かかる、１回分は１，０００円です。それを例えば毎日
３０日測れば３万円です。我々は月１回か測って、何万の検査費用か知りませんが、それ
よりもこのように、地元の方が実際測って、すぐ５分で検査結果が出る。本当に農家の方
はその辺をどうなるんだと、窒素分が。窒素分って今言われた、アンモニア性窒素と同類
項、確かに同類項の中ですけども、全窒素は全部の値なんですよ。このデータはすごいで
すよ。農林課長として、今後日南町の農政の中でもこのように、川の水の水田に入るとき
の検査できて、安全なそして安定したものもできるような形をしていただきたいんで、い



かがでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）町内いろんなところで、水稲作や畑作やいろいろ水も使って
農業してると思うんですけども、いろんな状況がある中で、基本的には、皆さんが安心し
て農業、生産活動に営めるということは、必要なことだと思っておりますので、ですから
今、セントラルのほうも酵素等を入れて、浄化槽の改装と全改築ということはできません
けども、そういったところに取り組んでもらっている最中というふうに考えております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）酵素の件は後からまた質問します。私はまず数値のことば
っかり、基準のことを言うておりますんで。まず今回、１１月１３日に、私が見てすご
い、以前もそれだったんですけども、そのときに、議長にも確認していただきました。そ
して、我々議員は、研修に行かなければいけないので、副町長と地元の方、会長さんの方
が住民課の採取する担当の方と行かれましたが、どのような汚水を取られたんでしょう
か、それをお聞きします、まず。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）このときは、セントラルファームの敷地内、衛生管理区域に
なりますけれども、敷地内の堰の部分で農場長立会いの下、採取をさせていただきまし
た。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）そのときは、住民課長は立ち会いましたか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）立ち会っております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）今、立ち会ったと言われましたが、あと住民課で採取する
方、そして地区の方、会長さんとか立ち会ったと思うんですが、どのような水を取られた
んですか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）堰と言いましても、農場の下に沈砂池があります。沈殿池と
いいますか、そこから排水される水路の中で採取させてもらいました。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）私は、立ち会った別の方から確認したんですが、分かりま
した、汚水流れてました、もう汚水と言います、流れてました。止めました、次流れてき
たきれいな水があった、その水を採取したと、見られたということですが、それはどうな
んですか、住民課長。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）時間的にもそう経過してなかった、それからそこの沈砂池
で、ある程度、水のほうはそこでとどまっておりますので、もう事故があったものでした
ら、当然そこの沈砂池でも影響が出た数値が、排水に悪影響を及ぼすようなものが出てお
るんであれば、そこの場所で、その時間帯でも採取できるものというふうに思っておりま
した。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）私は今言ってるのは、汚水流れてました、見に行った。そ
して農場が止めたと。止めた後にきれいな水が流れてきた、そのきれいな水が流れてきた
やつを取ったと聞いておるんですが、住民課長はそこまで確認、目で見とられたでしょ
う。ほかの方は流れてきた、止めた後の水を取ったと聞いた。だからこの数値はいい数値
なんですよ。ここが一番大事なとこですよ。本当にそうですか、じゃあ一番最初に流れた
汚水、それを取らないと意味がないんじゃないんですか。止めた後のきれいな水を、どう
ですか、もう一度確認します。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）確かに目視、そこの場で見る目視ででは、川よりは濁りはな
かったように自分もはっきり記憶しております。ただ、先ほど申しましたように、窒素分
というのは目に見えるもんではございませんので、その場に、その沈砂池に、ある程度滞
留といいますか、残っとるもんと思っておりますので、ですので、そこで測らせてもらい
ましたし、実際、その次の２４日に採取したときには、地元の人立会いの下、実際に流れ
ておるところの濁りの水を採取したものでございますので、ですので、いわゆる浄化槽を
通った水、それから１３日の水ともに、数値はこのような結果でしたけれども、濁りとの
因果関係はあまりないというふうには考えております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。



○議員（１番　大西　　保君）あんまり長くなってもいけないんで、私は言いますと、今
まで最上流から、堰から、下流から出て、７か所測定しとったわけですよ、フルの場合
は。その中の今、今回、堰と言われましたでしょう。堰のとこで汚れた水を取らなきゃな
らないのに、きれいになったときの水を取って、今８．４の数字なんですよ、下がってお
るんですよ。その前の１１月４日、これは定期検査ですね、どちらが取ったじゃなく。こ
のときは堰では６．７で、下流で２３なんですよ。これ考えられますか。上流が６．７
で、下流が２３ということは、逆転しとるんですか、川が、のような数字ですよ、このよ
うな分析をしていただきたいんですよ。そして、今もう一度言いますが、取った方に確認
しましたか。今、住民課長は見たと言われたんで、もう疑います。となると、立ち会った
ほかの地域住民の方と会長さんは、私に対してうそを言ったんですか。それ押し問答あっ
てもいけませんけども、それについては、もう答弁されたんで、議事録残るんで、私、後
からでも追及しますけども、その後、１１月２４日のときに、また汚れとったと。２５日
も汚れてたんですが、それはどこの水を取ったんですか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）ここで採取した場所としましては、セントラルファームのい
わゆる下流というところの部分の町道を横断するところからもう少し下流ですけれども、
堰があるんですけれども、そちらのほうで地元の方立会いの下、採取させてもらいまし
た。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）私のこの検査成績表では１１月２４日、水田取水口１４で
すよ。７か所ある中の末端のほうで１４なんです。そして、汚れの水はすごい汚れとんで
すよ、それで１４。国の法律や協定よりも下ですが、あの水を見て、これ、ないからどう
のこうのですか。もう大変疑問を抱きます。そして写真も撮ってますし、実際に目に見
て、今日もひどいらしいです、ずうっと。ちょっとその辺はデータ見ましたが、この中で
大きく数値が、角度変わってるのがＳＳです。ＳＳが２０倍、３０倍ですよ。ただし、国
の基準には入っとるんですよ。今まで１とか２という０．何ぼというＳＳの数字が今
４０、７０という数字です。これでも基準は１００なんです、国の基準は。小原川、こん
だけ汚れて、霞まで来て、もうこれは国の法律だからこんだけ広いんですけども、あの川
の状態見てどう思われましたか、町長。町長も目で見られましたね。今日朝も町長にこの
写真見ていただきました。町長、本当にどう思われますか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）御承知のとおり、私も昨日、写真を撮ってくるようにという指示
をして、同じような状況だというふうに思っております。それは冒頭申し上げましたよう
に、１１月１４日見させていただきました。全く変わらないっていうふうに認識しており
ますし、また、どういいましょうか、濁り、川の水の濁りっていうところは、やっぱり目
線っておかしいけど、具体的な数値は分かりませんが、それ以前に適正でないっていう判
断をしたので、ですから社長と面談をする方法しかないのかなということで指示したとい
うのが、そういう考え方の流れでございます。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）町長が今、問題意識を持ったんで、社長に電話したという
ことですが、ちょうど１年前です。１１月１６日、令和元年１１月１６日に、町長が地元
の方に対して、地元から質問されたんで、回答書出されてます。そこに行政処分とか操業
停止とか文書が出てきましたが、ここでちょっと皆さんに共有してもらうために、議員の
皆さんにも共有してもらうために読みますと、水質汚濁防止法に抵触する数値になるな
ど、重大な水質悪化を招く事態が発生した場合には鳥取県に通報します。その場合には行
政処分となる可能性がありますとありますが、町長は今回のこの１１月中旬から今日まで
の間、重大な水質悪化になってると思われますか、思われませんか、どうなんでしょう
か。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）基本的には先ほど申し上げましたように、異常事態の数字だとい
う感覚を持っておりますので、鳥取県にも協議しながら、今進めている最中でございま
す。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）そうしましたら、町長は鳥取県と協議されたっていうこと
ですが、実際に鳥取県は、日野の振興局が来たのか、西部総合事務所の生活環境局が来た
のか、どちらと対応されておるんでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）基本的には窓口は日野振興局の農林業振興課のほうに通報は



しますし、相談はさせてもらいます。それで、必要があれば西部総合事務所の生活環境局
も上がってきていただきます。そこで対応策であるとか、必要があったら農場の臨時検査
も生活環境局もしましたけれども、そのような対応をさせていただいてるところでござい
ます。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）実は先週ぐらいだった思うんですが、私も、また濁ってる
よということで、上へ上がるときに、途中、霞から大変汚れておりました。そして、やっ
ぱり目で見ていただくというのは一番いいので、私が県に、いえば通報になるんでしょう
ね、個人的ですけど、しました、見ていただきました。県は回答はされませんでしたけど
も、この小原川は管理は県ですね。あの状況見て、濁りの状況見て、まあ、県はどうする
か、県に私、総合事務所も日野振興局にも聞きました。町ですと言われました、町が対応
すべきと言われました。今、県と協議をしております言われましたけど、私に対する回答
は、町がすべきと言われましたが、それについて町長はどう思われますか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）その案件の内容については、ちょっとまだ初めてお聞きしたとこ
ろでございますが、その県だ町だっていうところももちろんあるかもしれませんが、やっ
ぱり町としても、県の、どういいましょうか、力量っていいましょうか、そういうところ
はお力いただかないといけないというふうに思っておりますので、県が町だって話はある
かもしれませんが、その辺はこれからの確定をしていきたいというふうに思っております
が、いずれにしても、知見的にはやっぱり県にお願いしないといけない部分がたくさんあ
るというふうに思っておりますので、県だ町だって話もあるかもしれませんが、連携の中
で進めていきたいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）私も１年前の資料見て、町長がこのように、重大であるな
らば、県に通報し、場合によれば。ただし、法律違反出さない場合は駄目なんで。逆に言
えば、もう本当に皆さん見ていただいて、日野川の漁業組合も見ていただいて、この水が
どうなのかと。以前、鳥大の寳來先生はもう死んでる川ですよと言われました。町長は、
県を飛び越えて、町条例でここを基準を厳しくする気はありますか、どうですか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）条例の有無の話もあるかもしれませんが、同じような繰り返しで
すが、まずは条例をつくるって話ももちろんあるかもしれませんが、やっぱり現場の浄化
槽を改修するっていうことが基軸になるのではないかなというふうに私自身は思ってます
ので、その中で、交渉の中でっていう話はあるかもしれませんが、まずはそこに努力を、
注視していきたいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）私の記憶では、今年か去年ぐらいの秋ぐらいに、浄化槽に
ついては、町が補助するか、国のあれで補助しましょうとかいうことでしたけども、セン
トラルさんは自前でするというように我々はちょっと認識しとるんですが、それは間違い
じゃないですか、どうなんですか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）この春、その話が出て、提案がありましたので、それを基軸にっ
て話ですけども、少し今、見直しされてるっていうことがあっております。ただし、町と
しても放っておくっていう話ではないというふうに思ってましたので、秋口からその辺の
動向を会社のほうには問合せをしながら進めてきたという経過がありまして、今回こうい
う状況があります。いずれにしても、先ほど申し上げましたけれども、一般的にはもう老
朽化してる、限界があるっていうふうに認識しておりますので、新たな浄化槽を設置する
ためにはどうしたらいいかいうことを基軸にしながら、設置する方向での在り方を模索し
ていきたいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）模索ということ言われましたけども、春先にセントラルさ
んは自前でするような答弁、答えと、もう一つは、どういうんかな、浄化槽のそのような
専門家を呼んで、点検なりいろいろするような答弁いただいたと思うんですが、実際はそ
れ点検されて、その後どうなったんでしょうか、一番大事なとこなんです。その結果で、
やらないかん、幾らの金かかる、投資しなきゃならない、そのことがもう全然立ち切れに
なってしまってるんで、そこはどうなんですか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）先ほど申し上げたつもりでございますが、基本的には自分ところ
で改修するっていうところを基軸に考えておられました。その中で、改修の方法っていう



ところはいろいろあるかもしれませんが、そういったところのある業者も現地に来られ
て、見積りなどされたというふうに思っておりますが、そこが会社との思いと若干ずれが
あるっていうところの中で、再見積りっていうところが動きを始めてきたのが、夏前後だ
ろうっていうふうに認識をしております。ですから、先ほど模索っていう話を、表現はさ
せてもらいましたけれども、いずれにしても、もう先ほど言いましたように、限界だろう
というふうに思うので、そのときに経費はどれぐらいかって話は、具体的にはまだ聞いて
おりませんけれども、今度来られたときにはそういった数字も含めた形で、あるいはその
中で次の展開として、町が支援するのかしないのかっていうとこの判断もしていかないと
いけないっていうふうに思っております。そういったことを総称して模索という表現をさ
せていただきましたけれども、いずれにしても、やっぱり限界だろうというふうに思って
ますので、できる形を求めていきたいというふうに思ってます。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）じゃあ、そこで、次の関連の質問しますが、１０月１日と
いうか、１０月初めからドサトロンというのを用いて酵素を入れるということですが、こ
れは住民代表の方に、住民課から言われて、コピーを渡されてますが、１０月からされ
て、今までどのような経過でしょうか。町が把握してる内容を教えてください。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）実は地元の方に言われる前に、日南町のほうには１０月か
ら、稲作が終わった頃から、酵素を入れた、試験的にアンモニアを下げる取組をしてみた
いということがありましたので、そういうことをするんであれば、事前に地元へ説明する
のが先ですよということを言わせていただきました。地元のほうにその説明に行かれたと
思うんですけれども、その後、やはり酵素を入れた、こちらのほうでもアンモニア態窒素
等を見ながら検証はさせていただきますが、会社のほうも検証をしてください、それで報
告をくださいというようなことを会社のほうには申し上げさせてもらいました。この前、
その酵素を入れ始めて、酵素の検体を毎週１回、メーカーのほうに送りまして、どのよう
な推移をしとるかということを口頭で報告していただきましたけれども、そのときの状況
では、入れ始めよりは、入れてからのほうがアンモニア態窒素が、その検体によるとやは
り半分ぐらいまで下がっておるというような報告は受けております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）いや、報告受けておって、今の状況ですよ。そして、初め
て投入する場合に、普通の会社であれば、１リッター入れて、どう、２リッター入れて、
どう、そして測定し、ああ、下がったなというのがあれです、そのような数値見られまし
たか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）毎日、朝ですけれども、１日２リットルの酵素を投入しとる
ということは聞いております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）実は先週ですか、投入量を入れ過ぎたと農場長言われまし
た。それは把握されてますか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）今回の濁りや泡の件が出てから、やはり時を同じくして、酵
素を入れた時期と合致するものがありましたので、実はこちらのほうも酵素の影響を一応
心配しまして、その酵素をどれぐらい入れとるのかというようなことは、どのように調整
してるのかというところも聞きましたけれども、メーカーのほうに確認しながら、酵素の
投入量等も決めて、今やっとる段階ですというような回答でございました。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）投入されて、もう２か月以上たつんですよ。それで、まだ
安定しない。これの管理工程図というのか手順書見られたことありますか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）手順書までは見せてもらっておりません。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）私が言いたいのは、幾ら合併処理浄化槽が、合併処理する
設備が新しくなっても、管理項目なりチェックとか、そういうことができなかったら駄目
ですよ。全く、今言うてるの、感覚です。それを、どうも福岡の会社らしいですが、電話
でしてるだけと、写真でも送ってるのと、相談してるのと、何にも農場の責任者は答えら
れません、これが実態です。だから、日々、入れ過ぎた、そんな感じです。これはね、薬
品入れて、これで逃げようという感じでしょう、私は、取り方は。どうですか。もっと指
導、できてなかったら指導しなさいよ、町から。回答なんてできませんよ、私が質問して



も。何にも返事が返ってきません。ということで、この酵素の目的は１０月からされてま
すが、ただ単にこれで、どのような、何時間にどうするか、全くないような状態で、この
ような会社が新しい設備入れても管理できるはずないです。ちょっと時間もなくなるん
で、あれですけども。
　日野川の上流の、この小原川のことですが、オオサンショウウオが今、多里地区でどん
どんやってますが、早急に小原川を専門家で調査していただけませんか、町長、どうでし
ょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）ごめんなさい、ちょっと再確認ですが、オオサンショウウオの検
討されてる方について、小原川の検証してもらったらどうかという御質問だということで
よろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）それは当然、どういいましょうか、生息
としてどうかって話もあるのかもしらんですけれども、いずれにしても、よくない状態だ
ということは私自身も認識しております。そこが基軸になって、それはその専門家の方に
お願いするかどうかっていうよりも、それ以前に必要性がないと私は思ってます。という
のが、要は濁りも含めて、あの状態を見て、決していい状態ではないという判断をしてお
りますので、その必要性はないというふうに思ってます。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）セントラルさんの下流域、本当に霞のほうでも先週は悪臭
が漂ったってことですが、悪臭は防止法なんですが、悪臭防止法の基準は御存じでしょう
か。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）すみません、資料を持ち合わせておりませんので、今はっき
りお答えすることはできませんので、また回答させていただきたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）悪臭については感覚なんで、ｐｐｍで、吸引して測れるも
のもありますんで、それは調べてください。特に霞の住民の方は、下流域の方は言われて
ますんで。
　ちょっと次に、時間もなくなってきたんで、家畜排せつ物法について質問いたします。
家畜排せつ物法で基準があるんですが、ここで、要するに排せつ物を記録しなさいという
ことですが、この豚の頭数について私は何回か質問しましたが、県のほうでやっと昨日回
答いただきまして、８，４０４という頭数が出ました、２月１日付で。意見交換会は、毎
回ですよ、毎月頭数出てますが、住民課長、今年の１月と２月の頭数は幾らですか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）令和２年１月で８，４０４、２月が８，３９１でございま
す。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）そうですね、これは家畜保健所、衛生保健所、伯耆町にあ
るんですが、そこからの回答で、日野振興局から昨日回答いただきました。私が質問状出
しておりましたんで。それで、総合事務所の農林局に行きまして、この頭数のグラフ見せ
ました。何年も変化してるのに、この２年前から一直線になっとると見せましたら、農林
局の担当の方はどう言われましたか、すばらしい管理してますねって言われたんです、こ
のグラフ見て、町長にも見ていただきました。今までこう、子豚、親豚、こう変化しとる
のに、上限の８，５００頭はきれいに一直線、なおかつ２年前ぐらいからは全てが一直線
です。これについて、再度、町長、このグラフは見られたと思いますが、どう思われます
か。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）私の目で頭数を見たわけではないので、どうこうという評価はで
きないというふうに思っていますが、基本的には協定の中の口頭ですけれども、一部文書
化って話がありますが、８，５００以内というふうに理解しております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）そして、家畜排せつ物法には、設備のシールドをしなさい
とか、ずっといろんなの書いてあります。要するに、排せつ物が飛散、流出ということ
で、実は今回、１１月１３日は、堆積しているところに流れて、外に出たんでしょう、そ
れに該当するんじゃないですか、どうなんですか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）確かに出したものは水道管の破裂で、井戸水が流出したとい
うことでございますけれども、その水がピットを通りまして、水路を流れ出た可能性があ
るという事故でございましたんで、すぐ鳥取県のほうにも通報しまして、それで、その



後、生活環境局のほうも臨時で検査をされました。現地でも聞き取り等もされておりまし
たけれども、水道管が１３ミリと小さい径でございましたので、多量の量は流れて出てな
いだろうということで、ただ、事故報告は出すようにということで、農場のほうには指示
をされておりました。昨日も確認させてもらいましたけれども、生活環境局のほうには提
出はあったと。ただ、その事故は届出ということでしたんで、それで受理させていただく
と、内容云々どうこうじゃないですけども、受理はさせていただくという回答でございま
したんで、事故報告書はまだ見ておりませんけれども、一応そういった、井戸水のほうが
流出してしまったというような報告は受けておりました。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）家畜排せつ物法は物すごい重要なんですよ。このような流
出、出たら、要するにそこの敷地外、もしくは地下浸透したら駄目っていうことが書いて
あるんですよ。そして、ここに書いてある、施設の定期点検、そして流出、これが、本当
に法律というよりも、どうなのかと。それで、県に立ち入りしてほしいと要望したんです
が、これほど、コロナとかありますが、つい２週間前ですか、衛生保健所がきれいにして
やってた、その姿で誰か１人ですね、農場へ入って、立ち会って、問題箇所を見入っては
どうでしょう。これやらないと、もう２年か３年か、もう豚コレラどうのこうので入れな
い、この状態がずっと続いてます。それぐらい町も県に要請して、県が立ち入ってもらえ
ないでしょうか。それのプロ、本当に農場をあちこち見ておられますプロに見ていただい
たらどうでしょうか、要請してもらえませんか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）その件の内容につきましては、今後、県と協議したいというふう
に思っております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）残り２分なりましたんで、町長、基準がオーバーしたら鳥
取県に通報するし、行政処分すると言われましたが、平成２６年５月２３日のデータでい
くと、堰で全窒素１５０です、これは完全法律違反です。これは完全法律違反、もう時効
かも分かりませんが、これの有効はどうなんでしょう。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）現時点では、この場では理解できませんけれども、ただ、それに
下がった経過っていうところのポジションがあるというふうに思っていますので、法律の
変化っていうことも含めて、再確認をしていきたいというふうに思います。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）これはもう完全に法律違反ですから、１２０に対して
１５０ですから。だから、私、聞きたいのは、時効なのか時効でないのかということを確
認したいんです、それを確認したいんです。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）確認して報告したいというふうに思います。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）ちょっともう時間がなくなったんで、用意していた、まだ
半分しかできないんですが、もう最後にお願いです。本当に地域の住民、霞の周辺の方の
ためにも、住民目線で町も県も動いてください。検討するばっかりでは困ります。やっぱ
り目で見て、肌で感じて、本当に住民困ってます。それから、霞の近くまでなってます
が、町長、どうでしょう。本当に、法だから、法だからといったら何にも前進できませ
ん。どうでしょう。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）基本的には冒頭から申し上げてるとおりだというふうに認識して
おります。基本はやっぱり浄化槽を直すっていう話だというふうに思ってますし、議員の
前々回の一般質問につきましても、私の方向としてどうでしょうかっていう話ししたとき
に、そうだというふうに私は言っていただいたというふうに理解しておりますので、そう
いう方向の中で、いずれにしても早急な対応をしていきたいというふうに思っておりま
す。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）もう本当に、もう時間もなくなってきたんであれですが、
町長、平成２６年、２５年から意見交換会、携わっておられました。もう十分内容御存じ
だと思います。今度１月か１２月ぐらいにはされるということ、今、答弁がありました。
その辺で、住民に対してちゃんと回答とか、今後のための話をしていただきたいんです
が、どうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。



○町長（中村　英明君）基本的にはおっしゃられるとおりだというふうに思っています
し、場合によっては私は議会にも御協力いただきたいということもあるっていうことをお
伝えしておきたいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）もうぜひ、今日もう時間がなくて、ちょっと調べたものが
不完全燃焼ですが、やはり、再度言いますが、住民目線で町の行政お願いしたいし、県も
協力していただけるということをしておりますので、各局長さんとも話をして、前向きに
検討していただいてますので、この時期を逃さないように。そして、議会のほうも、皆さ
んが共有しておりますんで、何とか、共存共栄ができるか、もう共存共栄できない場合は
操業停止、閉鎖ということまで考えていただいて、真剣に取り組んでいただきたいという
ことを言いまして、終わります。ありがとうございました。
○議長（山本　芳昭君）大西保議員の一般質問を終わります。
　　　　───────────────────────────────
○議長（山本　芳昭君）タブレット３ページ。
　６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）新型コロナ第三波が猛威を振るっております。県内でも昨
日までに累計６５人の方が感染されました。日々感染対策を取っていても、感染の拡大は
免れない状況となっているのではと感じております。
　先般、私の自治会でも、みんなの人権小地域懇談会が開催され、新型コロナ感染による
心の病気、嫌悪、偏見、そして差別について学習しました。心の感染症に対し、私たち町
民は、小地域懇談会での学習という強力なワクチンを接種しています。町内で仮に感染者
が発生した場合であっても、人と人の信頼関係は崩れないものと信じております。
　さて、私は今期１２月定例会において、大きく３つの質問をさせていただきます。
　まず、最初の質問は、交通空白地域の解消を目指すための実証実験として、現在実施中
のデマンドバスのドア・ツー・ドアの試験運行についてであります。この試験運行は、令
和元年１０月に策定した日南町公共交通総合計画に組み込まれており、将来の公共交通の
在り方を導くための大切な実証実験と位置づけられております。今年１１月２日から１２
月２５日の約２か月間の期間で、福栄地域と石見の一部地域を対象として実施されており
ます。そして、１か月が経過いたしました。
　その中で、まず１点目として、この間の利用状況はどうであったのか。また、地域住民
の反応はどうであったのか伺います。
　そして、２点目、今回の試験運行を踏まえ、今後の展開について伺います。
　続いて、大きな質問の２つ目になります。まち協５か年計画についてであります。平成
１８年に町内７つの地域にまちづくり協議会が設置され、以降、一括交付金制度の創設や
地域担当職員の配置、そして、近年では集落支援員を配置するなど、住民参画によるまち
づくりを推進しております。今年度には全てのまちづくり協議会で５か年計画が策定さ
れ、来年度からその計画に沿った事業が実施される予定と伺っております。
　そこで、まず１点目として、各まちづくり協議会のまち協５か年計画の策定状況、そし
て、主な内容について伺います。
　２点目、各地域が知恵を出し合ってつくり上げている計画でございます。その計画の実
行には人とお金と物が必要と思います。その具体的な支援策について伺いたいと思いま
す。
　そして最後、３つ目の質問は、情報化の推進についてであります。私は、今年３月定例
会において、情報化推進計画を策定する必要があるのではないかと一般質問をさせていた
だきました。町長からは、日南町情報化推進計画を今年度策定し、情報化の推進を図ると
の答弁をいただいたところであります。また、企画課長のほうからは、計画策定に当たっ
ては、ＩＴ関係者や鳥取大学などの有識者５人程度で構成する委員会を設置し、年２回程
度の委員会を開催すると説明を受けております。
　そこで１点目として、まず、この情報化推進計画の策定状況について伺います。
　続いて、２点目は、町ホームページの更新についてであります。現在の日南町のホーム
ページは情報の掲載の仕組みの、その古さに相まって、情報提供の迅速さが欠けている、
期限切れの情報が掲載されているなどシステム的な問題と情報発信体制の問題があり、今
年度において約４００万円の予算を計上し、ホームページの更新を図ることとなっていま
すが、このホームページ更新に当たりまして、各課から担当者を選任するなどの更新に対
する体制どうなっているのかということと、更新業務の進捗状況について伺います。
　以上、最初の質問とさせていただきます。
○議長（山本　芳昭君）執行部の答弁を求めます。
　中村町長。



○町長（中村　英明君）岩﨑昭男議員の御質問にお答えします。
　最初に、ドア・ツー・ドア型のデマンドバスの実証運行についてということで、一月経
過した間の利用状況、あるいは地域住民の反応についてという御質問でございますが、
１１月の２日から１１月の３０日までの１９日間における利用状況についてでございます
が、予約件数が１１２件、利用者の数の延べが１１８人、内訳としまして、３人の予約が
２件、２人予約が２件ということで、予約件数よりも多い利用者ということで整理してお
りまして、実利用者数は３０人でございました。上り便と下り便、それぞれ３便、１日６
便あるデマンド運行でございますが、１日平均では６人乗車という数字でありました。運
行別に見ますと、午前８時３５分、福栄発の下り便の利用者が４１人と一番多く、次い
で、１２時４０分に日南中学校前の発の上り便が２８人の利用、３番目には福栄地域を
１１時１０分に出発する便が２２人の利用がありました。乗降場所別の利用ですが、一番
多い順に申し上げますと、日南病院、日南中学校前、生山駅と、乗車、降車ともに同じよ
うな結果となっております。地域から中心地域への便数を１便増やしたこともあり、利用
者数は従前と比べて増加し、１便当たりの平均利用人数も、昨年度と比較して０．９１人
から１．０４人へ増加しました。また、路線バスをデマンドバスに変更した結果、路線バ
スが通らない地域にお住まいの方が利用できるようになったため、従前利用されていなか
った方の利用も若干ですが増加した内容です。まだ実証期間中ということもありまして、
地域の皆さんからの声を十分に伺っておりませんけれども、利用者からは最寄りのバス停
から自宅まで車両が発着することでよくなったと好評をいただいております。実証運行は
１２月２５日まで行う予定であり、その後、利用者の方や地域の方へ聞き取りアンケート
調査を行う予定でございます。引き続き利用者状況の把握と分析を進めていきたいという
ふうに思っております。
　次に、試験運行を踏まえた今後の展開についてという御質問です。今後の展開は、大き
く３つに整理しております。
　１つには、今回の福栄線における実証運行の実装化でございます。現在は短期間の実証
運行でありますので、車両の定員を超える予約があった場合は、運転手と車両を追加で配
備することができておりますが、実装した場合には１年を通じての体制を整えていく必要
があります。また、インターネット予約ができるようにしたところでございますが、実績
は５件で、それ以外は電話での予約でございました。予約方法につきましても、より利用
しやすい方法を検討していきたいというふうに思っております。そして、実証期間後に
は、状況を分析し、実装に向けた対応方法を協議していく予定としております。
　２つ目には、町全域でのドア・ツー・ドアの実現でございます。今回の実証運行と同
様、日中のドア・ツー・ドア型のデマンド運行を目指しておりまして、今年度の状況を踏
まえながら活用をしていきたいというふうに思っております。
　３つ目には、総合的政策の展開であります。現在の町営バスは３つの事業者に運行委託
をしておりまして、現在運転手の確保が課題の一つとなっているほか、財政負担のほうも
増加傾向にあります。これらの課題解決に向けては、新たな交通体系構築をする必要があ
りまして、加えて、様々な機関が連携して利便性の高い公共サービスを導入するなど、
ＩＣＴを活用した運行についての検討も進めていきたいというふうに思っております。
　続きまして、まち協５か年計画についてということでございますが、まず、策定状況と
主な内容についてという御質問でございますが、現在、多里のまちづくり推進協議会のほ
うで策定を済ませておりまして、ほかの６地域につきましては、現在策定を進めておられ
ます。今年度中には７地域全ての計画策定がなされる予定でございます。
　５か年計画の主な内容でございますが、既に策定を行っている多里地域を一つの例とし
て申し上げますと、支え愛活動や買物支援、防災体制の継続といった地域福祉、防災な
ど、取組の継続。また、オオサンショウウオや星空観望会、森遊びなど、従来のイベント
に加えまして、サイクリングやトレッキングなど、新たなイベントを盛り込んだ地域資源
の活用による地域内外の交流及び地域活性化計画をしておられます。また、雇用を生み出
す地域に根差す経済活動を目指して、法人の立ち上げを掲げ、地域通貨の研修や木質バイ
オマス、水力発電など、多様な内容を計画にまとめ、持続可能な地域づくりへ取り組まれ
ているところでございます。その他の地域におきましては、現在策定中であるため、具体
的な内容は控えさせていただきますが、それぞれの地域特性を生かした独自性のある計画
策定を進めておられるというところでございます。
　次に、計画実行に当たっての町の支援策ということでございますが、現在、人的体制は
事務長１名と地域担当職員４名をベースとしまして、地域のニーズに応じて集落支援員を
配置しております。また、活動経費につきましては、従来の一括交付金、交流活動活性化
交付金により支援を行っております。５か年計画の実行に当たりましては、既存制度の活
用の継続と、新たな事業計画につきましては、現在の交流活動活性化交付金を活用いただ



くことを基本に検討していただきたいというふうに考えております。しかしながら、条件
などによって新たな支援が必要と思われる内容、事業につきましては、個々に検討をして
いきたいというふうに思っております。
　続きまして、３番目の情報化の推進についてということで、町の情報化推進計画の策定
状況というとこでございますが、現在は計画の基本となる素案の内容について精査を行っ
ている状況でございますが、実施計画の基本は、第６次総合計画、あるいは総合戦略に沿
った形を考えております。内容精査後の素案が固まり次第、町内外の有識者によります日
南町地域情報化推進計画策定委員会を開催することとしております。今月中に第１回の会
議を行いますが、私のほうから策定についての諮問を行う予定としております。策定委員
会は３回程度を予定しておりまして、素案に対して御意見をいただく予定としておりま
す。その他、広く意見募集を行うほか、議員の皆様にも折を見て報告を行うなどで御意見
をいただければというふうに思っておるとこでございます。最終精査後の来年３月には、
公表の予定という形でスケジュールで進めていきたいというふうに思っております。
　次に、町のホームページ更新に係ります体制と進捗状況についてでございますが、町の
ホームページの更新に向けては、特別な体制を組むことは行ってはなくて、企画課が主体
となって事業を進めております。各課の意見や要望等につきましては、それぞれの室長に
聞き取りを行ったほか、全職員に意見照会を行ったところでございます。事業の進捗につ
きましては、今のところ予定どおり進んでおりまして、現在、業者のほうでレイアウトの
作成などの基本設計を行っている段階でございます。１月中にはホームページの骨格とな
る作業を終え、２月に掲載データの移行作業、３月には最終調整並びに操作の研修などを
進めて、来年４月からの公開並びに運用開始を予定しておるとこでございます。
　以上、岩﨑昭男議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。
○議長（山本　芳昭君）ここで暫時休憩といたします。再開は午後１時からといたしま
す。
　　　　　　　　　　　　　午前１１時５５分休憩
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　午後　１時００分再開
○議長（山本　芳昭君）休憩前に引き続き、岩﨑昭男議員の一般質問を続けます。
　再質問がありますか。
　６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）そうしますと、再質問をさせていただきます。
　まず、デマンドバスのドア・ツー・ドアの試験運行についてでございます。今回の一般
質問に当たりまして、試験運行の利用者の人数等の資料請求をさせていただきました。非
常に詳しく分かりやすい資料のほうを提出していただきまして、ありがとうございまし
た。そういうのを見ますと、担当者あるいは担当課の方が試験データを基にしっかりと分
析をされてるんだなというふうに思ったところでございます。
　さて、試験運行につきましては、基本的にこういう結果が得れるであろうというある程
度の仮説を立てて、それで実際その仕組みをつくって、仕組みを実験すると。そして、デ
ータを得て、分析、検証をするという流れになろうかと思います。このたびの試験運行で
も、ある程度の仮説を立てられて試験運行のほうを行っていらっしゃると思うわけでござ
いますけども、今日頂いたその資料、そして町長の答弁によりますと、デマンドバスの路
線ルートであります福栄と石見の一部地域の合計の人口が５９６人ということで、そのう
ちデマンドバスの登録者、これが１７９人、人口に対する登録割合３０％ということで、
３０％の方がドア・ツー・ドアのデマンドバスの登録をされてるということであります
し、また、利用者の登録者数が、先ほど申し上げました１７９人と、そのうち実際に利用
した人が３０人、そうしますと、登録者数に対しまして実際に利用された方というのは
１６．７％になるかと思います。この数値につきまして、先ほど申し上げましたように、
試験運行を始めるに当たって想定していた数値であったかどうかということをまず伺いま
す。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）お尋ねの、実証に係りますある程度の仮設というものに基づ
いての内容でございます。
　御承知のとおり、鳥取県の本町と琴浦町、２地区をモデル地区として取り組んでおりま
す本トヨタ・モビリティ基金事業でございます。指導の中心に当たっておられるのが中央
大学の関係者の皆様でございます。その先生方とともに打合せをしながら進める中で、こ
の辺の具体的な目標数値というのは正直持ち合わせてございませんでした。と申しますの
も、まず実態そのものが、どれだけのニーズがあるのかというところも含めて、課題を、
聞き取りを、昨年度中心に行ってきた経過でございます。まず、体制づくりの第一歩とし



ては、自宅、あるいは物理的に車が入れるところ、自宅近くまでということでやるという
とこに一番主眼を置いてございます。その上での、こちらも鋭意、コロナ禍でありました
が、取り組んできた中で、結果として、今、議員御指摘のように、３０名の利用であった
というところでございました。この数字をあと、今月２５日まで残っておりますが、どの
ように捉えて、どうしていくかというのは、また専門的見地、アドバイス、助言をいただ
きながら進めていきたいと思っております。ただ一方では、今困っていらっしゃる方、中
には車をお持ちになっても登録いただいた方もございます。それは将来、先を見据えて、
あるいは実証に協力いただいたというとこでございますけども、今後も見据えた中では、
本当にいざ移動したいときに移動できないということではなくて、これを利用していただ
きやすいというふうに持っていくのが本目的でございますので、その辺りは今、御質問い
ただいたようなところも参考に進めていければというふうに考えております。以上です。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）仮説となるべき数値は持ち得なかったということでしょう
けども、ちなみにもう１点伺いたいと思います。スマホの利用登録者でございます。
１７９人のうち４６人がスマホの利用というものを登録されたということでございまし
て、それは人数割合にすると２５．７％、実際にスマホで予約した人は４６人のうち５
人、率にして１０．９ということでございますが、この数値、これについても同様に、や
はり仮定すべき数値というのは設定されてなかったということでよろしいんでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）議員御指摘のとおりでございます。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）いろいろとアンケートも取られて、中でこういうようなと
ころでございますんで、最終的には計画はしっかりと実施できればいいということかもし
れませんが、実際、こういうような試験運行につきましては、サンプル数、これが非常に
重要視されるんではなかろうかと思うわけでございます。試験運行も残り半月、その中
で、できるだけ多くのサンプリングをする必要があろうかと思いますが、今後、この残り
の半月、冒頭、課長もおっしゃられましたけれども、バスを利用してもらわにゃいけんと
いうことですので、ですから、デマンドバスを利用してもらうために、この残りの僅か半
月でどのような具体的な取組をされますか。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）原課としましては、やはり、まず登録いただいた方への地道
な呼びかけでしたり、声かけを中心に行っていきたいというふうに考えております。今回
の実証によりまして、定時路線とデマンドバスの混合で一日運行しておりますが、デマン
ド便を増やして、できるだけ行き来しやすい、従来より、比較して行き来しやすい形をさ
せていただきましたが、やはりまだまだ実証のことで説明をしたとはいえ、御理解いただ
くのには時間がかかるということも実証の一つで改めて理解させていただきました。その
辺りは鋭意、あと残り僅かでございますが、そういった地道な取組を継続してまいりたい
というふうに考えております。以上です。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）あの計画は、今年度の３月までということだと思いますけ
れども、いずれにしても、町内の利用者、これが、この方々がやはり本当に利便性が向上
するかどうか、そういうところがしっかりと受け止められるか、そして、運行に反映させ
られるかということが非常に大切だと思うわけでございます。そういう意味で、本当にサ
ンプリングデータの収集というのは重要だと私は思うわけでございます。そういう意味に
おきまして、確かに今年度中の事業ではありますけれども、例えば、残った、１月から３
月までであっても試験運行の地域を変えていくとか、あるいは期間の延長、そういうもの
は検討にはならないんでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）議員御指摘の趣旨については理解をしておりますけども、現
実証の中で進めておる計画では、今のところ考えておりません。以上です。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）限られた時間の中で、いい情報を仕入れていただいて、結
果を結びつけていただきたいと思うわけでございますけれども、冒頭、試験運行を踏まえ
て、今後の展開について伺いました。福栄線での実装と、町全域でのドア・ツー・ドアを
目指して検討していくということでございますけれども、このトヨタ・モビリティ基金を
活用しました事業、これは令和元年度から２年度ということで、２年度間の事業となって
おります。この基金の事業は終わるわけで、来年度以降の、いわゆる調査という形では、
まだ来年以降も続くと思うわけですけれども、来年度以降の調査について、町予算への反



映ということにつきましては、どういうふうにお考えでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）町の方針としましては、現在進めております予算編成の中
で、詳細に決めていく作業を進めていくことになります。現段階で、原課で進めておりま
す現状、進捗でございますが、まず本事業、実証事業について、一応の一区切りを２か年
でつけるということでありましたが、関係機関、主催者としては、違った形での延長とい
うのも模索できないだろうかという声をいただいております。しかしながら、この辺り
は、前出のもう１町と、鳥取県と歩調を合わせながら、また町も今後必要なのかというの
は十分に吟味していく必要があろうかと思っておりますので、まだ流動的な状況でござい
ます。また、あわせまして、仮に実証が終わったとして全町的なとなりますと、改めてど
ういう物理的に、車の台数、具体的にですけども、あと運行の経路もそうでございます。
その辺りは、今、試算を行ってるところでございますので、その辺りは予算編成の中で協
議できるように進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）この実証実験はトヨタ・モビリティ基金を利用するという
ことで、直接的に町の予算を通ってない形になってるかと思うわけでございます。この２
年間、これはちょっと参考にお聞かせいただきたいんですけども、かかったトータル的な
経費というのは、どの程度の経費がかかってるものか伺いたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）決算の具体的な数字というのは、実は報告を十分にいただい
てないところがありますけども、ざっくりと伺っておりますのは、全体で約２，０００万
円というふうに伺っております。そのうち日南町に係りますところが３分の１程度とい
う、ちょっと概算イメージにとどまるところは申し訳ございませんが、そのように把握を
しとるところでございます。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）分かりました。３分の１、７００万程度というところかな
と思います。これだけの実証実験で７００万だったら、あまり経費も正直かかってなかっ
たのかなと思っております。しっかりしたデータ分析をしていただきたいと思います。
　実は私も、このデマンドバスの利用者説明会があったときに参加をさせていただきまし
て、自ら登録をいたしました。そして、１２月に入りまして、１回予約を行って、実際に
乗ったわけでございますけれども、正直そのときにはスマホで登録したんですけども、ち
ょっと難しいのかな、私でも難しいから、高齢者の方になったら難しいかなという実感は
ございました。ついでに、運転手の方に、どうでしょうかという、伺ってみたところ、運
転をする側とすれば、随時配車の情報というのが入ってくるとかいうようなことで、バス
の中に、前にディスプレーがございまして、そこに経路とか、どこに誰が乗るというよう
な情報が載っとったわけでございますけども、非常にそれを使うことによって効率的な運
行ができるんですよなんていうようなことおっしゃっておりました。
　今後、町内全域のドア・ツー・ドアの運行を目指すとなりますと、やはり運転手の確保
というのが難しいかなと私もやっぱり思います。町長もおっしゃいましたけれども、事業
者も３社あり、その中で全域をこのドア・ツー・ドアの形でデマンドバスというのは、な
かなか町だけでできるような事業にならんじゃないかなと思っております。やっぱりどう
しても地域の協力、そういうものがあって成り立つものなのかなと思っておるところでご
ざいます。
　そういうようなところもありますし、それから、先般、職員提案というのがございまし
て、何名かが提案をされてました。その資料を見させていただきまして、その中に、ノー
残業デーをノーマイカーデーにという提案がございました。これ、ちょうどこの質問をす
るに当たり、いい資料になるかなと思って見たわけでございますけども、その中に書いて
ありましたのは、やはりバスの利用者の増加、これだけではなくって、大人がバスに乗る
ことによって、小・中学生のマナーの向上であったりとか、あるいはその場でバスに乗り
ながら物思いにふけったりというようなところで、なかなか面白いことが書いてありまし
た。やはりバスを使うことの多面的な効果というのがあるんだなと私も気づいたようなと
ころでございます。
　そういうような内容もあったりしまして、公共交通はただ単に移動手段というふうに捉
えるだけでなくて、やはり新たな一面があるものだと感じたわけでございます。ぜひこの
ような提案も実行に移していただけたらなと思います。職員の皆様も、月に１回でも乗っ
ていただけたらなと思いますし、私もやっぱりなるほどな、そういうような波及的な効果
もあれば、たまには乗って、小学生の姿を見てみたいなと思っております。ということ
で、しっかりとこの公共交通の対策につきましては、進めていただきたいと思っておりま



す。
　続きまして、まち協５か年計画について、再質問のほうをさせていただきたいと思いま
す。まず、このまち協の５か年計画、基本的な事柄を伺いたいと思います。そもそも、ま
ち協５か年計画、これはどのようなものか、その目的について伺います。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）今回、５か年計画をお願いしておりますけれども、その前にも同
じような内容で５か年計画という形で進んできた経過があります。考え方の主題は変わっ
てはないんですが、基本的には自ら考えて行動する５か年っていうところの計画をつくっ
ていただきたいということで、それぞれのまちづくり協議会のほうに提案をさせていただ
いております。内容につきましては、それぞれの地域の特徴があったりするというふうに
思っておりますが、最初の段階の中では、安心安全な暮らしだとか、楽しく暮らす、ある
いは豊かに暮らすためとか、暮らしの物差しをつくろうとか、そんな話の基本的基軸にな
るようなお話をさせていただきながら計画を立てていただいておりますが、今回の場合
は、やはり５年間たつっていう話になると、やっぱり人も替わるし、極端に言えば役員さ
んも替わったりとか、それぞれどんどんどんどんいろんなものが変わってくる中で、改め
てやっぱりこれからの先を見据えた形での５年間を地域の皆さんで考えていただきたいと
いうことが趣旨で、今回の計画づくりに至ってるっていうふうに思っております。
　その中で、先ほど申し上げましたように、やっぱり後継者の基盤だとか、行政との連
絡、共同化みたいなところだとか、それこそ、それぞれの地域によって違いましょうけ
ど、将来の夢を語るとか、そんなところの計画を基軸にしながら御検討いただきたいとい
う内容でお願いをして、今、鋭意計画づくりに至ってるっていうふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）まさにあれですね、もう木で例えますと、枝葉となる各地
域が枯れてしまうと、木自体も枯れてしまうというふうに思うわけでございます。枝葉が
枯れてしまうと、結局、町も成り立たなくなるというような基本的な考え方というのが、
この流れの中にはあろうかと思うわけでございます。
　私の地元、福栄まち協でも、この５か年計画、策定に向けて何回も会議を行っておりま
す。実行に向けては、人とお金と物が必要という問いをしたわけでございます。町長答弁
の中で、一括交付金及び交流活動活性化交付金、そのようなものを財源として計画を実施
するんだよというような答弁があったわけでございますが、例えば各まち協が立てる５か
年計画の中に数百万円というような事業を組まれたとします。例えば何とかの建物を建て
たいとか、どっかの土木工事がしたいんだ、直さないけませんよというような、本来役場
がやるべきことなのかもしれませんけども、そういうような計画が組まれた場合、活性化
交付金、そういうようなものの査定、そういうものはどういうふうに具体的に行っていか
れるわけか。いわゆる来年度予算に向けての話をしますと、そのような事業、今、まち協
がつくっておると。実際に５か年計画つくって、町に提出があったいうときに、その予算
をそのまま認めて新年度予算に組み入れるのか、あるいはその段階で査定的なものがあっ
て調整されるのか、そこの手法について伺いたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）まず、事務のスケジュールの要素が強いと思いましたので、
私のほうからお答えさせていただきます。
　予算編成に当たりましては、ある程度見積り等をもちまして、財政協議に入っていくと
ころは御承知のとおりかと思います。そのタイミングにもよります。地域の計画も熟度具
合によりまして、本当に今のタイミングでよいのかというのは、事前にやはり確認はさせ
ていただきたいと思います。その上で、あらかじめ当初から予算化させていただくとなり
ました暁には、今度は財源の種類は、その中で協議していきたいと思いますけども、活性
化交付金でよいのか、それとも町と一体的に進める事業として、例えばですが、国や県の
補助金を活用して、残りを活性化交付金を充当するのか。あるいは最近耳にされとります
クラウドファンディングというような寄附を募ってするのか、いろいろな手法があろうか
と思います。一番核となりますのは、その計画のストーリーでございますので、その辺り
に一番沿った形でというのは、個々に検討していきたいなというふうに考えております。
以上です。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）確かに財源、手法についてはいろいろなやり方が、課長が
さっき申し上げました手法があろうかと思います。なかなか今の、正直思うわけでござい
ますけども、クラウドファンディングとか、そういうような取組っていうのは、まち協で
取り組むには、単独で難しいかなと。やはりそういうような仕組みを理解した上で、その
使い方、やり方っていうのを教えていただくというようなことも必要になろうかと思うん



ですよね。私、このたびそういうような、まち協が５か年計画を立てる、それから、毎年
度、それぞれ事業計画にのっとって予算要求をする、それを査定する、実際に予算化する
というような流れになるんですけども、その活性化交付金あたりの、どうでしょうか、例
えば上限を定めておくとか、そういうようなことは特にお考えはございませんか。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）いろいろとその地域の自主性を尊重して、今そういった既存
の制度としております。備品あたりも、なるべく地域の皆さんに活用いただけるような交
付金ということで、単町独自の制度として、できる限り運用しやすいようには努めてきた
つもりでございますが、もしもそういったところが主軸になりまして、財政的にも過多に
なるようでしたら、その辺りは設ける必要もあろうかなと思っております。ある程度、今
バランスよく見積り等活用いただいておると思いますけども、そういったところでは先ほ
ど申しましたように、この交付金のみならず、いろいろなところでのバランス、調整を図
っていく必要があろうかと思いますので、この予算編成の中で、併せて検討させていただ
きたいと考えております。以上です。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）各まち協の自主性を尊重するということでございますけど
も、私がやっぱりちょっと心配するのが、各まち協がいろんな事業計画立てる、それを実
行する中で、やっぱり予算がもらえんかったと。そうなってくると、これだけ労力をかけ
つつ計画を立てたという中で、いわゆる行政に対する不信感、そういうようなものに変わ
っていくんじゃないかという懸念をするわけなんですよ。やはり、何かと事業をするに当
たって、求めたものが全て手に入るとは思いませんけども、その実行のためにいろんな仕
組みを活用するということになろうかと思うんですけども、やはり、何にしても、そこの
計画が、予算が取れんかったがために、実行ができなかったということだけは、ぜひ日々
チェックをしていただきながら、計画のほうが各まち協が進めるように御配慮いただきた
いと思うわけです。
　そういうようなことも併せながら、その交流活動活性化交付金がどのような査定がされ
たのかとか、あるいは７つのまち協がつくられます５か年計画、これというのが、途中で
その情報というのがやっぱり公表すべきだと私は思います。５か年計画は、例えば福栄が
つくったものと、あるいは日野上がつくったもの、やはり違いが、もう地域性とかあると
思うんですけども、ほかのところのやっぱり５か年計画を見ることによって、ああ、何だ
こういうこともできるんかとか、お互い前向きな検討ができる資料にもなるかと思います
し、活性化交付金の査定、この経過につきましては、やはり先ほどから申し上げてます、
予算が取れなかった、駄目だったよ、そのなぜかという理由まで、やはり書くべきであろ
うし、予算確保のために、こういうようなとこに向かったんだけども、採択にならなかっ
たというようなこともあろうかと思います。そういうような、やっぱり経験的なものも含
めながら、７つのまち協でその情報を共有し、かつ町民にも、その結果、動きというのを
理解していくことが非常に大切だと私は思っております。ぜひこの辺の情報というのをホ
ームページあたりにも掲載していただけたらよいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）今回の５か年計画で、先ほど財源的なお話もありましたが、先ほ
ど申し上げたとおりですが、ただ、５か年計画の事業の中身の区分に応じて、例えば行政
が本来すべきところの補完的な事業なのか、あるいはもう地域独自の経済活動的なところ
なのか、そういった、どういいましょうか、区分けは整理していかないといけないってい
うふうに思ってます。その中で、財源を行政側がどう位置づけるかっていうところは、内
容に応じて検討していくべきだろうっていうふうに思ってますので、どっちかいうと、両
方とも展開を進めていただければなというふうに思っておりますけれども、あわせて、ま
た地域によって違うけど一緒のものっていうところだって出てくる可能性もあるのかなと
いう話になると、少し全体的な、広域的な、やっぱりそれぞれの地域から出てきたものの
総合的な感覚の中では、そういう部分もあるんだろうなというふうに思ってますので、そ
の辺での一旦の整理は必要だろうなというふうに思ってます。あわせて、議員おっしゃら
れるように、そういった情報を公開していくっていうことは当然あっていいはずだと思い
ますし、自治協議会だとかまちづくり協議会の中でも当然、どういいましょうか、お互い
に意見交換する場が当然出てくるっていうふうに思ってますので、そういったことも含め
てですが、いずれにしても、これからのまちづくりっていうか、協議会の位置づけは従来
と同じように、これからのまちづくりにとって重要な位置づけというふうに思ってますの
で、行政部門と一緒になって頑張っていく必要性があるっていうふうに思ってますし、そ
ういう意味合いで協議会のほうも計画を立てていただいてるというふうに思っております
ので、一緒になって頑張っていければというふうに思っております。



○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）いずれにしましても、計画にのっとって、令和３年度が計
画実施の初年度となるということでございます。しっかりとした予算措置を行い、初年度
から挫折せんように、かつ地域の期待を裏切らないようにということで、この質問は終え
て、次に入りたいと思います。
　次、人の支援、確保、これについてお尋ねしたいと思います。人の支援は集落支援員制
度により行うということで、令和元年度から７つの地域に全てにまち協の集落支援員、こ
れを配置されております。今年度には移住定住に対応すべく、強化型の集落支援員、これ
を日野上、石見、多里、福栄、この４地域に配置されております。集落支援員に任命され
た方々の多くは６０歳を超えた方々、あるいは自営の方々で、年金の収入があったり、あ
るいは事業収入があったりという方だと、一定の収入が保障された方だと思うわけでござ
います。
　そこで、私も一つ提案がございます。これは私が去年の６月の一般質問で一部取り上げ
たことになるわけでございますけども、地域おこし協力隊員の採用というところをちょっ
と提案したいなと思うわけでございます。各まち協の５か年計画の実施に携わっていただ
くと、地域おこし協力隊を採用し、５か年計画の実施に携わっていただきたいというのは
どうかなと思っておるわけでございます。特に地域おこし協力隊採用したが、失敗に終わ
ったという話が多くの自治体で聞かれるわけでございます。その多くの自治体の採用のや
り方っていうのが、地域おこし協力隊に何を求めたかといいますと、地域の支援であった
りとか産業の振興などと、漠然的な業務をやってくださいねというようなところで、具体
的に何をやっていいか分からんと、隊員自体が。そういう中で、せっかく採用されたんだ
けど、目的を失って去っていくというパターンが多いというふうに聞いております。今
後、日南町におきましては、これから先、各まち協は、５か年計画というのを具体案を持
って、明確な年度目標も示されながら行うわけなんですから、そういうところに地域おこ
し協力隊というのを配置することによって、しっかりとした業務を果たすということがで
きるんじゃないかなと思うわけでございます。
　また、地域おこし協力隊というのは３年間の期間の制限があるわけでございますけど
も、また地域おこし協力隊の問題点としても、３年間たった後の、本当に定住に結びつい
たかどうかっていうことがあるかと思います。これもなかなか結びついてないなというよ
うなことがありますけれども、ここら辺りにつきましては、隊員の採用の形態、これがや
っぱり大きく関わってくると思います。自治体が隊員を採用するというやり方、それか
ら、隊員に業務を委託するやり方、２通りがございます。町が採用してしまうとその職員
というのは、いわゆる副業ができないというような位置づけになるわけですけども、その
業務を委託することによって、その隊員は自由度が高まるということで、その３年間の間
に、例えばまち協で採用したとしても、まち協の５か年計画の推進に携わりながら、他の
仕事も兼ねてできるというような収入的なこともできますし、自由度が非常に高まるんじ
ゃないかと思います。最終的に、また３年たって、職が見つからなくなった、なかったよ
ということであれば、さらにここで集落支援員の道っていうのもありますよね。集落支援
員は特に任期はありません。そういうようなところで、そういうふうな流れの中で、地域
おこし協力隊を採用することによって、継続的な雇用と定住、そして地域の活性化が図れ
るんじゃないかなと思っております。財源につきましても、隊員１人当たり最大４４０万
円というような特別交付税措置がありまして、本当にこの隊員の採用さえできれば、非常
に有効的な制度だなと考えておるわけでございます。特に現在、コロナ禍におきまして、
都市部の一極集中という中にあって、田舎に対しての志向が非常に高まっているというこ
ともございます。このチャンスをまさにまちづくりに生かしていただくために、そういう
ような地域おこし協力隊を採用すべきと思いますが、どうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）御承知のとおり、町内で、どういいましょうか、まちづくり協議
会というだけではなくて、様々な分野の中で人手不足っていうところがありまして、林業
だとか農業でも、その人づくりっていうところでやってきてはおりますけれども、特に農
業あたりは、最近は１人とか２人とかっていう状況が続いてる中で、あわせて、方向性が
新規就農という形が主体的にはあっておりますけども、そこに限定してる、方向性として
限定してるっていうつもりはないですけれども、結果としてそういう形があります。全体
的に人手不足の中で、外国人はどうかとか、そんな話も経過した中では出てきてるってい
うふうには思っておりますが、やっぱり最終的には人手不足を、今はいかにカバーしてい
くかっていうところに少し主眼を置いていかないといけない時期に至ったかなというふう
に思っております。
　以前から御承知のとおり、協力隊につきましては、その在り方について、それこそ３年



間ですし、その後の在り方だとか、様々ないろんなことが出てきていますけれども、いず
れにしても、国のほうも、協力隊の制度の拡充をしていく方向性がありますので、そうい
った意味で、町としても協力隊の制度の利活用を全体的に考えていかないといけないのか
なというふうに思っております。そういう意味で、やはりしっかりした３年間でお仕事を
していただきながら、でき得れば定住という形につなげる形っていうところの条件整備だ
とか、どういうんか、そういったところを明確にしながら、あるいは当然、行政の身分で
あるとか、あるいはそうでない身分の在り方も、いろんな様々な形態もありますので、そ
ういったことは行政だけではなくって、やっぱり地域の皆さんとの関わりというところが
重要視になってきますので、その辺の再確認をしながら、公募という形の道につなげてい
ければなというふうに思っとります。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）何回も繰り返すようでございますけど、各まち協は５か年
計画実施するに当たって、人材が必要だと思います。私のところのまち協でしたら、人が
欲しいというのが現実でございます。ぜひ地域おこし協力隊を各まち協に配置する、無理
やりとは言いません、必要であればでいいと思いますけども、そういうような仕組みを検
討いただきたいと思います。現在、そういうような地域おこし協力隊の応募サイトがある
わけでございますけども、ここには３１４の自治体が、その中で複数の人数を募集しとる
と思うんですけども、かなり多くの自治体が募集をしております。日南町の農業研修生の
情報も載っかっておりましたけれども、その中を見ると、本当に様々な分野で協力隊の活
用というのが載っております。そういうところと、本当に目的が定住でございますんで、
定住に向けた仕組みづくりということを、もうしっかりと練っていただきながら、ぜひ協
力隊の採用、活用というのを現実化していただきたいと思います。若干、私の思いを述べ
たところもございますけども、御検討いただけたらと思います。
　続きまして、情報化の推進について伺いたいと思います。コロナ禍の中、ＩＣＴを活用
したテレワークとかリモートワーク、そういうような言葉が脚光を浴びてきております。
菅総理は感染者の把握や、１０万円の特別給付金の支払いなどで行政が混乱したとか、企
業でもテレワークの導入に手間取るなど、官民でデジタル対応の遅れが目立ったというよ
うなところで、その問題解決のために、来年９月、デジタル庁を創設して、デジタル社会
の基本方針を策定し、国や地方公共団体の情報システムを統括、管理することを表明され
ております。
　日南町においても、新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金、これを活用
して、在宅ワークの整備事業とか、ＧＩＧＡスクール構想への支援事業、家庭学習のため
のインターネットの通信環境整備、日南病院のインターネット面会用Ｗｉ－Ｆｉ整備な
ど、非常に多くのＩＴ関連の事業を実施しました。また、あわせまして、今期定例会で
は、庁舎内にオンライン会議用のワークブースの設置とか、あるいは小・中学校でのイン
ターネット構想に向けての補正予算も計上されております。今後、既にある既存ＩＴの機
器、この管理に加えて、臨時交付金で購入した機器の管理、タウンズネット関連の保守管
理、そして今後、国が示すであろうデジタル社会の基本方針に沿った計画策定、また、そ
の計画があったら、事業の推進、高度なセキュリティー対策など、これまで以上の非常に
多忙な業務をこなす必要があるかと思うわけです。片や、働き方改革の推進も求められて
おります。このような状況変化を、どのように今後策定されます日南町情報化推進計画、
これに反映されるか、この１年間で非常に大きく変わりました考え方が、そこら辺を反映
の仕方について、町としての考え方、お示しいただきたいなと思うわけでございます。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）基本的には、現在進めてる最中ではございますが、おっしゃられ
るように、新しい内閣のほうでデジタル庁をつくって、その推進にということで、具体的
に新年度予算の中でも上げておられますので、町としても、特にこういう中山間地の町で
ありますので、その辺の方向にできるだけやっぱり進めていきたいというふうに思ってお
ります。あわせて、今ちょうどＦＴＴＨ化の光化事業もやっとる最中でございますので、
今年度末には完成の予定ということで進めている最中でございます。そういった意味で、
国の考えてる、どういいましょうか、デジタル化の一つとしては、行政の中の行政同士っ
ていうか、国内での在り方も含めて、マイナンバーを利用した形でのというところが一つ
あるというふうに思ってますし、また、学習っていうか、教育の中の分野の利活用ってい
うところも当然あるというふうに思っております。国のほうは、それに合わせて、当然民
間ベースの捉え方ももちろんあるというふうに思っていますので、町内におきましても、
やはりいろんな分野の中で、そういったところが利活用しながら、生産性の向上であった
り、あるいは労働の省力化につなげていく部分も当然あるというふうに思っておりますの
で、そういったところを鑑みながら、推進計画も含めて検討していきたいというふうに思



っておりますので、十分なというところまではどうかっていう話もあるかもしれません
が、基本的には変化に応じた形で、また計画を練り直す、見直すっていうことだって当然
あろうかなというふうに思っております。それは、国の動きも当然加わったりとかするっ
ていうふうに思ってますし、何ができるかっていうところも、やっぱり勉強していくって
いう時間っていうか、研究が新たに入ってくるってことは、当然この情報化の分野であり
ますので、それはそれなりにやっぱり変更しながら進めていく必要性があるのかなという
ふうに思っておりますので、目まぐるしく変わる社会でありますので、やっぱりそういっ
た先端的な考え方っていうのは、私はつくっていきたいというふうに思いますし、利用も
していきたいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）そういうようなところ、非常に情報化の推進計画というの
は、スピード性も求められるものであろうかと思います。その中で、本当にこの１年の動
きの中で大きく変わったのが、やはり感じましたのが、私、やっぱりデジタルディバイ
ド、情報弱者のことでございます。これも実は３月に一般質問の中で若干触れさせていた
だきました。けれども、本当に今、どうでしょう、持続化給付金の申請、インターネット
でしかできません。それから、マイナポイント、キャッシュレス決済、これあたりも、も
うそれが使える人しかできない、マイナンバーカード取得してでないとできないとか、そ
ういうような事業がどんどん出てきております。そういう中で、パソコンとかスマホが使
えない方々、恩恵を受けることができない状況がますます迫ってきております。そういう
社会状況でございます。本当にこの１年というもの、何という変わりようだと思うぐらい
でございますけれども、そのときに町長は、デジタル技術の活用を支援できる人材を育て
るというような表現をされましたけれども、待っておれません。これは社会教育になるの
か、位置づけはよう分かりませんけれども、どういう形であれ、本当にこの高齢者の方々
に情報の使うためのスキルを身につけていただくというのは大切なことではないかと私は
思うわけでございます。その仕組みについても、しっかりと情報化推進計画の中に位置づ
けていただきたいなと思うわけでございます。あえてそういうような思いも込めて、情報
化推進計画の大切さというのを発言させていただいとるわけでございます。そういうこと
を思っていただけたらと思います。
　次に、ホームページの更新について伺いたいと思います。ホームページの更新の事業に
つきましては、この業者決定は、いわゆる提案型の入札方式でやられたかと思いますが、
その決定された業者が提案型であったということにつきましては、どういうところが他の
業者に比べ優れていたかということを、二、三点、教えていただけたらと思います。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）御質問の、まず業者決定に至るまでの経過を若干お答えさせ
ていただきますと、まず、このウェブサイトの構築に当たりまして、公募が５社ございま
した。書類審査の結果、こちらが示しました、いわゆるボーダーラインを超えました４社
から、オンラインではございましたけども、聞き取りを行い、庁舎の指名審査員を構成と
する審査員が審査に当たったわけでございます。その４社とも魅力的な提案がございまし
たけども、町が今後、町民の皆様や、あるいは職員の操作性であるとかデザイン性、今求
めてるものを基準としてあらかじめ提示しましたが、それに対して一番優れた点数を出し
た業者を決定させていただいたという状況でございます。ぼんやりとした表現で恐縮では
ございますが、選定させていただいた業者は、実績も全国的にもかなり多い、結果的です
が、多い業者でございました。費用、それから内容、いろいろと地域、日南町の行政に合
った内容をつくり上げていただけるという確信の基に選ばせていただいたような経過でご
ざいます。したがいまして、総じて高評価であったというところで御認識賜ればというふ
うに思います。以上です。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）いろいろとこれまでも更新が求められたホームページ、や
っと今年度できるということで期待をしておるところでございます。令和２年度の予算審
査の特別委員会の審査の中で、行政のホームページの更新に当たっては、魅力ある情報を
町内外に発信できるように、担当職員の養成や配置など、体制を整えられ、ホームページ
の充実を図られたいという意見を議会として付しておりますけれども、この点について、
どのような対応がこのたびのホームページ更新に生かされているかということを伺いたい
と思います。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）現在、企画課で進めております中で、町長申しました体制に
ついては、企画課のとおりでございます。今後の状況でございます。１月までには骨格を
作業を終えて、２月、移行作業開始、３月には最終精査と操作研修というのを予定をして



おる中で、その操作研修とともに、それまでには、こういう方針で行きましょうという、
全庁共通のいわゆるガイドラインは設けたいというふうに考えております。足並みをそろ
えて、現在のウェブサイトを運用する中で、だんだんとちょっと緩んできたところも、い
ま一度しっかりと、そういうガイドラインをもって整理をして、皆さんに運用していただ
くということを考えております。現体制の中では一課が広報するというところではなく、
既存の各所属からの発信というのは基軸になろうかと思っております。以上です。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）３月末で完成ということなんで、４月から運用ということ
でございます。人的体制をしっかりと整えていただいて、箱は作ったけど、中身が入っと
らんというようなことは絶対ないようにお願いしたいと思います。
　ちょっとだけ時間がありますんで、伺いたいんですけども、以前、ちょっと若干、何で
すか、話題になりました、印鑑の廃止っていうのがございましたですけども、急に申し訳
ないですけども、この印鑑の廃止について、何か検討をされているというような状況であ
りますでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）通告にはありませんでしたが。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）ちょっと情報化の。
○議長（山本　芳昭君）情報化に。執行部、答えられますか。できる。
　木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）御指名ありがとうございます。
　印鑑の廃止につきましては、法制的なところも含めて、総務課のほうで検討すべきとこ
だというふうに思っております。今現在、国、県あたりでも、特に鳥取県さんのほうはか
なり進めていらっしゃるというふうに聞いておりますし、その情報も随時入れておりま
す。ただし、今、一番大事だと思ってますのは、国の方針の中で、いわゆる印鑑を省略す
るという前提に、しっかり本人確認ができてるかというところを担保する必要があると思
ってます。やはりそこをしっかり押さえた上で、省略できるものをしていく、そういう流
れをつくっていきたいというふうに思いますので、国の指針が示されるというふうに考え
てます。その後の作業ということで、今現在は関係条例等を精査しながら準備を進めてお
るとこでございます。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）終わりになりますけれども、お隣の町、南部町の陶山町長
のほうは、このコロナ禍によってデジタル改革は避けて通れない問題ということで指摘さ
れまして、ＩＣＴ専門部署を来年設置するというような表明もされております。そういう
ような、新聞に載っとったわけでございます。同じことを求めるわけではございませんけ
れども、本当にこの急速に社会情勢が変化しているということをしっかりと認識していた
だき、日南町の情報化推進計画の策定と、ホームページ更新と、その運用を図っていただ
きたいということをお願いして、私の一般質問を終わります。
○議長（山本　芳昭君）岩﨑昭男議員の一般質問を終わります。
　　　　───────────────────────────────
○議長（山本　芳昭君）ここで暫時休憩といたします。再開を２時５分からといたしま
す。
　　　　　　　　　　　　　　午後１時５５分休憩
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　午後２時０５分再開
○議長（山本　芳昭君）休憩前に引き続き、会議を再開します。
　タブレット４ページ。
　７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）本年、国内では長期政権となりました安倍総理から菅総理
へとバトンタッチされました。安倍政権の継続をうたっておられますので、大きな路線変
更はないものと思われますが、海の向こうのアメリカ合衆国では、アメリカファーストを
第一義としておられたトランプ大統領から、世界協調へと方針転換を主張されたバイデン
氏へと移行されるようであります。世界もコロナ感染症拡大の中、経済もいまだかつて不
安定な状態であります。この期間も当分続くものと考えられます。また、コロナの関係で
食用米の売行きが悪いとのことであり、日南町の主産業である農業への影響が今後大変懸
念されるところです。行政のほうも、リアルタイムな対応が求められることになりますの
で、今後、より一層の努力をお願いしたいと思います。
　それでは、１２月議会に際して、一般質問をさせていただきたいと思います。
　１番目に、日南町経営診断計画策定業務委託事業についてであります。この事業につき
まして、商工会へ委託されました。町内飲食業、２事業所が経営診断を受けられました。



その診断内容を当事者に報告されたと聞きましたが、診断結果をどのように分析された
か。また行政として分析された事柄にどのように対応していかれるのかお伺いしたいと思
います。
　２番目に、１番目とかぶることが多々あろうと思いますが、アメダス茶屋の存続に向け
ての要望書についてであります。アメダス茶屋の事業者より、現状のままでは経営体力の
限界を要因として１２月末の休業がやむを得ない旨と、指定管理施設等運営方法の事業者
から私案を付して、行政での存続策をお願いする要望書が３月に町長宛てに出さされてい
ると思います。その対応についてお伺いします。
　３番目に、下谷中たたら跡のその後の取組についてであります。さきの一般質問で下谷
中鉄山跡地は、保存状態、規模、歴史的資料とか町内では唯一の場所と認識しており、よ
り一層価値を高めて県指定などにつなげたいと町長より答弁をいただきました。その後の
取組状況及び今後の活用方法についてお伺いします。よろしくお願いします。
○議長（山本　芳昭君）執行部の答弁を求めます。
　中村町長。
○町長（中村　英明君）近藤仁志議員の御質問にお答えします。
　最初に、日南町経営診断計画策定業務委託事業につきまして、その中の事業者の診断結
果をどう分析されたかという御質問でございます。本事業を活用された２つの事業所は、
町の商工会を通じて中小企業診断士によりまして経営診断を行っていただきました。その
中間報告として去る１０月の２１日に事業所の代表者同席の下で町と町の商工会、中小企
業の診断士の４者によりまして診断結果の共有を行ったところでございます。その診断結
果でございますが、直近の決算状況等を財務書類により分析がなされるとともに、調査の
関係者が実際に現地へ出向き食事をされたりとかスタッフから聞き取りをされるなど、現
在の施設の状況把握をなされておりました。また、施設の立地状況、あるいは周辺の状況
などを加味した上で強みと弱みなどの課題を分析されるとともに、今後の経営についての
方向性や見直しを図るポイントなど改善案が提示されておりまして、要点を事業所に分か
りやすいよう適切にまとめられた報告内容であったというふうに私も思っております。そ
の結果を受けまして今後どうされるのかということでございますが、それぞれの皆さんの
お考えをお伺いしましたところ、１つの事業者につきましては報告書に提案されていまし
た改善案につきまして、できるところからではありますけれども、徐々に取り組まれてい
るということでありました。また、別の事業者につきましては関係者と協議をした結果、
事業継続は困難であり、年内をもって中止したい旨の発言がありました。それぞれの事業
者がこの判断に至ったこと、特に後段の事業者におかれましては大変な御決断をされたも
のと受け止めております。なお、先日ですが、１２月の２０日をもって休業するというチ
ラシが掲示をされたところでございます。
　次に、アメダス茶屋の継続要望についての対応ということでございますが、いわゆる先
ほど申しました後者の事業所でございますが、アメダス茶屋は当初、山上地域の皆さんが
中心となりまして、組織を立ち上げられまして長年運営されてこられました。紆余曲折を
経て平成２６年の４月から現在の事業所の皆さんによりまして今日まで経営をされてきた
ところでございます。御質問のありました要望書には、これまでの経緯から現在の状況、
そして、行政主導による存続について具体的な運営方法も示された内容でありました。私
はこの要望書を真摯に受け止めながらも、施設が公営民設である現状を踏まえ、町ができ
る支援を見極めるべく、まずはさっきの御質問にありました経営診断をもって判断の参考
にさせていただいたところでございます。
　一方では、要望者が農業経営者に特化されておりましたので、地元の皆さんがどのよう
なお考えであるかということも疑問に感じた次第でありまして、後日、地元の皆さんのお
考えを確認させていただきましたところ、皆さんの多くが施設の存続を希望されておられ
ました。また町内外のリピーターと呼ばれる愛好者からも続けて利用したいという声があ
るということも伺っております。経営自体はその経営者の努力は欠かせないところでござ
いますが、サービスを受けられる皆さんや地元の皆さんの活性化につながる施設でもあ
り、続けていただきたいというところを強く願うところではあります。したがいまして、
皆さんの意向に応えるべく、現在、存続に向けて現経営者からの事業継承も含めて前向き
に検討を行っているところでございます。
　以上、近藤仁志議員の御質問に対する御答弁とさせていただきますが、３項目めの下谷
中たたら跡のその後の取組につきましては、教育長のほうから答弁いたします。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）近藤仁志議員の御質問にお答えをいたします。
　下谷中たたら跡のその後の取組及び今後の活用方法についての御質問ですが、下谷中鉄
山は保存状況もよく、規模や歴史的資料としても価値ある遺跡であると認識をしておりま



す。３月の定例議会において、その価値や指定に向けての答弁をさせていただきました
が、その後の取組として９月末に町の文化財保護審議会による現地視察を行いました。さ
らに１０月末には文化庁技官及び鳥取県文化財課による現地視察が行われ、国と県の見解
としましては、十分、国指定の史跡になり得る遺跡であるという御意見をいただきまし
た。文化財の指定に向かっては遺跡の現状、価値づけ、保護管理の継続性などが判断材料
になるということでした。国の指定になるまでは約四、五年かかるということですが、ま
ずは町の指定、そして県の指定、最終的に国指定と段階を経て進めていく提案をいただき
ました。つまり、町の史跡として内外に認識されてから段階を経て国の史跡に指定される
ほうが望ましいということでした。そのため教育委員会としましても、まず町の史跡に指
定していきたいと考えています。指定に向かっては地権者様等の御理解と御協力をお願い
しながら、遺跡に文化財としての価値づけをするための測量調査を実施し、平面図で遺跡
の全貌を把握したいと考えています。さらには指定要件の確認も行う必要があります。そ
の上で改めて地権者や地上権者の皆様に対して、現状の理解や協力について協議を進めて
まいる予定です。また測量調査と並行して歴史的資料によっても下谷中鉄山の重要性や存
在意義等を確認したいと考えております。たたら製鉄を町の歴史をつくり上げた重要な産
業として位置づけ、その歴史を継承し後世に伝えていくためにも、たたら製鉄を一つの大
きな柱とし、町民に親しまれ愛着を持ってもらう歴史資料になると考えております。そし
て、指定文化財に指定された暁には、ふるさと教育や観光などと関連した活用方法も可能
になると期待をしております。
　以上、近藤仁志議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。
○議長（山本　芳昭君）再質問がありますか。
　７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）最初に、この経営診断計画策定業務について、この答弁要
旨でＡ者、Ｂ者とが書かれているわけでして、Ｂ者のほうは先ほど町長のほうがおっしゃ
られましたアメダス茶屋のほうであることは十分承知できるわけです。Ａ者のほうも、こ
れもちょうど期間は分かりませんけど、現状の、現在の窮状を付して行政のほうに要望書
を提出されたものであります。やはりこういった、この会社も周辺地域のほうに存在して
いる飲食店でありまして、先ほど同僚議員がおっしゃいましたけど、さきの日野郡の議員
研修の講演の中で、人口減少ウイルスは枝葉から侵入して主木を枯らすということを大変
心に残りました。でも処方箋というのがないということ、見当たらないということで、唯
一あるのが地域づくりと地域磨きしか見当たらないということでした。ということは、要
するに今ある窮状の施設がどのように行政で磨いていくかということ、町長もいろんな会
合で今あるものを磨いていくというのをキャッチフレーズ的によくおっしゃられます。磨
くということは大変大切なことで、それが他人の手によって磨いて光り出すという思いが
あると思います。どのようにこういった周辺地域の枝葉のところを磨かれるのか、どうい
った手法があるのかちょっとお伺いしたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）今回のケースですが、同じようにＡ事業体もＢの事業体もちょう
ど３月の頃に要望書として頂きました。その中でやっぱりこういった事業体が生き残るに
は、やはり町が関与するってことはもちろんあるんですが、連携してするっていうことは
もちろんそうですけど、やっぱり内情がはっきり分からないといけないっていうことをま
ず思いました。ですから、そういったところの専門的な見地から見た数値的なものはまず
把握する必要があるっていうふうに思っておりましたので、そういった意味で商工会を通
じた形での診断という形に取らせていただきました。あわせて、診断士でありますので、
それを受けてやはりそれだけではなくて提案的なところも示されておられます。特にＡの
事業体につきましては、Ａ案、Ｂ案みたいなところを出させてもらって、それが全てとは
思いませんが、とは言いながら、検討の在り方の一つだろうというふうに認識しておりま
したので、それを受けて地元の皆さんも言われた、いわゆる意見交換する中でできること
っていうところを今選択をされまして、既に動いている部分ももちろんあります。Ｂにつ
いても同じ過程で行ってはおりますけれども、最終的には、やはり要望書が出てくるって
いうことは経営的には厳しいっていうところが原則になっておりますので、そこがどうで
きたらいいかっていう考え方ですよね。ですから、今回のＢ事業者につきましては、今ま
でのアメダス茶屋の変遷の在り方でやっていくのか、あるいは現時点の方が主体としてや
られるか、二つに一つだろうというふうに思ってましたので、そういった意味で意見交換
する中で、先ほどもちょっと濁したような表現にさせてもらいましたけど、事業継承とい
う形で前向きに検討されるっていう話を私自身も確認させていただきましたので、それに
向けてやっていきたいというふうに思っております。議員のおっしゃられるように、当
然、末端の血管から血が抜けてくるって話は当然のことだろうというふうに思っとります



が、その中でやはり行政だけではなくて地域住民がそこにいかに関わってくれるか、一緒
になってするかっていう考え方をこれから、特に地方はしていかないと、やはり限界はあ
るというふうに思っておりますが、それに対する挑戦はしていきたいというふうに思っと
ります。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）一つ、最後におっしゃられた行政がどうこうでなしに地域
の方がどうするのかというのも問われるということで、先般の質問でもしましたけど、今
現在、このＡ者、Ｂ者、その内容をどのように分析されているのか。本当、もっと努力が
足らんよという、今ははっきり言ってもっと努力してくれたら何とかなるんじゃないか、
行政のほうも何とかしてもいいんではないかというような物言いだったもんで、ちょっと
自分、かちんときたわけなんですけど、やはり一生懸命頑張ってる施設に対しては、やは
りそれなりの敬意を表さないけんと思いますし、またこの地域にある、このＡ者、Ｂ者の
会社になるわけですけど、これも多様性というか多機能というか、そういうものを大いに
求められておりまして、と思います。それが、本来行政がすべき、先ほどあったけど、各
まち協で５か年計画を立てておられます。その中で支え愛ネットワークというのを大きな
キーワードとして、各まち協でいろいろ取り組んでおられると思いますけど、その中の食
というものですね、福祉弁当とかそういうものが大変重要視されると思います。Ａ事業者
もレストラン部門の売上げが伸びているけど収益率が下がっとると、そういう分析が出て
おるわけなんですよね。それはなぜかと言ったら高齢者向けの弁当をサービスすることに
よって人件費が上がって、売上げは伸びるけど収益率は下がる、それがまた会社自体の苦
しみを生んでる。それからＢ者、アメダス茶屋のほうですけど、これも地域のほうのボラ
ンティア弁当を担当して、実際これが閉めるということになって大変困ってる地区もあり
ます、これから先どうするか。支え愛ネットワークの中でボランティア弁当という形で地
域の方が自分たちで弁当を作って配食をするというサービスもやっておられます。これも
若干の補助金をいただきながらするわけですけど、でも実際問題、これほど高齢化が進ん
でいったら、今弁当を提供してる人が弁当を提供されるほうの側になるかもしれないわけ
なんですよ。本来なら行政サービスでそういうのを何とか対応するのを、これを地域のこ
の飲食店は担っているわけなんですよ。これがなくなるということが、５年、１０年先に
は大変困ると思うわけなんですけど、その点の位置づけをどのように考えておられます
か。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）今回の２つの事業所は、基本的にはおっしゃられるように頑張っ
てきておられます、ていう認識をしております。私自身もそのように思っております。で
すから、とは言いながら、マイナス面の経営をどう改善することができるかっていうとこ
ろが基軸になるっていうふうに私は思ってます。その中で診断士のほうのいろんな提案も
あっとりますし、その内容もお聞きしてるとこですが、あわせてやっぱりめどがあるって
いうことです、というふうに判断しております。ですから、めどがあるんでしたら、それ
をより実践に向けていくための形を取るべきだろうっていうふうに思ってますし、また、
全てがいいというわけでは、いわゆる改善しないといけない点ももちろんあるというふう
に思ってますので、その改善点を明確にして具体化するっていうところがまず大事ではな
いのかなというふうに思っております。それは同じことのように両方の事業体にもあるっ
ていうふうに思っておりますし、特に後段の皆さんについては、５，０００人近くの来客
者もおられますし、売上げも一定のものが生まれております。ですから、その強みをいか
に継続していくかっていうところと、併せて改善すべき点は何なのかっていうところを既
にもう承知しておられますので、それの具現化をこれからされるというふうに思っており
ますので、そういった意味で基本的には経営っていう部分が主体的にありますので、そこ
が完全になるかどうかっていうところではなくて、今現時点でそれなりの力がお持ちだと
いうふうに判断しておりますので、そこで頑張っていただきたいというふうに思います
し、その中で行政として支援する部分があるというふうに思っておりますので、そこは協
力的にしていきたいというふうに思っております。ただ、じゃあ、１０年先、２０年先に
どうかって話は、当然残っていただきたいという話はありますけれども、その段階で改め
て考えるべきだろうというふうに思っております。それは御承知のとおり、やっぱり集客
あたりがどうなのか、あるいはこれから情報化の時代ですので、そういったところをうま
く利活用しながらというところが中心になるのではないのかなというふうには思っており
ます。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）１番と２番の問いについて、今後、前後することはあると
思いますけど、この経営診断を受けられたコンサルの中身については、大変自分ももっと



もと思うほうが８割ぐらいは十分あります。Ａ者のほうは、Ａ者のほうもＢ者のほうも、
やはり地元の方に愛されるために、やはり当初の姿がなくなってる。要するにＢ者、アメ
ダスのほうに対してはイタリアンという売りでサービスをしてそういう方向に行っとった
けど、やはり地域の方がそばが食べたいうどんが食べたい、それとも日替わり定食として
毎日、仕事に来られた方が安価で簡単なもんを食べたいって言ったら、やはりそういった
ものを提供せざるを得なくなった。それから、Ａ者のほうも地域の方の要求がいろいろエ
スカレートして、３０種類のメニューができたんではないかというような指摘だったわけ
です。やはり地域の方を、それをメニューを絞り込むというＡ者のほうの指摘にもある
し、Ｂ者のほうはもっとイタリアンというこだわりを持ったメニューをつくりなさいとい
う指摘もあったわけです。だけん、それがその地域の人にとっていいのか悪いのかとかち
ょっとなかなか分からないし、やっぱりその中で３か年計画みたいな計画を立って改善に
向けて頑張りなさいということです。このコンサルの内容を見て、Ａ者、Ｂ者に対して何
ができるか、行政のほうが。Ａ者のほうは改善に向けていろいろこれから先取り組んでい
くという計画も立てておられます。ただ、Ａ者の方も１年ぐらいで結果が出んかったら、
もうバンザイせざるを得んだろうという、傷口が大きくなる前に、ちょっとある程度、こ
っから先なかなか言葉が難しいですけど、休業なりなんなり、そういった面の選択も考え
ないといけないという、本当、先ほど町長がおっしゃられましたけど、要望書出されたと
いうことは、やはりせっぱ詰まったことなんです。だけん、そこにどういう、頑張っとる
人にどういう手の差し伸べ方ができるかというのを、その要望書として出とるわけなんで
すけど、その点は検討されましたでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）私の考え方は逆の考え方を持っておりまして、基本的には経営で
すので、やりたいことが何なのかということを明確にしてほしいと思います。その中でで
きることを模索するっていう考え方を持っております。そして、あわせて地域住民の皆さ
んが、確かに御希望があってメニューがたくさん増えましたっていう話は当然あるべき話
かもしれませんが、とは言いながら、赤字だったらどうするかっていう話のほうが私は優
先だと思います。ですから、赤字にならないためにシェフあたりとか事業体が考えるべき
だと思います。それにできるだけやっぱり地域の皆さんが協力してあげる、理解をしてあ
げるっていうところがしていかないと、先が見えないんではないのかなというふうに私は
思ってますので、ですから、まずは存続するっていうことが第一義ではありますので、そ
こに対しては応援していきたいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）それと共通しての指摘を自分なりに分析したわけですけ
ど、今後、ウィズコロナ、アフターコロナに向けての提案でありますけど、マイクロツー
リズム志向がこれから先増えるであろうということ。それから日南町の身近にある自然を
重視した観光がもっともっとアピールすることによって誘客を呼ぶんではないかというこ
と。これを、この飲食業、事業者のほうに求められた診断書になっとるわけなんですよ
ね。本来こういうのは行政とタイアップして、タッグを組んでする必要があるんではない
かと思うわけなんですね。アメダス茶屋の場合は蛍に関しては店で要望があったら、そこ
でレクチャーというか説明会を開いたりした経過もありますし、また蛍に関してはその中
のスタッフも説明ができますのでしとるわけですけど、それ以外の情報というのが全然、
アメダス茶屋のスタッフに流れてこないということ。それから蛍に関しても、前から提
案、企画課のほう、観光協会というか、企画課のほうへ提案しとったけど、もっと宿泊所
に、宿泊施設の事業者がもっと町内のことを知らないと、泊まった方が蛍はどうですか、
オオサンショウウオはどうですか、船通山はどうですかというような話があったとき答え
られないことが多いわけなんですよね。だから、そこまで一事業者、飲食店の従業員に、
何かちょっときつい言葉で答えられなかったので何か教育が不足しとるというような書き
ぶりでもあって、ちょっと自分、ショックだったわけなんですけど。そういう手だてをも
っともっと町の行政のほうでやっていかないと、日南町のレベルアップにつながらないわ
けなんですけど、どうでしょう。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）先般、事業主ではないですが、営業の主となる方とお話をさせて
いただきました。個人面談的なところです。というのがこちらのほうも希望しておりまし
たし、意向の最終確認をしたかったということが全体ではありますが、ただお話しする中
でおっしゃられるように、その方もおっしゃられたんですが、やはりこれからの在り方っ
ていうところは考える必要性があるっていうふうにおっしゃっておられました。確かにそ
のとおりだというふうに思っておりますので、どういいましょうか、魅力の発信の仕方っ
ていうところをやっぱりこれからの位置づけとして再考する必要があるというふうに私も



思いましたし、ですから、議員おっしゃられるように、横のつながりっていうところはこ
れからつくる、つくっていければさらなる発展が望めるのかなというふうに私自身も思い
ましたので、その方向でこれからは展開をしていきたいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）この経営診断のほうで、お互いに強み弱みというものがあ
ります。そういった中においてこのアメダス茶屋の存続ですけど、要するに今の事業者に
要望書というのが、今の事業者に対しての要望でなしに、アメダス茶屋そのものを何らか
の形で地域の活性化のために役立ててほしい、役立てるために残してほしいという要望で
す。その中にあって強みとして一番自分特にあれしたのは、今のシェフの経験や人柄が大
変もったいないと、大変貴重であるという、こういったコンサルにも書いてありました。
このアメダス茶屋を再開したいきさつも、町の要請と、ちょうどシェフがＵターンされた
のが相まって受けたわけ、地域活性化のために受けたわけですけど、なかなか地域活性化
という大変大問題を一事業者で担っていくのにはちょっと荷が重たかった、要するに経験
のない業種に参入して大変荷が重たかったというので、町のほうで何とか地域のためのこ
の施設を存続してほしいという要望であったわけですけど、残念ながらこのコンサルの説
明はあったけど、Ａ者もですけど、コンサルの説明会はあったけど要望書に対する回答が
伺えなかったという残念をもって、無期限の、１２月２０日よりの休業、中止じゃない、
休業という名前で店をちょっと休ませていただくということだそうです。やはりこの強み
というもの、今せっかく日南町にある強みというものを、やはり一事業者でよう対応でき
なかった場合は何らかの形でちょっと後押しをするという、その後押しが何ができるかと
いうのを考えてもらえないかということなんですよね。いろんな方法で後押しをする方法
というのがあると思うわけなんですけど、その点を検討してほしいと思うわけなんです
が、どうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）最初の答弁の中で少し濁した形の表現したかもしれませんが、既
に御承知のとおりだというふうに思っておりますが、アメダス茶屋につきましては確かに
現形態からは１２月の２０日でやめられます。その後前向きな形でリニューアルっていう
形を模索されておりますので、ですから、それに対しては地元の要望につきましては、確
かに形態は別としてアメダス茶屋についての存続はお願いしますという要望書は頂きまし
た。中間報告の中でも途中経過というような話になっていたので、要望に対する回答はで
きておりませんけれども、そのことが明確になった段階では要望書に対する回答はしてい
きたいというふうに思っておりますが、基本的にはアメダス茶屋が存続されるっていう話
を、前向きにそれに向けて検討されてるっていうことだけはお伝えしておきたいというふ
うに思います。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）すみません、確認ですけど、要するにアメダス茶屋は今の
事業者でない方が前向きに検討してるということで結構でしょうか。この回答にはＢ者は
事業継続が困難であることを確認してる。多分このＢ者というのはアメダス茶屋を運営さ
れている会社と思うわけなんですけど。で、そのアメダス茶屋の要望書の回答には事業継
承も含め前向きに検討を行っているという答弁ですけど、この辺の整合性というのをちょ
っとお伺いしたいと思いますが。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）個人名が書けないのでそういう表現させてもらっておりますが、
前段で申し上げた事業者とＢ事業者っていうのは、当然別の事業者であります。２番目の
アメダス茶屋の存続の要望へという項目の中の報告させていただいたのは、現経営者は休
止されますけども、Ｂではなくて別の形の中の事業体が、極端な言い方しますと、現在の
中心となってる方が中心となって存続を検討されてるっていうことです。ですから、前段
のＡ事業者とＢ事業者とは後段のＡとかＢとかって言ってるわけではないんですが、そう
いうところは違いますよっていうことだけは確認をしていただきたいというふうに思って
おります。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）大変いい話、いい答弁、いい進捗状況であると、自分、は
っきり言って初めて聞きましたもので、そういった方向で進むことで、地域に飲食店が継
続するっていうことは大変ありがたいことだと思います。この中でアメダスのほうの強み
としていろいろ書いてあったわけですけど、当然、社会福祉協議会とコラボした弁当の配
食が強みになっておるし、また反面、反面というか相まって、地域にとっても大変必要に
なって、今後必要になってくるので、やはりそういったのを取組をするということ。それ
から、日野高校と前回はシイタケでしたか、いろんなものを日野高校とコラボした製品づ



くりをシェフがやっておられます。それから今までそれの売り込みも、売り込み方によっ
て、大きな力になるというかな、宣伝効果になる、魅力アップにつながるんではないかと
いうような指摘があるわけです。それとあわせましても、当然、シェフの固定客からの口
コミで大変来客が多いということで、そういった強みがあります。要するに個人的な強み
と今まで経験してきたこと。若い婦人の料理教室などを開かれたり、いろいろシェフがや
ってきておられますので、そういった面をいろんな形でバックアップするという考え、よ
り一層つながりを強くして魅力アップに努めていただきたいわけですけれど、その点どう
でしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）その話も、この間個人面談の中では確認をさせていただいており
ますし、そういった活躍もされております。ですから、食を通してのこれからの在り方っ
ていうところは再考できる形ではないのかなと、その中心にいろんな御意見も含めて、今
度の経営者がなっていただくことは期待をしている、私自身も期待をしております。そし
てあわせて、ちょっと余談ですけれども、既にお知らせ版をお店のほうに掲示されてるっ
ていうふうに聞いておりますので、その辺は御確認いただければというふうに思っており
ます。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）それと、一つ、何かな、答弁いただいとらんと思いますけ
ど、観光案内っていうかな、町内の飲食店、宿泊業、いろんなところで日南町の魅力を統
一した見解、考え方をもって来客者に対する情報提供というのを、大変これから先マイク
ロツーリズムをやっていく上に必要だと思うわけなんですよね。今までも必要だったわけ
なんですけど、より一層必要になると思うわけなんで、そういった面の取組を、要するに
統一した日南町の魅力の情報の共有化を取り組んでいただきたいと思うわけなんですが、
どうでしょう。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）十分ではないのかもしれませんが、今回のコロナの関係の経済対
策の一つにも、やっぱり食という町内の食に対するＰＲもさせて、ＰＲって言やおかしい
けど、こういうお店がありますよっていうことで、今回の食事券あたりも出させてもらっ
たので、できるだけ多くの町内の食事店を、飲食店を回っていただきたいというコメント
もさせていただいております。あわせて今町報のほうで広報班が行って写真を撮って、こ
ういうところがおいしいですよっていうようなところも提案させていただいてるっていう
ふうに思っておりますので、そういった意味で目に入ってなかったら不十分かもしれませ
んが、できるだけの今努力をさせていただいてるっていうふうに思ってますし、また、そ
ういった横の連携をこれから事業化の中で進めていければというふうに思ってます。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）いや、経営診断の中で、来客された方がこの辺の観光スポ
ットはどこかありませんかとか、オオサンショウウオはどう、いろいろなことを聞かれた
ときに、何にも答えられないというスタッフがおられたと診断書にあるわけなんですよ。
だけん、そういったことがないように日南町の魅力アップするために、せっかくこの診断
受けられたのでこれを生かすために、そういった取組を行政のほうでする必要が、この診
断書を受けられた方だけでなしに、日南町のレベルアップするのに必要ではないんですか
という質問です。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）すみません、質問の趣旨を履き違えたようでありまして、申し訳
ありませんでしたが。当然のことだろうというふうに思ってますので、そういった町全体
の情報が共有されてないっていう話だろうというふうに思いますので、どこかの機会でそ
ういう機会を設けさせていただければというふうに思いますし、またやっぱりその辺はパ
ンフレットだとか、そういったところの力っていうところも必要になるのかなというふう
には思っておりますので、そういったところも紙ベースも利用しながらっていうところか
なというふうに思いますので、その辺は改めてその取組について進めていきたいと思いま
す。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）このアメダスのほうの存続についての最後のあれですけ
ど、これは今の事業者でない何らかの形で存続に向けての前向きな検討が行われていると
いう認識でよろしいでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）そのとおりであります。あのチラシにも再開につきましては前向
きに検討しておりますというふうに書いてありますので、御承知いただければと思いま



す。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）では、続いて、最後の部分、下谷中たたらの跡地の取組に
ついてお伺いしたいと思います。先般、現地のほうを見に行かれたということがありまし
て、この答弁のほうで国の指定まで四、五年かかるということ、それから、その前に県の
ほうの指定を受けて町の文化財指定を受けながら、県のほうのを受けてということですけ
ど、県の指定というのがどの程度かかるのか、また何から手をつけていかれる考えなの
か、また、国の指定を受けるにはどのような手続が要って準備段階としてどういったもの
が必要なのか、その辺をちょっとお伺いしたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）村上教育次長。
○教育次長（村上　伴樹君）失礼します。遺跡に指定するスケジュール的なもの、あるい
は手続的なところの話だと思います。まず指定する場合に価値づけということが必要とな
ってくるようです。これは先ほど答弁のほうでもお伝えしましたが、測量調査というも
の、これを行うことによって価値づけがなされるというところです。さらには、必要な場
合には発掘調査、あるいは文献調査等をしていく必要があるということです。それから、
判断基準というものがございまして、おおむね造られてから５０年以上が経過していると
いうこと、この下谷中はもう十分それに相当をしております。それから、地域の歴史を語
る上でほかと比較して突出してる点があるというところ。この点につきましても下谷中は
非常に良好な状態で残ってますし、規模も非常に大きく、たたらを説明する上で非常によ
いものであるというふうに判断ができると思います。それから最後３つ目に、保護管理組
織の有無ということで、草刈り等々をするそういう組織が存在しているのかというよう
な、そういうような判断基準がございます。そういうものを価値づけを行い判断基準に照
らし合わせて、いわゆる町の指定、それから県のほうの指定、それから国のほうの指定と
いう流れになっていきます。町の指定につきましては、大体早ければ１年ほどで指定にな
るということです。その後、県のほうも早いスケジュールでは１年ほどかかるということ
です。その後、国の指定ということで早くても２年から３年ということで、トータルで国
の指定になるには四、五年はかかるというような、そういうスケジュール感になっており
ます。以上です。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）自分たち分からないわけですけど、この指定を受けるこ
と。県であったり国の指定を受けることによるメリットとデメリットが、もし考えられる
デメリットがありましたら教えていただきたいわけですが。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）まだ全体像が捉え切れてないということがあります。内藤岩雄
先生の絵図に基づいて、日南町の中でも最も早くたたらが操業されている、非常に隣の都
合谷の遺跡よりもはるかに古い、しかもそこの規模というか、そういったものも広く大き
く捉えられていると思っています。ただ、残念なことにまだその調査、全体像の調査とい
うものが町の責任で行っておりませんで、その調査の中でどういうふうなものを価値づけ
ていくのか、そして価値づけることが難しいのか、その辺りのところについては、やはり
その調査を待って判断すべきかなというふうに思っています。現段階のところで町の審議
会の委員さんにも現地に行っていただいて、その審議会のメンバーの中で町の指定という
ことの手順がありますので、そこについての理解を図っていただくということはあります
し、調査が今後、来年度等々になるかと思いますけれども、それを踏まえた上でメリット
やデメリット、そういったものを検討すべきときが来るんではないかというふうに思って
おります。現段階でまだそこのところ、ちょっと答弁がさせていただくことができないと
いうことで御了解ください。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）国の指定、県の指定を受けるメリットが分からないけど、
指定に向かっていくというその発想というのがはっきりと言や、やはり指定を受けるメリ
ットがあるからそちらのほうの指定に向かわれるんではないかと思うわけですけど、その
点どうでしょう。何かメリットがあるから国の指定を皆さん取りたがるんではないかと思
うわけですが、どうでしょう。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）もちろん町の宝だというふうに思っておりますし、その価値づ
けというところが、やはり絵図という描き下ろしたものというところだけのものではなく
て、やはりその価値が、やはり調査、専門的な調査の方々にやはり委ねられる部分もあり
ますし、保存することによってそのことが日南町のやはり大きな遺産である、昔からのた
たら製鉄が非常に盛んであったという、そういった歴史をきちんと価値づけるという、町



の誇りをきちんとやはり捉えていくということが大きなメリットだというふうに思ってお
ります。ただ、そこの保存ということになると、様々ないろんな条件や要件がそこに付随
してくるものもありますので、その辺りのところをやはり町の宝という、もちろんそこの
ところは確実に大事にしなければならないというふうにも思っておりますし、ただ、そこ
だけではない、デメリットがどういうところで出てくるのか、保存によってどういうデメ
リットが出てくるのかということについては、やはり調査の方向性を待ちながらというこ
とで判断させていただきたいと思っております。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）ここに地権者の方、要するに今から測量されるわけであり
まして、当然測量をされるにはその地権者の方の了解、理解を得られると思うわけなんで
すけど、その後、これが町の文化財として妥当と判断されたときに、仮定の話だけんでき
ないのかもしれないわけなんですけど、これを賃借とか購入とか、そういった手を打って
でも保存するもんだという価値が見いだされたときは、そういった対応もありということ
でよろしいですか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）基本的にはおっしゃられるとおりだろうというふうに思っており
まして、当然、土地所有者の同意っていうところは、形はどうあれ同意っていうことは必
要だろうし、併せて今後の長いスパンの中での同意っていうところも同時に要るというふ
うに思っております。ですから、そこの間には価値観がどこにあるかっていうことがまず
前提ではないのかなというふうに思っておりますんで、そういった意味でのこれからの動
きの中で、そういった結果を見ながら検討していきたいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）それと、先ほど何か要件の中に保護管理組織の有無を問わ
れるというような説明があったわけですけど、この保護管理組織はどの段階でつくる必要
があるのか、用意しておかないといけないのか、またそれはどういった働きかけをもって
この組織の形成に向かっていかれるのかお伺いしたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）村上教育次長。
○教育次長（村上　伴樹君）失礼します。保護管理組織の有無についてですけれども、タ
イミングとしては指定をするからっていうタイミングではなくて、それ以前に自発的にそ
の場所をいろいろ管理をしていただくっていうのが望ましいというふうに話は聞いており
ますし、なければ管理作業を諸団体に委託するというような方法もあるというふうには聞
いております。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）だけん、要するに測量をして向かわれるわけだと思います
けど、その測量をするどのタイミングと言やおかしいです、測量をして町の文化財に指定
をされるということですけど、それを今もう既につくってあってもいいわけなんですけ
ど、いつの段階になくてはいけないかということなんですよね。県の指定の前であるのか
ということをお伺いしたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）村上教育次長。
○教育次長（村上　伴樹君）失礼します。すみません、私の説明が不十分なところがあっ
たと思います。これ、指定を受ける際に判断基準ということで必要な項目ですので、指定
をする際にもうそういうような管理組織等があるほうが望ましいということです。
○議長（山本　芳昭君）それは県の指定ですか、国の指定ですか。
○教育次長（村上　伴樹君）すみません、それは町も県もです。
○議長（山本　芳昭君）ということです。
　７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）町の指定の前ということはもう町のほうで、これ読みます
と、ちょっとすぐにでも働きかけてみようかという答弁になっとるわけですけど、なら、
早々に保護管理組織というものを立ち上げる必要があるんではないかと思うわけ、今日、
初めて今聞いたわけなんですけど。これはどういう形で立ち上げられる。それは自発的に
できたらいいわけなんですけど、なかなかそういった組織形成というのができないと思う
わけなんです。実際、山上のまちづくりの会、見られた方もおられるかもしれませんけ
ど、広報紙であります大草山だよりで、この下谷中たたらの特集を大変きれいな特集を組
んで、地域の方にはやはり周知してもらう活動に取り組んでおります。そういった形で、
轍でありますので、そういった流れの中でこういった保護管理組織というものはできるか
もしれませんけど、やはり教育課のほうで音頭を取られるのか、からお願いをしてまち協
のほうで音頭を取られるのか、それとも愛好者の方、愛好者の組織を立ち上げられるの
か、その点の考え方をお伺いしたいと思います。



○議長（山本　芳昭君）村上教育次長。
○教育次長（村上　伴樹君）この保護管理組織につきましては、いろんなケースがあると
いうふうに聞いております。町内でも県指定のもの、国指定のものがあるんですけれど
も、自治会で管理を進めておられるところもありますし、シルバークラブのようなそうい
う団体さんで管理をしておられるところもありますし、ひいては個人でされているとい
う、例えば多里のノジュールなんかは個人でしておられるというようなことも聞いており
ますので、組織という表現をしましたけれども、いろんな団体のほうでその管理のほうは
していけばいいというふうな捉えではおります。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）説明の中で要するにすぐでも町の指定に向かっていくとい
うような書きぶりに、自分、取ったわけですけど。した場合は早々に保護管理組織という
ものを立ち上げないといけないもんで、町の指定の前ということですので、した場合はど
ういう形で、今のようにケースがいろいろありますよでなしに、日南町としてはこういう
形での組織づくりが望ましいと考えておられるのか伺ってるわけです。よろしくお願いし
ます。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）このたたらを大事に考えていらっしゃる組織はたくさんござい
ます。そして個人の方も多く教育委員会のほうで、たたらをやはりきちっと教育課として
も文化財として捉えてほしいというような御要望をたくさんいただいております。もちろ
ん、笠木地区の熱心に取り組んでいらっしゃる方々、またグループも承知をしております
ので、やはり下谷中たたらのことについて、なかなか私たち自身も出向いて、そして話を
聞かせていただいて初めて認識をするというようなことも多々ございました。今日、質問
に取り上げていただきまして、その中で関係者の皆さんのやはり御意見を聞きながら、こ
うあるべきということではなく、思いを持った方々がどういう組織を保護団体組織として
いくのかふさわしいのかということについて、十分な議論ができておりませんので、その
辺りやはりこれを機会に下谷中遺跡の保護管理をどうしていくのかということについて、
話合いの場を持たせていただきたいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）やはりそういった組織づくりが今後そういった方向に向か
っていくという考えがおありなら、やはりそういった組織というものの立ち上げというの
が必要だと思います。何人かのこのたたらのほうの関心のある方に意見を聞かれて、ぜひ
そういった組織づくりというのを向かっていってほしいと思います。それとあわせまして
ですけど、今現在、特にこの下谷中たたらのことをよく御存じの方がだんだん高齢になっ
ておられるわけでして、この文章によりますと指定後に教育、観光に活用する道もあると
いうことですけど、その指定される前から、もし仮に測量が済んで地権者の了解が取れた
段階から、もう観光であったりもっと広く皆さん方に周知して知ってもらうことによっ
て、学芸員っていうか、後を継ぐ学芸員的な人が生まれてくるんではないかと思うわけな
んですけど、この指定後でないと、どの指定か分かりませんけど、指定後でないと教育、
観光に活用されないのか、同時進行しながら学芸員という方を育成していく考えはないの
かお伺いします。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）現在、町もふるさと教育について今整理をしておるところで
す。その中でもやはりたたらの文化、伝承、そういったことを子供たちとどう取り組んで
いくのかということについて、日南町の教育の在り方検討会の中でも、日南学であった
り、このふるさと教育で何を取り上げていくのかというような議論もなされておりますの
で、決して指定が終わってからのスタートではなくて、日南町のやっぱり財産をどういう
ふうに子供たちと一緒に取り組んでいくのかということの議論については、今々進めてい
くということは必要だというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）７番、近藤仁志議員。
○議員（７番　近藤　仁志君）いろいろ質問させていただきましたけど、今日特にお伺い
したのは、人口減少ウイルスは枝葉から侵入して主木を枯らすということでありまして、
地域磨きというのをやはりもっと具体的に取り組んでいただきたいと思って、地域のほう
の問題をこのたびも取り上げさせていただきました。これから先コロナ等でいろいろいた
しくて皆さん大変閉鎖的な気持ちになっております。明るい話題をつくっていただきたい
と思いますが、そういう意味で検討お願いします。これをもちまして一般質問終了させて
いただきます。
○議長（山本　芳昭君）近藤仁志議員の一般質問を終わります。
　　　　───────────────────────────────



○議長（山本　芳昭君）ここで暫時休憩といたします。再開を３時２０分からといたしま
す。
　　　　　　　　　　　　　　午後３時０９分休憩
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　午後３時２０分再開
○議長（山本　芳昭君）休憩前に引き続き、会議を再開します。
　タブレット５ページから６ページ。
　８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）私は、本年最後の１２月定例会において、日本共産党の議
員として、当面する町政の諸課題について執行部の姿勢をただします。
　今日、１２月８日、中国で侵略戦争を続けていた日本は、当時イギリス領のマレー半
島、コタバルとアメリカのハワイを奇襲攻撃し、対英米戦争に突入しました。あれから
７９年です。日本の戦争はアジア諸国民と日本国民に甚大な犠牲を出しました。悲劇を絶
対に繰り返してはなりません。日本を再び戦争する国にすることを狙った安倍晋三前政権
を引き継ぐ菅義偉政権は、日本学術会議の人事に介入し、日本国憲法第２３条の学問の自
由をじゅうりんする強権姿勢があらわであります。国民の自由と権利を奪い、戦争に突き
進んだ歴史の過ちに無反省の政権を私は許すわけにはいきません。国民共同の力で任命許
否を撤回させることは急務であると考えます。
　さて、私は、まず学校教育全般についてただします。先般、１０月１６日のメールであ
った、日南小学校に関する生徒指導事案の報告について、改めて執行部の説明を求めま
す。
　続いて、新型コロナウイルス感染防止対策で、突然の全国一斉休校要請により、学校現
場は子供たちへの対応に追われ、校長をはじめ教職員が一人一人の子供たちと向き合うゆ
とりが乏しかったのではないかと推察をしています。今回の事案をどう生かす考えである
かお聞きいたします。
　そして、教育委員会は令和４年度からコミュニティ・スクール制度を始める計画があ
り、今現在様々な取組をされていられます。現時点での課題をどう分析されているのかお
聞きいたします。
　そして、新年度からにちなん保育園を教育委員会に移行する計画があります。いわゆる
保・小・中一貫教育を目指そうとされています。その中身を問うものであります。
　そして大きな２番目で公職選挙法の一部改正と鳥取県西部地区特別職等報酬審議会につ
いてお聞きいたします。日南町広報１２月号に、公職選挙法改正による公営選挙制度の拡
大における日南町の対応についての意見募集のチラシが入っていました。改正点の一つに
立候補者の供託金のことに触れていられませんでしたけども、これについては私は今度の
選挙から町村議会に立候補する者は供託金１５万円を支払うということになっていますけ
ども、この点について説明がなかったのは不備ではないかと考えます。
　そして、鳥取県西部特別職等報酬審議会の最終答申が発出されて２年が経過いたしま
す。日南町議会は議会の総意として日南町独自の報酬審議会を設置されるよう要望してい
ますが、その後の進展状況はどうなっているかを問うものであります。以上、私の質問と
いたします。
○議長（山本　芳昭君）執行部の答弁を求めます。
　中村町長。
○町長（中村　英明君）久代安敏議員の御質問にお答えします。最初に、学校教育全般に
つきましては、この後、教育長のほうから答弁いたしますが、私のほうから、新年度から
にちなん保育園を教育委員会に移管する計画と保・小・中一貫教育が目指す中身という内
容につきまして、答弁をさせていただきたいと思います。
　小学校の統合を契機に進めてまいりました、保・小・中の一貫教育でございますが、
１２年を経過した現在、様々な課題等も出てきておりまして、それらの課題解決に向けた
取組を進めていく中で、令和３年度から保育園を教育委員会に移管し、保・小・中一貫教
育のさらなる推進を図ってまいりたいというふうに考えております。特に一貫教育の柱と
もなるふるさと教育の推進において、地域の資源や人材を生かしたゼロ歳から１８歳まで
の一貫したカリキュラムづくり等も進めていけるものと考えております。また、教育と保
育の連携強化という視点から、小さいときから学ぶ意欲を育てていくことが大切であり、
保育に学ぶという視点を入れた教育環境づくりに努めます。この取組が将来的には学力向
上にもつながっていくと期待しております。さらに教職員の連携強化におきましては、保
育園が教育委員会に移管することによりまして、日南の子供の育成方針や理念を一貫させ
ていく必要があります。様々な活動や研修会等を通じて、教職員や保育士が理念を共有
し、指導や支援を行うことが重要となります。このような取組を充実させていくために



は、コミュニティ・スクールの基盤を生かした教育環境整備はもちろんのことであります
が、教職員、あるいは保育士の研修や先進地視察等に積極的に取り組みまして、意識改革
を図る必要があります。そして、日南町の子供の実態に応じた保・小・中一貫教育の充実
による保育・教育の再構築を目指していきたいというふうに考えております。
　次に、公職選挙法の一部改正に伴います選挙公営制度への意見募集についてということ
の中の供託金の記載がないのが不備ではないかという御質問です。このたびの公職選挙法
の改正内容は主に３点あります。１点目が町村の選挙における公営制度の拡大が可能にな
ること、２点目がビラの頒布の解禁、３つ目が御質問のありました町村議会議員選挙にお
ける供託金制度の導入でございます。
　このたびの町民の皆様に意見を募集しましたのは、第１点目の選挙公営制度を本町で実
施するための条例を制定することについてであります。今後実施するとすれば条例を制定
する必要のある選挙公営につきましては、このたび適正な公費の負担についてなどにつき
まして広く意見を聞きたいということで、それらを参考にしながら議会におきましても議
論いただき、制度の在り方を検討してまいりたいという考え方です。
　２点目のビラの頒布と３点目の供託金につきましては、法律で定められたものでありま
して、町民の意見を伺う余地のないものであるという考え方で意見募集を行っておりませ
ん。供託金を含めた公職選挙法の改正に伴う全体的な変更点の周知につきましては、次回
の選挙の実施の前の広報や立候補者の説明会等で詳しく説明をさせていただきたいという
ふうに思っております。
　次に、議員報酬の改定に係ります町独自の報酬審議会の設置について、その後の進展状
況ということでございますが、平成３０年１２月の審議会の答申を受けまして、町独自の
報酬審議の場を設置する要望をいただいておりまして、現在西部の町村会においてその方
法を議論していただくよう研究・協議を行っているところでございます。この制度につき
ましては昭和４６年の審議会の設置の当初から、当初は高度経済成長に比例して、各町村
の職員給与等が上がる中で、特別職の報酬に一定の抑制を図るという目的で設置されてき
た経過があります。今回この西部地域の統一した報酬審議の場から日南町だけが抜ければ
よいということではなくて、西部全体でどうあるべきか協議していただき、解散かあるい
は日南町を除く６町村の新たな審議会を設置するかというような判断になるというふうに
考えております。協議を進めるに当たりましては、現在のコロナ禍の感染症の影響によ
り、地域経済が縮小傾向にある状況下での議論の難しさも感じておりますし、一方で現在
県東部におきまして、議員報酬の引上げの動きも出てきておりまして、その結果によりま
して県下で西部地区の議員報酬が一番低い状況が生まれる可能性も出てきております。そ
ういった状況を踏まえながら西部地区の審議体制の中で、再度引上げの諮問ができる環境
が整う可能性があることも考慮いただきながら、改定時期が、次期改選期と想定しまし
て、少し県下の状況を見ることも必要ではないかというふうに思っております。全国的な
議員の成り手不足への解決策の議論の中で出てきた方針であることを理解した上で、さき
のスケジュール感を持ちながら具体的な研究・協議を進めていく考え方です。
　以上、久代議員の御質問に対する答弁とさせていただきますが、最初の学校教育全般に
つきましては、この後、教育長のほうから答弁いたします。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）久代安敏議員の御質問にお答えをいたします。
　まず、学校教育全般について、日南小学校の生徒指導事案についての御質問です。先ほ
ど１０月１６日とお話をされましたが、１０月９日に起こりました事案について御説明を
しておりますので、その内容についてお話をいたします。１０月９日金曜日午後に、高学
年児童数名が鍵のかかった中期交流教室に侵入をし、出入口にバリケードをつくり、窓か
らごみ箱等を中庭に投げ落とす事案が発生をいたしました。教員の制止も聞かず危険であ
ると判断をして、校長が外部応援者に連絡をし、事案に関与した児童一人一人から聞き取
りが行われました。また、聞き取り終了後、保護者と一緒に校長から今回の事案の重大さ
等について話をしました。この事案を受けて学校は１２日月曜日に全校集会を開き、管理
職が全校児童に説明を行い、集会後は各学級で担任が今後の生活改善について指導を行い
ました。さらに１３日火曜日には臨時ＰＴＡ総会を開き、今回の事案と学校の現状、今後
の取組について説明を行いました。
　子供の問題行動には様々な要因が背景にあり、それを改善、防止するためには学校、家
庭、地域が一丸となって子供を支え育てることが必要です。また、子供と教職員の信頼関
係づくりが必要ですが、現状では信頼関係の構築に至っているとは言えず、教員の指導の
在り方を変えていくには日々の子供たちとの関わりの中で築いていくしかないと考えてい
ます。現在、保育園、小・中学校の教職員が協力体制を組んで、子供たちとの信頼関係の
構築に向けた取組を行っております。



　次に、新型コロナウイルス感染防止対策としての全国一斉休校要請をはじめとする、教
育環境の大きな変化となった一連の事案を今後どう生かすかという御質問ですが、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大により、３月２日から３月２４日、さらには４月２７日か
ら５月６日の期間、臨時休校を実施をいたしました。本町は他地域のような長期にわたる
臨時休校措置に至らず、出席日数の確保はできています。しかし、学年末の大切な時期に
臨時休校をせざるを得なかったことや、例年行われている学校行事や学習内容の取りや
め、見直しは、子供たちや学校現場に大きな影響があったと考えています。学校現場の負
担という面では臨時休業への対応だけでなく、放課後の消毒作業、学校行事の縮小、学習
活動や学習方法の制限など、様々な感染防止対策を行いつつ、子供たちの学習活動や学校
生活の充実を図るための取組を両立することの難しさが大きかったと言えます。現在は学
校の消毒作業は業者委託を行い、教職員の負担軽減を図っています。学校現場では子供た
ち一人一人に寄り添い理解して指導や支援を行う必要がありますが、個々の子供たちの内
面に入り込んだ指導が十分に取れてない面もあります。チーム学校の関係者を拡大をする
こと、リアルやリモートでできることの視野を広げていくということ、鳥取大学とソフト
バンクとの連携事業、日南町の子どもの教育在り方検討会の委員さんとの連携・協力な
ど、子供に多様な大人が関わることが今できることだと考えております。そして、子供、
教職員、保護者、地域の皆さんの関係性を紡ぎ直す、そういった取組が必要ではないかと
考えています。
　次に、コミュニティ・スクール制度開始に向けた課題分析についてですが、現在、令和
４年度よりコミュニティ・スクールをスタートさせるための準備を進め、各地域での説明
会や実際に熟議を体験していただくなど、周知に向けての取組を積極的に行ってまいりま
した。日南町の子供たちがどんな子供になってほしいのか、そのために何ができるのか、
地域の皆さん、保護者、学校や保育園の先生が一緒になって思いを出し合うことができま
した。立場を超え話合い、熟議ができたことは有意義であったと認識をしております。地
域の皆さんや議員の皆様にも積極的に参加をしていただき、学校教育への関心の高さを改
めて感じました。また現在、小学校６年生と中学校１、２年生を対象に、日南町の未来を
考えようというテーマの下、熟議を行い、児童生徒への周知にも取り組んでいます。この
ような取組を進める中で、現時点の主な課題としては３点上げられます。
　１つ目はオールにちなんで子供たちを育てようということを掲げておりますが、７つの
地域をオールにちなんとしてどう機能させていくのか、１つにどうまとめていくのかとい
うことも危惧する声があるということです。一方では、７つの地域の地理的環境を生かし
取組を工夫することで、日南町独自のコミュニティ・スクールができるのではないかとい
う期待の声もあります。いま一度、オールにちなんという意識改革を進めていき、学校と
地域がより一層協働して子供たちを育てていく必要があると考えます。
　２つ目は教職員や保護者、地域の意識改革についてです。これまでに複数回、コミュニ
ティ・スクールの理解を図る研修会を開催してまいりましたが、十分な理解まで至ってい
ない現状があると思います。特に保護者や地域の方はコミュニティ・スクールという名称
を初めて聞く方がほとんどで、一度研修会に参加してすぐに理解していただけるとは考え
ておりません。また、教職員の中にもコミュニティ・スクールの経験者は数名しかおら
ず、実際にどのような取組になるのかイメージできないのが現実です。そして、教職員の
場合は人事異動があり、職員の入れ替わりがあります。教職員が入れ替わっても揺るがな
いコミュニティ・スクールの構築が求められるところです。このような現状を踏まえ、こ
れからも研修会等を重ね、コミュニティ・スクールの理念や仕組みを理解してもらい、意
識改革を図っていきたいと考えています。また、学校を地域に開き、よいところも課題と
なるところも知っていただくことも必要になると思います。
　３つ目は学校運営協議会と地域学校協働本部の２つの組織をどのように運営していくの
かという問題です。組織はできていてもこの２つの組織がうまく運営されていなくては、
コミュニティ・スクールとして機能しません。この課題解決にはコーディネーター機能の
活用と事務局の運営が大きな役割を果たすと考えています。コミュニティ・スクールがス
タートしてから議論するのではなく、準備段階からしっかりと議論をしておくべき課題で
あると考えています。今後もコミュニティ・スクールの仕組みを生かした、地域とともに
ある学校づくりに努めてまいりたいと考えております。
　以上、久代安敏議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。
○議長（山本　芳昭君）再質問がありますか。
　８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）まず、１０月１５日と申し上げたのは、メールを議員が受
け取った日付であります。この事案は１０月９日に発生した事案だということは確認をし
たいと思います。私も学校教育については深く関心を持っているわけですけども、とりわ



け小学生が全校で１２５人ですかね、１年から６年生まで。そういう中で学校現場に、
今、教育長の報告では説明がなかったわけだけども、黒坂の警察署の署員と矢戸の駐在所
員が学校に来られたということは事実でしょうか。その点について、まず最初にお聞きい
たします。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）矢戸の駐在さんではなくて。
○議員（８番　久代　安敏君）多里ですね。
○教育長（伊田　典穂君）はい、そうです。それは事実でございます。
○議長（山本　芳昭君）８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）町長にお聞きしますけど、学校設置者の責任者は町長で
す。まず、今回の事案で町長、副町長は実際に学校現場にどのぐらい足を運ばれて、どの
ような教職員と対話をされてきたのかということについて、まず最初にお聞きいたしま
す。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）御質問の内容は先生とどういう関わり合いを持ってきたかってい
う御質問だというふうに思っておりますが、答えは、その後についてはお話をさせていた
だいておりませんが、ただ、学校を見学って言いましょうか、そういうところは夏の前ぐ
らいから何回か行かせていただいたり、あるいは校長先生とお話をさせていただいてると
いうふうな経過は報告をさせていただきたいと思います。あわせて、皆さん方も懸念され
てる部分もあるのかもしれませんが、言われてるような現状っていうのは、私も教室も回
りながら感じたところです。ちょっと長くなって申し訳ありませんが、今回の事例は、事
例として私は個人的に思ってるのは、一つの事例には間違いないっていうふうに思ってま
すが、とは言いながら、全体を見たときに、今の教育って本当に合ってるのかっていうと
ころを疑問を持っておりました。と言いますのが、教育関連で申し上げると、例えば総合
教育会議あたりが四、五年前から仕組みとして変化しております。そういうことだとか、
個人的には日南町の子供さんって学力が低いよねっていうテスト上の話ですけども、そう
いうところが以前から言われておりました。でも何で低いんだろうと私自身はずっと疑問
を持っておりまして、知能が低いわけではなくてたまたまテストでは結果が、そういう結
果になってるのは事実だというふうには理解するけど、なぜそうなってるのっていうとこ
ろの、私自身の理解ができてなかったって、できてなかったっていうか、今でもそうなん
だろうけど、そういうもやもや感がありました。それと併せて、そういうことも含めて、
やはり保育園も含めて一括、一括言やちょっと言葉はあれですけども、本当に連携した形
をこれから再構築する必要のある時期ではないのかなというふうに以前から思っておりま
して、ただ、じゃあどうしたらいいかという具体的な回答だとかに至るまでっていうの
が、もちろん自分自身も勉強不足でありますので、そういったところが明確でなかったと
いうのが正直な話です。ですから、今回の事例は一つの事例だし、それから、教育界全部
でしょうけれども、この間の新聞報道にしたって、いじめの件数が増えてきております、
不登校が増えてきております、いわゆる小学校の低年齢化になっておりますっていうとこ
ろは以前から伝わってきたことだろうというふうに思っております。そういった、やっぱ
り日南町だけではなくて広い意味での教育っていうところが、本当に大変ではないのかな
というふうに思っております。学校の先生も今、働き方改革って言われてきました。一方
では世界一先生は忙しいっていうような表現の文面も見させていただいたことがありま
す。実態はちょっと分かりませんが、そういった意味で社会がどんどんどんどん変わって
きてる中で、やはり教育っていうところの子供の成長もやっぱり変わってきてる、社会の
背景も変わってきてる、そんなところで改革するということではなくて、まずはその辺を
見直すっていうか、考え直すっていうところが必要だろうというふうに思っております。
そういった意味で保育園の教育課っていうか、その移管についてはそういったところの発
想の中で、やっぱり連携した形でのこれからの在り方を目指すべきだろうというふうに思
っております。そういった意味で今、保育園も一生懸命研修をしていただいてる最中であ
りますし、そういったことを含めて今回の在り方会議の検討会もお願いをした経過があり
ます。そういった意味で、やっぱり専門的な見地の中で、こういった日南の子供をどう育
てていくかっていうところは、改めて見直す必要があるんだろうというふうに思っており
ます。ですから、今回の事例は、事例としてしっかり受け止めた形の中で、やはり子供が
悪いんではないというふうに私は思っておりまして、この間の学習の講演会がありまし
た。あっ、家庭学習講演会です。多くの皆さんが保護者の皆さんを中心に受講されたりリ
モートで見学されたというふうに思っておりますが、そういった意味で、そこでおっしゃ
られてるのはやっぱり大人が変わることだっていうふうに、まずはですね。そんな講演の
内容だったというふうに私は理解しておりますので、そういった意味で今回の事例は事例



として、つくられたもんではないのかなというふうな思いで私自身は思っておりますの
で、一つの点を、それに至った経過はいろいろ背景はあるというふうに思っておりますけ
ども、そういったところも含めて、これから見直すべきだろうというふうに思っておりま
す。
○議長（山本　芳昭君）丸山副町長。
○副町長（丸山　　悟君）お尋ねの件でありますけども、私も数年前経験がありましたの
で、その部分を含めたところで感想を申し上げたいと思いますけども。なるほど、学校設
置者につきましては町長でありますけども、運営等々につきましては教育委員会が管轄を
しておりまして、教育委員会会議、教育委員さんあたりと一緒に一生懸命議論をしてその
対策を求めるところでありまして、私はそういうふうにしておったところであります。今
回の事案についても教育委員会は一生懸命いろんな対応をしたというふうに解釈をしてお
りますし、うがった考え方、それから私個人の意見で申し訳ありませんけども、私がおる
ときあたりにつきましても、いろんな今事案、事案というか高度な対応をしなければなら
ないというところがありまして、昔には警察というような話もあれば大変なことだという
ことがありましたけども、現在は少年犯罪とかいろんなところがありまして、割といろん
な事案が発生した場合は相談をするところがあります。相談をして処理をしていくとこが
あります。私のときにも相談をして処理をしてもらったところもありますけども、そうい
うような状況でややもすると警察というようなところがあると、大きくいろんなことを考
えて先のことを考えることがありますけども、現在はそういうような状況でありまして、
一生懸命教育委員会は処理をされておるというふうに考えております。あわせまして、す
みません、私の場合は学校には出向いておりません。以上です。
○議長（山本　芳昭君）８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）ただいま町長と副町長の見解を聞きました。とりわけ副町
長は以前、教育長もなさっていられたことがあるので、やっぱり詳しいかなと思ってお聞
きしましたけど、現実には今回の事案では学校に赴いておられないということでした。私
はこの問題を受けて、日南町教育委員会の議事録を、取りあえず今年１１月まで開催され
た議事録を全部読みました。共通しているのはいじめや不登校、これについて教育委員会
も本当に悩み、教育委員の皆さんもですね、悩み苦しんでおられるということ、教育長も
随分いろんな場面で発言をされておりますけども。現実に今、小・中学校で不登校、ある
いはいじめに遭っている子供たち、それを実数として報告をしてほしいし、教育委員会の
議事録を読むと、学校現場から十分な報告がなされていないという発言もあったわけです
よね。とすれば、本当に学校長をはじめとして教師集団全員が本当に子供たちと真剣に向
き合って、今、信頼、信頼ということを何度かおっしゃいましたけども、本当に向き合う
考え方そういうふうになっていかないと、教育の一つの荒れですよね、荒れた状態という
のは克服できないというふうに私は考えています。ですから、まず今ある実態としてのい
じめや不登校、これについての数字が分かれば、まず教えていただきたいと思いますが、
どうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）村上教育次長。
○教育次長（村上　伴樹君）現在の実態についてということで、すみません、きちっとし
た数字がちょっと今申せないところもありますが、不登校については長欠とか７日以上欠
席とか、そういうふうに期間を区切られて毎月報告をするものがございますが、小・中で
それに該当する児童生徒は約２０名弱報告をしております。それから、いじめについて
は、これも月ごとの報告ということで、もちろん上がってくることもありますしない月も
ございますが、小・中で今までにカウントされてきたものが十数名あるというふうに、今
現在、きちっとした数字ではありませんけども、報告が上がってきております。
○議長（山本　芳昭君）８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）今、実際に教育委員会が把握されている人数を聞いて驚き
ました、私は。全校の児童で、先ほど申し上げた小学生が１２５人ですよね。中学生が
７９人。合わせて小・中学校で不登校になっておられる状態の方が、子供が２０名という
ことの報告があった、それは間違いありませんか。それで、それはあれでしょう、実際に
はある意味の学級崩壊的な状態がクラスで発生しているということではないでしょうか。
その点についての教育長、あるいは次長の認識を聞かせてください。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）先ほど、２０名という不登校の数ですが、これについては調査
が７日までの欠席、それから２９日までの欠席、それから３０を超える欠席というところ
で、それをトータルした数を多分言ったと思いますが、３０日を超える児童については、
児童生徒については複数名という形での整理だというふうに思っています。具体的に毎月
毎月その数というのは変わってきておりますので、７日間の休み、それから２９日以内で



の休み、それから３０日以上超えたもの、そこのところ少し、今、話をした数字はちょっ
と変わっておりますので、そのところだけは訂正をさせていただきたいと思っています。
　それから、いじめにつきましても、今十数名というふうにありますが、いじめが見つか
った、認知をする、その先に３か月を超えてそれが継続をしているっていうところの状況
が解消されなければ、いじめ１名という１が消えていかないというような調査の中身がご
ざいます。その３か月間はやはり見ていくということで、現在、例えば４月にいじめが確
認をされた子供たちが、３か月後、そういったいじめが解消したかどうか、それがまだま
だ個人的な対応の中が、そういったいじめが続いているのかどうなのか、そういったこと
もやっぱり見ていく必要がありまして、その辺りの整理がケース・バイ・ケースというこ
ともありますし、その辺りのところのトータルで、何をもっていじめのケースかというと
ころを少し整理が要ると思っています。そして、今、昔はいじめを１をカウントすること
について、学校現場は非常にいじめがあるということが悪だというような捉えで、何とか
１にならない指導をやってまいりました。ところが、大津の事件以降、平成２５年以降、
何とか子供たちにはいじめが起こっていると、誰もがいじめられる側にも立ち、いじめる
側にも立つ、そういう認識の中で、数をその子がいじめられているという訴えを１カウン
トしていくと、認知をきちっとしていくということで、子供たちにしっかりと向き合って
いるというような、文部科学省のほうの方針が変わりまして、数値が上がることが全て駄
目ということではなく、そのことの訴えが学校の中で教職員との関係の中でできていると
いうふうに、その数値の見方が随分昔の感覚と違っております。その中で十数件あってい
るというのは、先生に訴えがあったり、それは保護者から先生に訴えがあったり、こうい
ったことがあったと、そのことについて解決に向かっていくという結果の数でありますの
で、その辺り、学級崩壊というのは、その数と一緒にということも関連づくことはありま
すけれども、まず数の見方については御理解をいただきたいというふうに思っています。
　それから、学級崩壊というような定義だと思うんですけれども、やはりこの間、１０月
から学校を開放して保護者やそれから地域の皆さんに見ていただくと、学校の子供たちが
どういう状況なのかということをとにかく開くということを校長は判断をしております。
それはやはりコミュニティ・スクールということで、まず子供たちの今の姿を町民の皆さ
んにやっぱり見ていただくと、それから保護者の皆さんに見ていただきながら、何が今必
要なのかということを共に考えたいという学校側の思いだというふうに思っています。そ
れはもちろん教職員の力量の不足、それから個々のいろんな子供たちの姿に、１人や２人
や、そういったとこでは対応し切れない子供たちの姿があるということを、地域の皆さん
や保護者の皆さんに知っていただくということもあろうかと思います。その中でやはり４
月から時間が４５分間始まりがきちっとできないであるとか、なかなか戻ってこないとい
うような、そういった姿も見られておりましたし、子供たちが学習に向かえない状況、そ
れはやはり教員との子供たちの中でのいろんな関係の中で難しくなっている状況も見てい
ただいたとおりだというふうに思っています。その中でやはり学校の体力が非常に落ちて
いる、その中で何が私たちが必要なのかということで、保護者の協力をいただいたり、そ
れから地域の皆さんがやはり何か自分にできることということを提案をしていただきなが
ら学校を教職員だけのものにせずに、いろんな地域の皆さんと共にそういったことを在り
方を考えていくというような、そういった取組の一環ではないかというふうに思っており
ます。以上です。
○議長（山本　芳昭君）８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）先ほどの教育委員会の議事録を読ませていただいて感じた
のは、ベテランの教員、それから新採で入られた教員、いろいろあってそれはそれでいい
んですよ。だけどもやっぱり大事なことは、教師集団として本当に担任任せにせずに全体
として問題を共有するということがまず大事だなというふうに考えてます。教職員の数も
人数も少ないし、もちろん子供の人数も少ないわけですから、特に何か問題があったとき
には、本当にみんなで問題を共有すると、そういう教員集団の総合的な知恵を出し合って
問題解決を図るという姿勢がどの程度取られているのかなという、何か教員同士の変な分
断、まあ分断と言えば変なんですけども、本当にまず先生同士が意思疎通が十分に図られ
ているのかなということを感じましたけども。この点についてはどういうふうに思ってお
られますか。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）教職員もやはり地元の教員がほとんどいない中で、やはり外か
ら日南町に通って来ているという状況が生まれています。その中でやはり子供たちの学年
の課題が起こったときに、例えば１つ起こったときに、みんながそのことについて考え合
うということについても、一昔前だったらそういったことは当然あった姿だったと思いま
す。ところが今や本当にいろんな学年の中で、抱え切れないほどの問題が次々起こる中



で、その課題解決にやはりみんなで知恵を合わせてというような時間的な余裕や、それか
らそういったことが今の学校の現場の中では大変薄くなっている、それは認めております
し、そこをどういうふうに機能していくのかというところに学校の苦しさもありますし、
学校のさっき体力が落ちているということも話をしましたけれども、そこに教育委員会と
しても一緒に考えていく、この学級の対応をどうするかということについて、教育委員会
も一緒に入りながらというところですので、人と人とをつなぐ、そこのところの教職員の
関係づくりにも大きな課題というか、そういった不安材料もたくさんあるというふうに感
じております。
○議長（山本　芳昭君）８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）私はできるだけ教育の問題に対しては、抑制的でありたい
とふだんは思っているんですけども、やっぱりこの間、全国の共通学力テストが始まっ
て、２００７年からでしたから１３年になりますよね。いつも町広報に学テの結果も公表
されていて、全国のレベルと日南の小・中学校、６年生と中３のですかね。前回は悉皆調
査でなくて、抽出テストだったみたいですけども、いわゆる一遍この全国学力テストは
１９６０年代に行って中止された経過があるんですよね。学力でばっかり全国レベルと日
南町の子供たちの調査をやっていくと。子供も学力テストのための勉強を学校の先生もさ
れてるという実態もあったわけですよね。ですから、全国平均の何％かということばっか
りを追求して、本当に子供たちに基本的な教育をしっかり教えるということが、テスト一
辺倒で追われて子供たちにもストレスがたまってきているのではないかと、この１３年間
そういうふうに私は思うんです。県の標準学力テストもあるし、年２回ですかね、ありま
すし、もうテスト漬けの面もいっぱいあるんですよ。その中で子供もストレスがたまるん
じゃないかなというふうにも考えますが、今のテストと子供の発達については、どのよう
に考えておられますか。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）全国学力・学習調査は今年はありませんでしたけれども、その
功罪というか、確かに経年で見ていきながら子供たちの６年生の育ち、それから中３の育
ちを見ていくっていうところについては、ある意味成果があったというか、そういったと
ころは評価もあるのかなとも思います。しかしながら、今本当に横並びで全国平均の上か
下かと、そういったことで子供たちの学力を見ていく時代はもう終わったなというふうに
私自身は思っています。これだけ少子化になって、一人一人が本当に次代を担う一人にな
っていく中で、もちろん自分の学ぶ力を育てていくということは、点数で測るもの、それ
はもちろん目安になるとは思いますけれども、そればかりではなくて、やはり何のために
やはりここに生まれてきたのか、地域をやっぱり大事にし、そこをやはり担っていく若者
に育っていっていただきたいという、やはりそれは保護者の願いであったり、地域の皆さ
んの願いであり、また本人が何のために自分が生きているかというところをしっかりと考
えるためには、点数ばかりの方向性とはやはり違う、さっきも町長のほうが、今の子供た
ちの実態に合っているかというような議論に結びつくとは思いますけれども、そういった
学力感というものを再度やっぱり見直していく、考え直していく時期が来ているのではな
いかと思っています。
　県も実は、来年度から独自の調査をするというような試みを持っておりますけれども、
私たちは、そこについて参加をするかどうか、そういったところについても今検討をして
おります。県が言うから全てそれをやるということではなくて、今々日南町の中でずっと
積み上げてきたものの中で測れるものは測ると、それ以外のところでやはり子供たちにテ
スト漬けをするであるとか、そういったもので子供たちにやはり大事な成長をもっと違う
ものにかけていく、そういったことが必要ではないかというふうに思っておりますので、
おっしゃるとおり今の子供たちに身につけるテストの内容と学力、それから育ちという部
分をもう一度みんなで考え直したいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）今の子供の学力テストによる序列化ですよね。これはもう
本当に全国で深刻な事態になってます。私はやっぱりよく学び、よく遊び、そして本当に
思いやりのある子供に育ってほしいというのが親御さんの気持ちだと思うんですよね。そ
うすれば、やっぱり小学校は思い切って遊ぶと、もっと伸び伸びと遊ぶということ。遊び
で学ぶ力を養うと、遊ぶことによって学ぶことということが今大事なんじゃないかなとい
うふうに思います。
　私も先般１０月の２７日でしたかね、自由参観に小学校のほうに伺いました。ちょうど
昼休憩になった関係で、高学年の子が小さな子を言ってはなんですけども、足蹴にするよ
うないたずらをしている場面に出くわしました。そしたらソーシャルワーカーの先生です
かね、出られて注意をされてましたけども、実際に障害物競走のハードルを持ち上げて、



中庭にありますよね、あれを持ち上げて遊んでいて投げたりしている子供の姿を見て、私
は本当、ちょうど帰りかけた時間でしたけども、本当に涙が出るような思いでその場面を
見ました。ということは、子供が本当に伸び伸びと遊べないと、だってあの中庭を見てく
ださい。あれ小学校の体裁はできてませんからね。もうブランコも鉄棒も僅かしかない。
あれは箱庭ですよ。まともな小学校の、公立小学校の校庭ではありませんから、前庭とい
う表現の仕方をされてまして、小・中共用の社会グラウンドはあるけれども、その施設そ
のものについても、子供が昼休憩に自由に伸び伸びと遊べないと、これは施設上の大欠陥
だというふうに、私はいつも小学校をあそこに建ててからずっと思っていました。ですか
ら、ちょっと話が長くなりますけども、やっぱり子供は本当に自由に伸び伸びと運動し
て、遊んで、言いたいことを言って成長していくんだと。それにはやっぱり先生も子供の
その成長を本当しっかり見詰めると、信頼し切ると、あなたを信頼してるんだよという思
いで、やっぱり教育に、子育てに。家庭教育、家庭教育言いますけども、やっぱり親は学
校に行っとるなかいは、学校現場の先生にやっぱりしっかり子育て、教育をしてもらいた
いという願望の下に学ぶ権利を子供に保障しているわけですから、やっぱりそこの信頼関
係を何とか構築していただきたいなというふうに再度、教育長には頑張ってもらいたいの
で、お聞きいたします。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）遊び場の問題は、もちろん保護者からも子供自身からも、それ
から教職員からも強い要望として出ております。先ほど申し上げました６年生のＣＳミー
ティングの中でも、やはり自然とともに遊ぶ場が欲しいという願望が３つの中の１つの項
目として入っておりました。やはり私たちは子供の教育を考える中で、生活を見てみると
本当に朝早くからバスに乗って学校にやって来る。学校に来ないと多くの友達と出会えな
い、そういった状況の中で学ぶ場であり、遊ぶ場であるということです。その学ぶってい
うところが今本当に、遊ぶっていうことの楽しみに子供たちは今やってきているのが現状
ではないかと思います。そこがやはり学び切るためにどういう教育環境が必要なのかとい
うことについては、やはり保育園の機能や中学校の機能や、グラウンドだけではなくて、
本当に子供たちが思い切って遊べるような環境づくりに、みんなでかかって知恵を出して
進んでいく必要があるんではないかというふうな気持ちを持っております。ぜひそこの辺
りは今回のいろんな問題が起こってきている背景にも、子供と本当に人と人との関わりが
非常に薄くなっているということ。それからゲームを中心となっていて自然体験の遊び場
が本当に少なくなっているということが大きく背景にあるのではないかというふうに思っ
ています。そのためには、保育園に子供たちも出かけたり、中学校と一緒に何かをやった
りっていうようなことを、もっともっと幅広にやっぱり奥の深いものでやっていかなきゃ
いけませんし、先ほど小学校の教職員が非常に苦しんでいるという話をしましたが、そこ
には保育園の保育士さん、それから中学校の教員がやはり早く低年齢化してきている思春
期の５、６年生の対応をどんな関わり方でやればいいのかっていうのが、今までの小学校
のノウハウでは通用しないということが明らかになっております。そこは中学校の機能で
あったり、もっと言えば日野高の生徒が一緒になって何かできるチャンスであるとか、や
はり町の人たちの力で様々なところに関わっていただきながら、もちろんその中で先生た
ちがゆっくりと子供たちに向き合って、本当に心をやっぱりきちっと見詰めていけるよう
な、そういう関係づくりを先生たち自身にはやっぱりその時間を確保してあげたいという
ふうなことは強く思っております。久代議員のおっしゃるとおり、そういったところをい
ろんなものをそぎながら、先生たちがきちんと子供たち一人一人の心に向き合って、添え
ていけるような学校に向かっていきたいというふうに思っております。いろんな御意見、
本当にありがとうございます。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）すみません。総じての話ですけども、最初にニュアンス的なこと
は話させていただきましたけど、やはり今少子化っていうところの現実で何が起きてるか
っていうこと。そして御承知のとおり私たちの時代もそうですけど、勉強していい大学行
って、いい会社に行って、なれば一番幸せだなっていう神話的な話があったというふうに
思っておりますが、とは言いながら、やっぱりそういう考え方を持っている方も多いって
いうふうには思っております。でも現状はどうかっていう話になると、いい企業が行った
からっていう話でもリストラがあったり倒産があったり、あるいは過労死、過労っていう
ところもある時代になったというふうに私は思っております。企業の採用にしてもやっぱ
り一辺倒の答えをする人ではなくて、自ら課題を見つけてそれを解決する力を持ってる人
を優先的に採用されるっていう時代に入りました。これからはＩＴあたりも利用する時代
であります。そんな時代の中で、これから日南町の子供たちをどう育てていくかっていう
ところは本当に大きなテーマだろうというふうに思ってますし、考えていかないといけな



い大きな課題だろうというふうに私自身は思っております。
　先般、東京のほうで保育園に行かせてもらいましたが、そこのテーマは、新宿ですので
３階建てのビルみたいな保育園でしたけど、そこのテーマが「見て考えて学ぶ」っていう
ことを言っておられました。要は子供たちの姿をそれぞれが異年齢で見て、例えばゼロ歳
の子供が１歳の子供を見ながらっていう話です。実際に現場を見ましたけど、本当に言葉
がなしにじっと見ておりました。３歳だったか、４歳、５歳が１つの教室じゃないけど遊
び場の中で、混合で生活をしておられました。ですから、人数が多いので３歳、４歳、５
歳が何十人もおるので、１つのことを共同で一緒にするってことはできないです。です
が、テーマによっては遊ぶところ、本を読むところ、そういったところで区切りをして分
けてゾーン的な話になりますが、そんな保育の仕方をされておりました。外にはウサギも
おりますし、それから金づちも置いてありました。のこぎりも置いてありました。いわゆ
る木工ができる形を、一つ一つのスペースは本当に小さいですが、有効利用されてるなと
いうふうに思ってましたし、そういったところを見たときにやはりいま一度私たちは今の
教育っていうところに対しての考え方を考えていかないといけない時代だろうっていうふ
うに再認識をしたというふうに思っております。
　現場の皆さんだとか一生懸命やっておられるというふうに判断しておりますけれども、
そういったところを含めて、これから日南町としての教育の在り方っていうのを再考して
いきたいというふうに思っておりますので、ぜひとも皆さん方にも御協力を賜りたいとい
うふうに思っております。落ちこぼれだとか小１プロブレムとかいろんな課題がもちろん
あるというふうに思っておりますが、その課題の原因は何なのかというところの視点の中
で突き詰めていく必要があるというふうに思ってますし、全てが１００％になることは難
しいっていうふうに思いますが、ただ、そういった形でのやっぱり挑戦をしていく時期だ
ろうというふうに思っておりますので、そういった見解の中でこれからは学校教育も含め
て、教育っていうのは本当に長いスパンが要るし、大変なものだっていうふうに私自身は
再認識したつもりでありますので、そういった意味で一緒になって頑張ればっていうふう
に思っております。よろしくお願いします。
○議長（山本　芳昭君）８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）いろいろ町長なりの教育観も話されましたし、教育長も語
られましたけども、やっぱり今回特に２月２７日に安倍首相が全国一斉休校の記者会見を
しましたよね。それで県下も全部の、一部の自治体の教育委員会が期間を全国一斉にはな
らなかったとこもあったけども、本来は市町村の独自の教育委員会、設置者の町長も含め
て、本当に科学的根拠のない安倍首相の一斉休校、これも大きな、子供たちに不安があっ
たというふうに思うんです。私は３月の定例会の一般質問の冒頭に、「なぜ休校、僕は学
校に行きたい」と、これは神奈川県の１２歳の小学校６年生の子の書いた文章を朗読しま
した。やっぱり３学期の３月、６年生の３月、友達とたくさん思い出をつくれる一番楽し
い時期なのです。これから僕たちのクラスではみんなで映画を撮ろうとしていました。そ
れもできなくなってしまいました。家にいてもやることがなく面白くありません。僕は学
校に行きたいです。要するに子供の教育権を奪うような全国一斉休校、これによって特に
子供本人もそうですけども、保護者の皆さんですよね、現実に一斉休校によって、誰も見
る人がいなかったという家庭が３割あったんですよ、データによると。ということは、本
当に一人子供が家に籠もって、お父さん、お母さん、シングルファーザーやマザー、おら
れる家庭もあるとは思いますけども、やっぱりそういう子供たちはやっぱり学校が一番の
よりどころなんですよね。給食もあるし、きちっと遊べるということで、その影響につい
てやっぱり私は貧困の格差も広がっているし、今回の事案を受けて、教育委員会としては
子供の家庭の実態をどのように分析していられるのか、ちょっとその点をお聞きしたいん
ですけども、どうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）先般、家庭教育講演会をしてくださった小林勝年先生に、ずっ
と日南小学校の子供たちのアンケート調査をしていただいています。休校のときの後、４
月の初めにも、この１か月の休校についてどうでしたかというようなアンケートをタイム
リーに取っていただきました。その中から子供たちはやはり寂しいという気持ちを持って
いたり、じゃ誰と遊んでたかというとやはりその中では兄弟のいる子は兄弟の遊びがすご
くあったというようなふうに答えておりました。しかし、兄弟のいない、または、お兄ち
ゃんが大きかったりとかっていうようなそういう子供にとってみると、本当に外に出ても
遊べないしっていうような状況が大きくあったというふうに思っています。やはり寂しさ
みたいなことのストレスがいろんな面で学校が再開したときに出てきたのではないかとい
うような分析もしておりますし、やはり学校に来たからといってそのストレスが軽減され
るかといえば、そこにもやはり弱いところ弱いところに子供たちのストレスのはけ口が向



かっていったのではないかというふうに思っています。そこにも学校行事、普通だったら
みんなが力を合わせて一つのものに向かっていこうっていうような取組、例えば４月でい
うと遠足であったり、通常でいくと６年生は修学旅行に行ったりっていう本当に１年、６
年間の中で一番の楽しみだったり、春の楽しい遠足っていうことを楽しみにしている、一
つ一つが全部なくなっていくっていうような、そういうやっぱり子供たちの、何で自分た
ちができないのかというような、そういういろんなストレスだったり不満であったり、そ
ういったものがやはり大きく影響したというふうには思っていますし、その中にやはり家
庭のお家の中にいらっしゃるかどうか、そういったところの関係性までは十分には見てお
りませんが、そうはいっても不適応やいろんなトラブルが起きてしまうような子供たちの
姿をやっぱり見る中で、様々なストレスがかかっていたのではないかというふうなことは
捉えております。
○議長（山本　芳昭君）８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）私はやっぱり今の教育の中で、ちょうど昨年の９月２６日
に厚労省が発表した病院の再編計画等があったときに、やっぱり町にまずもって必要なの
は医療と教育だということの発言もさせてもらいました。医療と教育が充実していない町
には誰も定住もしませんし、Ｉターンだことの、やれＵターンだことのということになら
ないわけですよね。やっぱりその地域にしっかりした医療機関と学校があるかというこ
と、もちろん保育園も含めてですけども、それがイの一番だというふうに思います。
　今回コロナの関係で本当に子供たちは、そういう意味ではある意味寂しい思いをして過
ごしていたんじゃないかと、それがこのたびのような事案になったんじゃないかと。一つ
のある意味ストレス発散だと言ってしまえば簡単なんですけども、そういうことに現われ
たと、それが個人ではなかなか行動に出られないけども、ある程度の集団になるとできる
ということもあるわけですよね。ですから、そういうこのたびの事案を受けて、しっかり
と本当に今後どうしていけばいいのかということを改めて真剣に教育委員会には臨んでも
らいたいと思うし、いま一度教育者の集団で本当にまず教員同士の意思疎通をしっかり取
って、本当にわだかまりのない、壁のない、風通しのいい学校の環境をまずつくってもら
うことが大事だと。先ほど町長もおっしゃいましたが、やっぱり教師は大人ですから大人
の姿勢が、子供はやっぱり高学年になればしっかり大人の考え方をそれなりに見てますか
ら、ですから、やっぱり本当に自分に真っすぐ向き合ってくれる先生だなということを感
じれば、その子も変わりますからね。私はそういう現場にもいたことはないんですけど
も、私が育った経験ではやっぱり尊敬する先生はどこか尊敬するなりのものがあるわけで
すよ。そこを子供がやっぱりもう見抜いていますから、高学年になると。そういう教師と
子供の信頼関係を本気でつくっていかれないと、なかなか難しい状況になりはしないかと
私危惧してますので、改めて教育長に今回の事案を契機に頑張ってもらいたいというふう
に思います。
　それで、あとコミュニティ・スクールのことなんですけども、令和４年度、再来年から
つくろうとされてますけども、これについてはやっぱり今の学校の状態をしっかり分析し
て、本当にこのままスタートしていいのかどうなのかも含めて、やっぱりよく議論されな
いと、組織だけつくってもイの一番の学校現場がいろいろもつれとるような状況では、誰
もかえって地域の人も父母の皆さんの信頼も得られないというふうに思いますから、焦ら
ずに本当にいいコミュニティ・スクールなら、それは黙っとっても成功しますよ、一々皆
さんにあれこれ呼びかけなくても。ですから、地域の住民の皆さんも保護者の皆さんもし
っかり見てますので、その点については取組をもう少し慎重に、何かいろいろ会がいっば
いあって、私も何回かそういう会にも出席してきましたけども、何かもう会のための会だ
というふうなことがあって、たった１時間でわけの分からんようなデータばっかり、まあ
そう言ったら失礼なんだけども、この間も文化ホールの２階でいろんな難しいデータの資
料も出されましたけどもね、何か物すごく焦っているなという感じがしますし、やっぱり
新しい組織をつくるならきちっと事務局の体制をつくらないと駄目ですから、誰が責任を
持って教育委員会にきっちり事務局を置くとかいうことで、あるいは学校現場に置くとか
いうことも含めて、もうちょっと組織ありきでなくて慎重に事を進めてほしいなというふ
うに思いますが、教育長、どうでしょうか。改めてお聞きいたします。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）コミュニティ・スクールももちろん焦らずにということは思っ
ていますし、今町民の皆さんや保護者の皆さんや子供たちも含めて、何を議論すべきかと
いうことが少し明確になってきたかなというふうに思っています。先ほども教職員の一つ
の輪ということも話がありましたが、子供たちが仲よくなるためのオールにちなんってい
う、先ほども話をしましたけれども、やはりその中には保護者同士の横のつながりをどん
なふうに小さいときから同じ学年の者、それから少し幅広の学年の保護者の関係づくりを



どうするかということも大きな取組課題だというふうに思っています。親同士が本当に昔
だったら小さな地区でまとまっていたものが、大きな７つの校区のところからの保護者の
集まり、子供たちの集まりの中で、子供同士の関係づくり、それから親同士の関係づくり
っていうのは、小学校に入ってからでは到底間に合わないというふうに思っています。そ
れが小さいときから同じ学年の保護者がきちんとやはり仲よく話ができたり、悩みを語る
ことができたり、やはり家庭教育は社会の課題としてみんなで考えなきゃいけないという
ような、そういった今時代にもなってきてるというふうに思っています。そういったとこ
ろをやはりコミュニティ・スクールという受皿の部分をどんなふうにみんなでやっぱり取
り組んでいくのかというところは、これから本当に議論も必要でしょうし、今回小・中の
ＰＴＡの組織についても、いろんな面でコミュニティ・スクールの中でどう位置づけをす
ればいいのかというような、そういったところの課題も抱えております。いろいろと今回
の事案の中で出てきている課題が、やはりしっかりと分析をしながら、どんな日南町版の
コミュニティ・スクールにしていくのかということについて、やはりもっと突っ込んだ意
見を交わしながら取り組んでいきたいというふうに思っていますし、答えはやはり皆さん
のものの中にあるというふうに思っていますし、どっかをまねをするということじゃ全く
ないというふうに思っていますので、日南町のこの７つの校区、そして１つの学校をみん
なでどう守り立てていくのかということの在り方について、いろんなアイデアや知恵をい
ただきたいというふうに思っています。
　そして事務局についても、ここは本当に誰かにお任せをするということではなくて、そ
ういった体制をきちんとつくるべきだというふうに思っておりますので、それについても
少し検討を図りながらきちんと事務局の在り方についても考えたいというふうに思ってお
ります。
○議長（山本　芳昭君）少し、すみません。答弁についてお願いがあります。
　大変、町長、教育長、丁寧に答えていただいてますが、できれば簡潔に答弁をしていた
だきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
　８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）やっぱり新しい組織をつくるには、コミュニティ・スクー
ルです。やっぱり本当にもう少し、私たち議員も全員でしょうかね。防災会議室でコミュ
ニティ・スクールの話を若干聞きました。ですけども、努力義務であって強制ではない
し、県内でも全ての自治体がつくっているわけでもないし、南部町が何かちょっと有名な
そうですけども、何かそういう組織ばっかりつくってもどうかなという感じが私は率直に
いたしました。教育の問題が大変なときだから何とかしたいという気持ちは分かるけど
も、町長部局ともよく相談されてやっぱり検討してほしいという、一応要望を申し上げて
おいて、教育の問題についてはちょっと消化不良の面がありますけども、次の西部地区の
議員報酬の問題と公選法の改正問題に、時間がなくなりましたので、移りたいと思いま
す。
　町長の答弁にあったように、やっぱり大きく変わるのは公職選挙法で頒布できるチラシ
とか、それからいろんな車の使用のこととか、この意見募集のチラシがちょうど１２月の
広報に入ってましたから見ましたけども、何でかなと思って、私は公選法の供託金のこと
が、供託金を１５万円、町村議会に立候補する者は法務局に納めなければなりませんよと
いうことも、我々現職の議員としては、次、立候補するしないは別として、やっぱり町民
が広く町村議員も立候補するには供託金が１５万円要るんだということも早い段階からや
っぱり知っていてもらいたいなというふうに思うんです。公費で作れる証紙貼りビラとか
いうことも確かに大事なんですけども、なぜ公費で条例までつくって公選法の改正に伴っ
て条例をつくってやるのかというとこの一つに供託金があるわけですよね、そうは言って
も。ですから、その点はやっぱりしっかり事前に早めに周知すべきだなというふうに考え
ますが、答弁で何か選挙前になったら周知するみたいな話なんだけども、やっぱり早い時
期からしっかり、選管の事務を担当されるのは総務課長ですけども、その点について答弁
を求めますが、どうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）今回アンケート取らせたことを踏まえて、やっぱり最終的には条
例化っていう話になるというふうに思っておりますので、その辺の動向を見ながら併せて
町民の皆さんには、こういった供託金もありますっていう項を加えていきたいっていうふ
うに、ＰＲしていきたいっていうふうに思っておりますので、まずはそういった条例化を
しないといけないって話ですので、その中で結果としてこうなりましたっていうところを
含めた形での町民へのＰＲっていうか、お知らせをしていきたいというふうに思っており
ます。
○教育長（伊田　典穂君）８番、久代安敏議員。



○議員（８番　久代　安敏君）次に、西部地区特別職報酬等審議会のことについてなんで
すけども、町長も先ほどの答弁でおっしゃられましたけども、長年ずっと西部地区の報酬
審議会、特別職も含めて、議員の報酬審議会で審議されてきました。ですけども、日南町
議会は、やっぱり議員報酬をもう少し上げたがいいじゃないかと、具体的には２７万円と
いう金額も前期の議会の議員と、今回もそれ相当の２５万円でしたかね。２５万円という
ことで改正をしてもらいたいということだったわけですけども、西部地区の報酬審議会で
は、白石江府町長が代表者の副会長のときに、平成３０年１２月６日の答申の中で今西部
７町村の議員報酬の水準について、県下で比較して特に低水準であるとは認められないと
いう最終答申が出たわけで、そうすればやっぱりそれぞれの自治体の議員報酬は、それぞ
れの町でしっかり議論して諮問をして答申を得るという方法が一番ベストじゃないかとい
うふうに考えますが、改めてそういう方向に向かって町長も西部の特別職報酬等審議会に
積極的に提案をされるのかどうなのか、ということについて改めてお聞きをしたいと思い
ますが、どうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）答弁の中で、議題としてのせてありますっていう報告をさせてい
ただきたいというふうに思ってますし、そういう意味合いでちょっと言葉足らずだったか
もしれませんが、ですから、西部の町村会の中で、いわゆる報酬の審議会についての在り
方について議題としてテーブルにのせていただいておりますので、これから併せて検討も
していきながらというふうに思ってますし、最終的なスケジュールについては、皆さん方
の任期の前っていうところの中で整理をしていけれるようにしたいというふうに思ってお
ります。
○議長（山本　芳昭君）８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）先ほどの町長の答弁にあったように、東部で例えば智頭が
２７万円でしたかね。八頭が、八頭はまだ条例化されてませんけども、３０万ということ
が報道されています。やっぱり日南町議会議員の報酬も、度々我々同僚議員の中で議論を
してきましたが、せめて２５万円は出してほしいというように、上げるべきだという合意
も得られてますし、ぜひともその審議会の中で町長も独自の審議会をつくるように頑張っ
ていただきたいということを重ねて申し上げて、私の一般質問を終わります。以上です。
○議長（山本　芳昭君）答弁はよろしいですか。
○議員（８番　久代　安敏君）はい。
○議長（山本　芳昭君）久代安敏議員の一般質問を終わります。
　　　　─────────────・───・─────────────
○議長（山本　芳昭君）以上で本日の日程は全て終了しました。
　本日はこれで散会にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって会議を閉
じ、散会とすることに決定しました。
　ついては、１２月９日の本会議は別に通知をしませんので、定刻までに御参集いただき
ますようお願いします。
　本日はこれにて散会します。長時間お疲れさまでした。
　　　　　　　　　　　　　　午後４時４７分散会
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


